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第一部　【企業情報】
 

(注１)　本書において、文脈上要求される場合および別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

「当社」  サノフィ・アベンティス

「当グループ」  サノフィ・アベンティスおよびその連結子会社

「アベンティス」  2004年12月31日前におけるアベンティスおよびその連結子会社

「普通株式」  サノフィ・アベンティスの額面2.00ユーロの普通株式

「フランス政府」  フランス共和国政府

「パリ証券取引所」  ユーロネクスト(パリ)

(注２)　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」は欧州経済通貨同盟により1999年1月1日付で採択された通貨を

意味する。本書において便宜上、ユーロから日本円への換算は、東京外国為替市場における2010年8月31日現在の株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である１ユーロ＝106.91円の換算率で計算されている。

(注３)　本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第１ 【本国における法制等の概要】
 

　当年度上半期において、2010年6月29日付で提出した有価証券報告書に記載した事項に関する重要な変更はなかった。

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

 3/95



第２ 【企業の概況】
 

1　【主要な経営指標等の推移】

　下表は、直近3中間決算期および過去2事業年度の主要な経営指標等を示したものである。

(単位：別段の指示がない限り、百万ユーロ)

(IFRS)
 
 

2010年6月30日に
終了した
6ヶ月間
連結

2009年6月30日に
終了した
6ヶ月間
連結

2008年6月30日に
終了した
6ヶ月間
連結

2009年度
 
 
 

2008年度
 
 
 

  
純売上
に対す
る割合

 
純売上
に対す
る割合

 
純売上
に対す
る割合

  

純売上高 15,168100.0% 14,545100.0%13,626 100.0%29,30627,568

その他の収益 798 5.3% 703 4.8% 570 4.2%1,4431,249

売上原価 (4,105)(27.1%)(3,619)(24.8%)(3,615)(26.5%)(7,880)(7,337)

売上総利益 11,86178.2% 11,62980.0%10,581 77.7%22,86921,480

研究開発費 (2,190)(14.4%)(2,260)(15.5%)(2,180)(16.0%)(4,583)(4,575)

販売費および一般管理費 (3,659)(24.1%)(3,627)(24.9%)(3,572)(26.2%)(7,325)(7,168)

その他の中間／当期営業収益 236 1.6% 450 3.1% 316 2.3% 866 556

その他の中間／当期営業費用 (140)（0.9%)(170)(1.2%)(138)(1.0%)(481)(353)

無形資産償却費 (1,802)(11.9%)(1,805)(12.4%)(1,709)(12.6%)(3,528)(3,483)

中間／当期営業利益（再構築費
用、有形固定資産および無形資
産の減損、ならびに処分損益お
よび訴訟計上前）

4,30628.4%4,21729.0%3,29824.2%7,8186,457

再構築費用 (190)(1.3%)(907)(6.2%)(207)(1.5%)(1,080)(585)

有形固定資産および無形資産の
減損

(108)(0.7%)(28)(0.2%)(126)(0.9%)(372)(1,554)

処分損益および訴訟 - - - - - - - 76

営業利益 4,00826.4%3,28222.6%2,96521.8%6,3664,394

金融費用 (214)(1.4%)(151)(1.0%)(160)(1.2%)(324)(335)

金融収益 74 0.5% 37 0.3% 110 0.8% 24 103

法人所得税および関連会社利益
持分計上前中間／当期利益

3,86825.5%3,16821.8%2,91521.4%6,0664,162

法人所得税費用 (974)(6.4%)(795)(5.5%)(771)(5.6%)(1,364)(682)

関連会社利益／損失持分 476 3.1% 394 2.7% 411 3.0% 814 692

中間／当期純利益（交換目的保
有のメリアル社事業を除く）
(1)

3,37022.2%2,76719.0% - - 5,5164,172

交換目的保有のメリアル社事業

からの中間／当期純利益
(1) 198  102 － - - 175 120

中間／当期純利益 3,56823.5%2,86919.7%2,55518.8%5,6914,292

非支配持分に帰属する純利益 147 1.0% 232 1.6% 220 1.7% 426 441

当社株主に帰属する純利益 3,42122.6%2,63718.1%2,33517.1%5,2653,851

平均社外流通株式数
（単位：百万株）

1,305.8  1,305.5  1,313.7  1,305.91,309.3

基本的1株当たり中間／当期利
益（ユーロ）

2.62  2.02  1.78  4.03 2.94

従業員数
注 -  -  -  104,86798,213

 

(1) IFRS第5号（売却目的で保有する非流動資産および非継続事業）に従って区分して報告される。IFRS第5号に基づいて要求されるその他の

開示については、要約中間連結財務書類注記B.7.を参照のこと。

 

注記：半期については人数計算を行っていないため記載していない。
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2　【事業の内容】

 

　中間財務書類において開示された事項を除き、当年度上半期において、当社の事業の内容に重要な変更はなかった。

 

3　【関係会社の状況】

 

　当年度上半期において、当社は、複数の買収および業務提携契約を締結した。その主たるものは以下のとおりである。

　・2010年1月11日、当社は、チャテム・インク（Chattem, Inc.）（「チャテム社」）の全発行済株式に対する公開買付を実施

した。かかる公開買付は、2009年12月21日付で締結された契約を受けて実施された（詳細は2009年12月31日終了年度における

連結財務書類注記D.21.を参照）。2010年2月9日現在、当社は、チャテム社の株式（完全希釈化後）の89.8％（発行済株式数の

約97％に相当）を保有していた。当社は、略式合併を通じて残りの株式を取得し、2010年3月10日以降、チャテム社の全株式を保

有している。

　・2010年1月29日、当社は、中国におけるコンシューマー・ヘルスケア分野の合弁会社の新設を目的として、民生薬業社

（Minsheng Pharmaceutical Co., Ltd.）との間で契約を締結した。規制当局の慣例上の承認の取得を含む条件を充足するこ

とを前提として、当社は、2010年度下半期において当該合弁会社の過半数持分を取得する予定である。

　・2010年3月8日、当社は、メルク・アンド・カンパニー・インク社（Merck & Co. Inc.）（「メルク社」）の保有する動物用

医薬品事業であるインターベット／シェリング・プラウ・アニマル・ヘルス（Intervet/Schering-Plough Animal Health）

事業をメリアル社（Merial）と統合させ、メルク社および当社が50％ずつ保有する合弁会社を設立するという契約上の権利を

行使した。かかる合弁会社の新設は、最終契約の締結、米国・欧州その他の国地域における独占禁止法関連の審査、ならびにそ

の他通常のクロージング条件の充足を条件とする。メリアル社およびインターベット／シェリング・プラウ・アニマル・ヘル

スは、2011年3月より前に予定されている当該取引のクロージングまでそれぞれ独立して運営を継続する。当社は、2009年7月29

日に締結した契約に基づく750百万ドルの支払の他、合弁会社における同等の地位を確保するための調整金額として250百万ド

ルをメルク社に支払う必要がある。債務その他の負債の調整を含むすべての支払は、当該取引のクロージング時に行われる。

　・2010年4月29日、当社は、ロシアのインスリン・メーカーであるバイオトン・ヴォストック社（Bioton Vostok）に対する過

半数持分を取得した。かかる取得は、2009年11月にロシア政府が立ち上げた「Pharmpolis」プロジェクトへの参加意思を当社

が表明したことに付随する。

　・2010年5月19日、当社およびネペンテス・エスエー（Nepentes S.A.）（「ネペンテス社」）は、両社の共同発表の中で、

Sanofi-Aventis sp.z o.o（サノフィ・アベンティスのポーランド子会社）、ネペンテス社およびネペンテス社の議決権の過

半数を有する大株主との間で拘束力を有する契約が締結され、同契約上、ポーランドのワルシャワ証券取引所に上場する医薬

品・デルモコスメ（スキンケア化粧品）メーカーのネペンテス社の全発行済株式に対する公開買付がSanofi-Aventis sp.z

o.o.によって行われると発表した。2009年、ネペンテス社の純売上高は約30百万ユーロであったが、そのうちポーランドにおけ

る純売上高は85％に達した。また同社は、ブルガリアおよびルーマニアに子会社を有している。当該公開買付の成立は、ネペン

テス社の発行済株式の90％以上について応募申込がされること、およびポーランドの独占禁止当局から認可を取得することを

条件とする。420百万ポーランド・ズロチ（105百万ユーロ）の企業価値に基づく公開買付は、2010年8月10日にクロージングを

迎える予定である。

　・2010年5月28日、当社および日本の大手ジェネリック医薬品メーカー（2009年における純売上高はほぼ460百万ユーロに達

した。）の日医工株式会社（「日医工」）は、日本における両社のジェネリック医薬品事業の発展のために、「日医工サノフィ

・アベンティス株式会社」と称する新たな合弁会社を設立した。かかる合弁会社の新設に伴い、当社は日医工についても

4.66％の株式を取得した。

　・2010年6月30日、当社は、特定の種類の白血病、リンパ腫その他の血液に関する悪性腫瘍および血液障害の治療向け小分子キ

ナーゼ阻害剤の開発に従事する米国の非公開バイオ医薬品会社であるターゲジェン・インク（TargeGen Inc.）（「ターゲ

ジェン社」）の買収を企図する契約を締結した。当該取引は2010年7月に完了し、前払金として75百万ドルが支払われた。今後、

ターゲジェン社の主要な製品候補であるTG101348の開発の各段階において、目標達成報奨金が支払われる予定である。かかる

支払総額（前払金を含む。）は、560百万ドルに達する可能性がある。

　・2010年6月、カナダの会社であるカンダーム・ファーマ・インク社（Canderm Pharma, Inc.）の化粧品・スキンケア商品の

販売活動を買収した。当該事業は、2009年度において24百万カナダドルに上る純売上高を計上した。

 

 

4　【従業員の状況】

 

　サノフィ・アベンティスの全世界の従業員数は、104,867名であった（注）。

 

（注：当社が把握している直近の人数であり、2009年12月31日現在の従業員数である。）
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第３ 【事業の状況】
 

1　【業績等の概要】

 

2010年度上半期におけるビジネス純利益
(1)

 

　IFRS第8号「事業セグメント」に従って当社が報告するセグメント情報は、当グループ内の最高経営意思決定者である最高経

営責任者に提供される内部管理データに基づき作成されている。当該セグメントの業績は、内部報告および一般的指標を用い

て個別に測定されている。

　IFRS第8号に基づき要求される事業セグメントの開示は、当年度の要約中間連結財務書類注記B.18.に記載されている。

　当社は、医薬品およびヒト用ワクチン（ワクチン）の2つの事業セグメントの情報を報告している。その他の活動はすべて、

「その他」という別セグメントに集約されている。これらのセグメントは、当グループの内部の組織構造を反映しており、業績

の測定および資源の配分を行うために内部で使用されている。

　医薬品事業セグメントは、医薬品の研究開発、製造および販売をカバーしている。サノフィ・アベンティスの医薬品のポート

フォリオは、代表的主力製品に加え、広範な処方薬、ジェネリック医薬品および消費者向けヘルスケア製品から構成されてい

る。このセグメントにはまた、医薬品関連の活動を行うすべての関連会社（特にBMSが過半数所有する事業体）が含まれてい

る。

　ワクチン・セグメントは、ワクチンに特化しており、ワクチンの研究、開発、製造および販売が含まれている。このセグメント

には、サノフィ・パスツールMSDジョイント・ベンチャーが含まれている。

　「その他」セグメントには、IFRS第8号が定める報告セグメントに該当しない全てのセグメントが含まれている。このセグメ

ントには、イブロシェ・グループ(Yves Rocher Group)に対する当グループの持分、動物用医薬品事業（メリアル社）、および

売却した事業活動に関する留保コミットメントの影響が含まれている。セグメント間の取引は、重要ではない。

 

セグメント業績

　サノフィ・アベンティスは、「ビジネス営業利益」に基づいてセグメント情報を報告している。この指標はIFRS第8号への準

拠を目的として導入されたものであるが、営業業績の評価および資源の配分のために内部的に使用されている。

　「ビジネス営業利益」は、2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記B.20.に定義されている「営業利益（再構築

費用、有形固定資産および無形資産の減損、ならびに処分損益および訴訟計上前）」に、以下の調整を加えたものに等しい。

　・無形資産償却費の除外。

　・関連会社利益／損失持分の加算、および非支配持分に帰属する純利益持分の控除。

　・取得に関連したその他の影響（主に、取得日の公正価値で再測定された取得棚卸資産の払出し、および取得による関連会社

に対する投資への影響）の除外。

　当社は、「ビジネス純利益」を報告することによって、当社の業績に対する投資家の理解を深めることができると考えてい

る。かかる計測値は、「ビジネス営業利益」に金融利益を加算し、関連する法人所得税効果を含めた金融費用を控除することに

より算定される。

　「ビジネス当期純利益」は、IFRSに基づいて算定される「当社株主に帰属する純利益」から、（ⅰ）無形資産償却費、（ⅱ）

無形資産の減損、（ⅲ）取得に関連したその他の影響（取得による関連会社への影響を含む）、（ⅳ）再構築費用、非流動資産

の処分損益および訴訟に関連した費用または引当金、（ⅴ）（ⅰ）から（ⅳ）の項目に関連した税効果、（ⅵ）重要な税務上

の争議による影響、および（ⅶ）（ⅰ）から（ⅵ）の非支配持分を除外したものと定義されている。（ⅳ）に挙げられている

項目は、2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記B.20.に定義されている「再構築費用」および「処分損益およ

び訴訟」の各科目に報告されているものと一致する。

　2010年度上半期におけるビジネス純利益は、4,905百万ユーロであり、これは2009年度上半期の4,516百万ユーロから8.6％増、

または為替レート変動の影響を除外した場合
(2)
には10％増であり、また純売上高の32.3％に相当した（それに対し、2009年度

上半期の場合は純売上高の31％であった。）。

 

 

(1) 事業マネジャーの実績を評価するためおよび資源を割当てるために内部で使用されている。当年度の要約中間連結財務書類注記

B.18.を参照。
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(2)「為替レート変動の影響を除外した場合」における変動とは、為替レートの変動に伴う影響を除外することをいう。当社は、前年度

同期に使用した為替レートを使用して当年度上半期のビジネス純利益等を再計算することで、為替レートの変動による影響を排

除する。

 

　2010年度上半期および2009年度上半期ならびに2009年度のセグメント業績は以下のとおり。

 

2010年度上半期ビジネス純利益

 2010年6月30日に終了した6ヶ月間

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 13,476 1,692 ― 15,168

その他の収益 786 12 ― 798

売上原価 (3,531) (552) ― (4,083)

研究開発費 (1,943) (247) ― (2,190)

販売費および一般管理費 (3,373) (284) (2) (3,659)

その他の営業収益および費用 168 (2) (70) 96

関連会社利益／損失持分(メリアル社を

除く)
(1) 491 (8) 8 491

交換目的保有のメリアル社事業からの

純利益
(1) ― ― 250 250

非支配持分に帰属する純利益 (150) 1 1 (148)

ビジネス営業利益 5,924 612 187 6,723

金融収益および費用    (140)

法人所得税費用    (1,678)

ビジネス中間純利益    4,905

(1) 税引後。
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2009年度上半期ビジネス純利益

 2009年6月30日に終了した6ヶ月間

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 13,206 1,339 ― 14,545

その他の収益 688 15 ― 703

売上原価 (3,104) (496) ― (3,600)

研究開発費 (2,039) (221) ― (2,260)

販売費および一般管理費 (3,351) (275) (1) (3,627)

その他の営業収益および費用 183 (2) 99 280

関連会社利益／損失持分（メリアル社

を除く）
(1) 389 14 6 409

交換目的保有のメリアル社事業からの

純利益
(1) ― ― 130 130

非支配持分に帰属する純利益 (232) ― ― (232)

ビジネス営業利益 5,740 374 234 6,348

金融収益および費用    (114)

法人所得税費用    (1,718)

ビジネス中間純利益    4,516

(1) 税引後。
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2009年度ビジネス純利益

 2009年12月31日終了年度

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 25,823 3,483 ― 29,306

その他の収益 1,412 31 ― 1,443

売上原価 (6,527) (1,326) ― (7,853)

研究開発費 (4,091) (491) (1) (4,583)

販売費および一般管理費 (6,762) (561) (2) (7,325)

その他の営業収益および費用 387 (3) 1 385

関連会社利益／損失持分(メリアル社を

除く)
(1) 792 41 8 841

交換目的保有のメリアル社事業からの

純利益
(1) ― ― 241 241

非支配持分に帰属する純利益 (426) (1) ― (427)

ビジネス営業利益 10,608 1,173 247 12,028

金融収益および費用    (300)

法人所得税費用    (3,099)

ビジネス当期純利益    8,629

(1) 税引後。
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　ビジネス中間／当期純利益から当社株主に帰属する純利益への調整は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2010年6月30日
までの6ヶ月間

2009年6月30日
までの6ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

ビジネス中間／当期純利益 4,905 4,516 8,629

(ⅰ)      無形資産償却費 (1,802) (1,805) (3,528)

(ⅱ)      無形資産の減損 (108) (28) (372)

(ⅲ)      取得による棚卸資産への影響により発生

した費用
(1) (22) (19) (27)

(ⅳ)      再構築費用 (190) (907) (1,080)

(ⅲ)/(ⅳ) その他の項目 ― ― ―

(ⅴ)      上述の項目に係る税効果 704 923 1,629

内訳：    

－無形資産償却費 600 597 1,126

－無形資産の減損 33 10 136

－取得による棚卸資産への影響により
発生した費用

8 4 7

－再構築費用 63 312 360

(ⅲ)/(ⅵ)  その他の税金項目 ― ― 106
(2)

(ⅶ)       上記の項目の非支配持分 1 ― 1

(ⅲ)       メリアル社の取得の影響により発生した

費用
(3) (52) (28) (66)

(ⅲ)       取得による関連会社への影響により発生

した費用
(4) (15) (15) (27)

当社株主に帰属する純利益 3,421 2,637 5,265

 

(1) 取得による棚卸資産への影響により発生した費用：取得日の公正価値で再測定された棚卸資産の払出し。

(2) 米仏条約の批准を受けての、繰延税金の戻入（2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.30.参照）。

(3) この科目の内訳： 2009年9月17日までについては、メリアル社の無形資産の償却費および減損。2009年9月18日以降については、

（ⅰ）IFRS第5号に従って、メリアル社の有形固定資産の減価償却を中止したことによる影響（2009年12月31日終了年度の連結財務

書類に対する注記B.7.参照）、および（ⅱ）取得日の公正価値で再測定された棚卸資産の払出しにより発生した費用。

(4) 取得による関連会社への影響により発生した費用：取得棚卸資産の払出し、無形資産の償却費および減損ならびにのれんの減損。

 

　当社は、「1株当たりビジネス利益」という非GAAP測定値も報告している。これは、ビジネス純利益を加重平均社外流通株式数

で除した数値と定義される。

　2010年度上半期の「1株当たりビジネス利益」は、3.76ユーロであり、これは2009年度上半期の3.46ユーロから8.7％増加した

（為替レート変動の影響を除外した場合は10.1％増）。なおこれらは、2010年度上半期については1,305.8百万株、2009年度上

半期については1,305.5百万株の加重平均社外流通株式数に基づく。
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2010年度上半期および2009年度上半期における医薬品事業セグメントの「ビジネス営業利益」

(単位：百万ユーロ)

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

純売上高に

対する割合

2009年6月30日

までの6ヶ月間

純売上高に

対する割合

前年度比

(%)

純売上高 13,476 100.0% 13,206 100.0% 2.0%

その他の収益 786 5.8% 688 5.2% 14.2%

売上原価 (3,531) (26.2%) (3,104) (23.5%)13.8%

売上総利益 10,731 79.6% 10,790 81.7% -0.5%

研究開発費 (1,943) (14.4%) (2,039) (15.4%)-4.7%

販売費および一般管理費 (3,373) (25.0%) (3,351) (25.4%)0.7%

その他の営業収益および営業費用 168  183  -8.2%

関連会社利益／損失持分
(1) 491  389  26.2%

非支配持分に帰属する純利益 (150)  (232)  -35.3%

ビジネス営業利益 5,924 44.0% 5,740 43.5% 3.2%

(1) 税控除後。

 

 

2010年度上半期および2009年度上半期におけるワクチン事業セグメントの「ビジネス営業利益」

(単位：百万ユーロ)

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

純売上高に

対する割合

2009年6月30日

までの6ヶ月間

純売上高に

対する割合

前年度比

(%)

純売上高 1,692 100.0% 1,339 100.0% 26.4%

その他の収益 12 0.7% 15 1.1% -20.0%

売上原価 (552) (32.6%) (496) (37.0%)11.3%

売上総利益 1,152 68.1% 858 64.1% 34.3%

研究開発費 (247) (14.6%) (221) (16.5%)11.8%

販売費および一般管理費 (284) (16.8%) (275) (20.5%)3.3%

その他の営業収益および営業費用 (2)  (2)   

関連会社利益／損失持分
(1) (8)  14   

非支配持分に帰属する純利益 1  ̶   

ビジネス営業利益 612 36.2% 374 27.9% 63.6%

(1) 税控除後。

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

11/95



2010年度上半期の連結業績結果の分析

 

１．純売上高

　サノフィ・アベンティスは、2010年度上半期において、2009年度上半期比4.3％増の15,168百万ユーロの連結純売上高を計上

した。主にユーロに対するブラジル・レアル高およびオーストラリアドル高による為替レートの変動によって、純売上高が

2.1％増加した。純売上高は、為替レート変動の影響を除外し、かつ組織構成の変更（とりわけ2009年第2四半期にゼンティバ社

（Zentiva）を連結したことおよび2010年第1四半期にチャテム社を連結したことをいう。）を考慮すると、2.2％増となった。

組織構成の変更および為替レート変動の影響を除外すると、2010年度上半期の純売上高は0.3％下落した。

 

2010年度上半期の純売上高から組織構成の変更および為替レート変動の影響を除外した
(3)
売上高への調整

  (単位：百万ユーロ)

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

2009年6月30日

までの6ヶ月間
増減

報告された純売上高 15,168 14,545 4.3%

為替レート変動の影響 (299)   

純売上高（為替レート変動の影響を除外） 14,869 14,545 2.2%

組織構成の変更の影響  372  

純売上高（組織構成の変更および為替レート変動の影響を除外） 14,869 14,917 -0.3%

  
(3) 組織構成の変更を除外した場合の純売上高：

　当社は、前期の純売上高を以下のように表現し直すことにより、組織構成の変更の影響を除外する。

－当社が被買収会社から受け取った売上情報に基づき、買収した事業体または製品の権利の前期の売上高のうち、当期において当社が保有し

ていた持分と同等の部分を前期にも合算する。

－同様に、当社が事業体または製品に係る権利を売却した場合には、前期の当該売却分の売上高を除外する。

－連結方法に変更があった場合、前期の売上高を、当期で使用する算定法を用いて再計算する。

 

1.1　事業セグメント別の純売上高

  当社の純売上高は、医薬品事業の純売上高およびヒト用ワクチン（ワクチン）事業の純売上高から構成される。動物用医薬

品事業の純売上高は連結されておらず、IFRS第5号に従って、メリアル社が寄与する利益は「交換目的保有のメリアル社事業か

らの純利益」の項目で計上されている（要約中間連結財務書類注記B.7.を参照）。

 

 

     （単位：百万ユーロ）

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

2009年6月30日

までの6ヶ月間

増減

(報告ベース)

増減（組織構成および為替
レート変動の影響を除外）

増減(為替レート変動の影
響を除外)

医薬品事業
13,476 13,206 2.0% -2.7% -0.1%

ワクチン事業
1,692 1,339 26.4% 23.4% 25.5%

合計 15,168 14,545 4.3% -0.3% 2.2%

 

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

12/95



• 医薬品事業

　当上半期の医薬品事業の純売上高は13,476百万ユーロであり、これは、報告ベースでは2.0％増であったが、為替レート変動の

影響を除外すると増減なしであった（0.1％減）。

　糖尿病部門の純売上高は、ランタス（Lantus
®
）、アピドラ（Apidra

®
）およびアマリール（Amaryl

®
）の二桁成長に牽引され

て、為替レート変動の影響を除外すると10.8％増の2,100百万ユーロへと増加した。

　2010年度上半期、世界有数のインスリンブランドであるランタスの純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると10.5％増

の1,716百万ユーロとなった。これは主に、新興市場における堅調な成長（為替レート変動の影響を除外すると20.9％増）およ

び米国における健全な業績（為替レート変動の影響を除外すると8.8％増）に牽引された。とりわけ日本（36.8％増）、ロシア

（29.6％増）、中国（33.4％増）およびブラジル（39.9％増）で目覚ましい成長を遂げた。

　2010年度上半期における、超速効型インスリンアナログ製剤であるアピドラの純売上高は、為替レート変動の影響を除外する

と24.2％増の83百万ユーロであった。同製品のかかる売上増は、西欧（23.1％増）および新興市場（36.4％増）における堅調

な業績結果に後押しされた。

　2010年度上半期において、抗血栓症剤であるロベノックス（Lovenox
®
）の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると

5.1％増の1,635百万ユーロであり、このうち42％（684百万ユーロ）が米国外に起因する。米国外の成長幅は9.1％であり、西欧

（9.6％増）および東欧（12.7％増）で好業績を達成した。2010年7月23日、当社は、FDAによってエノキサパリンのジェネリッ

ク医薬品の簡略化新薬申請（「ANDA」）が承認されたことを知った。「第3 3対処すべき課題」を参照のこと。

　2010年度上半期、タキソテール（Taxotere
®
）の純売上高は、増減なし（為替レート変動の影響を除外すると0.5％減）で

1,129百万ユーロであった。米国における純売上高は4.2％増加した。

 

(単位：百万ユーロ)

製品名 適応
2010年6月30日
までの6ヶ月間

2009年6月30日
までの6ヶ月間

増減
(報告ベース)

増減(組織構成の変
更および為替レー
ト変動の影響を除

外)

増減
(為替レート
変動の影響を
除外)

       

ランタス(Lantus
®
) 糖尿病 1,716 1,539 11.5% 10.5% 10.5%

アピドラ(Apidra
®
) 糖尿病 83 66 25.8% 24.2% 24.2%

アマリール(Amaryl
®
) 糖尿病 234 207 13.0% 11.1% 11.1%

インスマン(Insuman
®
) 糖尿病 67 66 1.5% 1.5% 1.5%

小計（糖尿病）  2,100 1,878 11.8% 10.8% 10.8%

ロベノックス(Lovenox
®
) 血栓症 1,635 1,542 6.0% 5.1% 5.1%

タキソテール(Taxotere
®
) 乳癌、肺癌、前立腺癌、

胃癌、頭頸部癌
1,129 1,118 1.0% -0.5% -0.5%

プラビックス(Plavix
®
) アテローム血栓症 1,073 1,389 -22.8% -24.3% -24.3%

アプロヴェル／コアプロヴェル

(Aprovel
®
/CoAprovel

®
)

高血圧 665 620 7.3% 5.2% 5.2%

エロキサチン(Eloxatine
®
) 結腸直腸癌 160 697 -77.0% -78.5% -78.5%

ムルタック(Multaq
®
) 心房細動 63     

スティルノックス／アンビエン／マ

イスリー(Stilnox
®
/Ambien

®

/Myslee
®
)

睡眠障害 441 447 -1.3% -1.3% -1.3%

アレグラ(Allegra
®
) アレルギー性鼻炎、じ

んましん
319 437 -27.0% -25.8% -27.5%

コパキソン(Copaxone
®
) 多発性硬化症 262 231 13.4% 13.7% 11.7%

トリータス(Tritace
®
) 高血圧 211 221 -4.5% -5.1% -6.8%

デパキン(Depakine
®
) てんかん 184 165 11.5% 7.3% 7.3%

ザトラル(Xatral
®
) 良性前立腺肥大症 153 153 0.0% 0.7% 0.0%

アクトネル(Actonel
®
) 骨粗しょう症 、パ

ジェット病 124 137 -9.5% -16.1% -16.1%

ナザコート(Nasacort
®
) アレルギー性鼻炎 104 120 -13.3% -13.3% -13.3%

その他の医薬品 3,060 3,014 1.5% 1.6% -0.7%
コンシューマー・ヘルスケア 1,069 660 62.0% 9.5% 53.6%
ジェネリック医薬品 724 377 92.0% 24.8% 80.4%

医薬品事業合計 13,476 13,206 2.0% -2.7% -0.1%

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

13/95



　2010年度上半期、エロキサチン（Eloxatine
®
）の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると78.5％減の160百万ユーロ

となった。これは、欧州およびジェネリック医薬品メーカーとの間で和解が成立した米国（「第3　3　対処すべき課題」を参

照）におけるジェネリック医薬品との継続的な競争による打撃を受けたことによる。

　2009年度末に販売が開始されたムルタック（Multaq
®
）の純売上高は、63百万ユーロに達した（主に米国）。現在、ムルタック

は18ヶ国で販売されている。

　睡眠薬のスティルノックス／アンビエン／マイスリー（Stilnox
®
/Ambien

®
/Myslee

®
）の純売上高は、為替レート変動の影響

を除外すると1.3％減の441百万ユーロであった。米国での純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると5.5％減の268百万

ユーロ（アンビエンCR(Ambien
®
CR)からの228百万ユーロを含む。）であった。日本で有数の睡眠薬であるマイスリーの同国に

おける純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると15.3％増の110百万ユーロに上り、堅調な業績をまた達成した。

　アレグラ（Allegra
®
）の純売上高は、2009年末以降米国市場においてAllegra

®
D-12のジェネリック医薬品の販売が開始され

たことに影響されて、為替レート変動の影響を除外すると27.5％減の319百万ユーロとなった。日本における純売上高は188百

万ユーロであった（為替レート変動の影響を除外すると9.3％減）。

　コパキソン（Copaxone
®
）の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると11.7％増の262百万ユーロに達したが、その大半

は西欧に帰属する。

　2010年度上半期、コンシューマー・ヘルスケアの純売上高は、新興市場（特にブラジルおよびロシア）に牽引されて、為替

レート変動の影響を除外すると53.6％増の1,069百万ユーロとなった。かかる純売上高には、2009年4月1日以降におけるゼン

ティバ社の消費者医療製品による売上、2009年12月1日以降におけるオエノビオール社（Oenobiol）による売上、および2010年

2月9日以降におけるチャテム社の売上が含まれている。組織構造の変更および為替レート変動の影響を除外した純売上高の成

長幅は、9.5％であった。

　2010年度上半期、ジェネリック医薬品事業の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると80.4％増の724百万ユーロで

あった。ゼンティバ社およびケンドリック社（Kendrick）（2009年4月1日以降）ならびにメドレー社（2009年5月1日以降）を

それぞれ買収・連結したことに起因して、新興市場で大幅に成長した。組織構造の変更および為替レート変動の影響を除外し

た純売上高は24.8％増となった。

　ポートフォリオにおけるその他の製品の純売上高は、ほぼ増減なしの3,060百万ユーロであった（為替レート変動の影響を除

外すると0.7％減）。

　プラビックス（Plavix
®
）およびアプロヴェル／コアプロヴェル（Aprovel

®
/CoAprovel

®
）の売上高に関する詳細は、下記

「プラビックス（Plavix
®
）およびアプロヴェル（Aprovel

®
）の世界的な売上高」の項を参照のこと。
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　2010年度上半期の主力医薬品の地域別純売上高

(単位：百万ユーロ)

製品名 西欧*

増減
(為替レート
変動の影響を
除外)

米国

増減
(為替レート
変動の影響を
除外)

新興市
場**

増減
(為替レート
変動の影響を
除外)

その他の国***

増減
(為替レート
変動の影響を
除外)

         

ランタス(Lantus®) 342 6.6%1,048 8.8% 243 20.9% 83 27.1%

アピドラ(Apidra®) 32 23.1%31 10.7% 16 36.4% 4 300.0%

インスマン(Insuman
®
) 55 0.0%   12 9.1%   

アマリール(Amaryl®) 22 -12.0%3 -40.0%111 23.9% 98 7.9%

小計（糖尿病） 451 5.7%1,082 8.6% 382 21.9% 185 17.4%

ロベノックス(Lovenox®) 400 9.6%951 2.6% 244 7.0% 40 17.9%

タキソテール(Taxotere®) 378 -5.5%439 4.2% 204 -2.0% 108 2.0%

プラビックス(Plavix®) 377 -51.6%109ª -3.5% 327 2.2% 260 32.3%
アプロヴェル／コアプロヴェル

(Aprovel®/CoAprovel®) 423 -2.8%17ª ̶ 176 9.6% 49 38.7%

エロキサチン(Eloxatine®) 23 -48.9%37 -93.4% 70 -17.5% 30 4.2%

ムルタック(Multaq
®
) 11  51    1  

スティルノックス／アンビエン／マ

イスリー(Stilnox®/Ambien®/Myslee®

) 27 -12.9%268 -5.5% 34 -3.1% 112 15.8%

アレグラ(Allegra®) 10 -9.1%79 -56.5% 42 18.2% 188 -10.0%

コパキソン(Copaxone®) 245 11.9%  8 14.3% 9 0.0%

トリータス(Tritace®) 99 -3.9%  97 -3.1% 15 -40.0%

デパキン(Depakine®) 74 1.4%   103 13.8% 7 -16.7%

ザトラル(Xatral®) 35 -14.6%82 12.2% 35 -2.9% 1 -66.7%

アクトネル(Actonel®) 57 -21.1%  48 -13.7% 19 0.0%

ナザコート(Nasacort®) 17 0.0%72 -15.1% 13 -20.0% 2 0.0%
その他の医薬品 1,367 -1.7%335 6.3%1,007 1.3% 351 -8.0%
コンシューマー・ヘルスケア 331 5.8%146  495 62.1% 97 20.6%
ジェネリック医薬品 208 24.8%41  454 106.0% 21 63.6%

医薬品事業合計 4,533 -7.3%3,709-5.9%3,739 16.1% 1,495 6.2%

*  フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、ギリシャ、キプロス、マルタ、ベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ス

イス、スウェーデン、アイルランド、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、デンマーク

**  米国、カナダ、西欧、日本、オーストラリアおよびニュージーランド以外の世界各国

***  日本、カナダ、オーストラリアおよびニュージーランド

a  BMSが米国において過半数持分を有している会社に対する活性成分の売上高。

 

• ヒト用ワクチン事業（ワクチン事業）

　2010年度上半期のヒト用ワクチン事業の純売上高は1,692百万ユーロであり、為替レート変動の影響を除外すると25.5％増、

報告ベースでは26.4％増であった。これは、季節性インフルエンザ・ワクチンおよび汎発性インフルエンザ・ワクチンの売上

高（2009年度上半期の120百万ユーロに対して532百万ユーロであった。）によって後押しされた。汎発性インフルエンザ・ワ

クチンの影響（2009年度ではH5N1型インフルエンザ、2010年度ではA型（H1N1）インフルエンザ）の影響を除くと、ワクチン事

業セグメントの純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると5.2％減であった。

　特に新興市場（為替レート変動の影響を除外すると97.8％増）、「その他の国」（43.6％増）および西欧（10.5％増）にお

いて売上高が堅調に伸びた。

　2010年度上半期、インフルエンザ・ワクチンの純売上高は、350％増（為替レート変動の影響を除外）の532百万ユーロとな

り、特に南半球における汎発性インフルエンザ・ワクチンの売上高に牽引された。汎発性インフルエンザ・ワクチン（その純

売上高は419百万ユーロ）を除外すると、純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると10.7％増であった。

　ポリオ・百日咳・インフルエンザ菌b型ワクチンの純売上高は、米国疫病予防管理センターが保有するペンタセル（Pentacel
®
）の在庫量を2010年度第1四半期に一時的に縮小したのを受けて、為替レート変動の影響を除外すると4.0％減の483百万ユー
ロであった。

　髄膜炎・肺炎ワクチンの純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると14.3％減の合計224百万ユーロであったが、これは

主に、髄膜炎菌性髄膜炎用の4価ワクチンであるメナクトラ（Menactra
®
）のキャッチアップ接種キャンペーンの縮小に起因す

る。
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(単位：百万ユーロ)

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

2009年6月30日
までの6ヶ月間

増減

(報告ベース)

増減(為替レート変動
の影響を除外)

インフルエンザ・ワクチン* (ヴァクシグリップ(

Vaxigrip
®
)およびフルゾーン(Fluzone

®
 )を含む。)

　このうち

532 120 343% 350%

　　季節性インフルエンザ

　　汎発性インフルエンザ

113

419

95

25

18.9%

 

10.7%

 

ポリオ／百日咳／Hibワクチン(ペンタセル(Pentacel
®
)

およびペンタキシム(Pentaxim
®
)を含む。)

 

483

 

495

 

-2.4%

 

-4.0%

髄膜炎／肺炎ワクチン(メナクトラ(Menactra
®
)を含

む。)

 

224

 

259

 

-13.5%

 

-14.3%

成人向け追加免疫ワクチン(アダセル(Adacel
®
)を含

む。)

 

186

 

202

 

-7.9%

 

-9.9%

渡航用およびその他の風土病ワクチン 193 165 17.0% 12.7%

その他のワクチン 74 98 -24.5% -22.4%

ワクチン事業合計 1,692 1,339 26.4% 25.5%

 

　メルク社との間の欧州における合弁会社であるサノフィ・パスツールMSD（当社の連結対象外である。）の2010年度上半期の

売上高は、報告ベースで25.7％減の362百万ユーロであった。子宮頸癌の発症原因である乳頭腫ウイルス感染予防ワクチンの

ガーダシル（Gardasil
®
）の純売上高は、前年度上半期の229百万ユーロから46.8％減の122百万ユーロであった。これは主に、

キャッチアップ接種キャンペーン市場の縮小によるものである。

 

　2010年度上半期のワクチン事業セグメントの地域別純売上高

(単位：百万ユーロ)

 
西欧

*

増減

(為替レート
変動の影響を
除外)

米国

増減

(為替レート
変動の影響を
除外)

新興市場

**

増減

(為替レート
変動の影響を
除外)

その他の

国

***

増減

(為替レート
変動の影響を
除外)

インフルエンザ・ワクチンa (ヴァ

クシグリップ(Vaxigrip
®
)および

フルゾーン(Fluzone
®
 )を含む。) 49  12 -64.9% 457 541% 14 0.0%

ポリオ／百日咳／Hibワクチン(ペ

ンタセル(Pentacel
®
)およびペン

タキシム(Pentaxim
®
)を含む。) 34 -29.5%226 -11.6% 182 0.0% 41 143.8%

髄膜炎／肺炎ワクチン(メナクトラ

(Menactra
®
)を含む。) 3 -25.0%177 -14.1% 39 -17.0% 5 33.3%

成人向け追加免疫ワクチン(アダセ

ル(Adacel
®
)を含む。) 26 -10.7%139 -11.5% 15 15.4% 6 -20.0%

渡航用およびその他の風土病ワク
チン 12 50.0% 40 0.0% 120 15.8% 21 6.3%

その他のワクチン
6 -80.0%57 0.0% 8 40.0% 3 0.0%

ワクチン事業合計
130 10.5%651 -13.4% 821 97.8% 90 43.6%

*  フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、ギリシャ、キプロス、マルタ、ベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ス

イス、スウェーデン、アイルランド、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、デンマーク

**  米国、カナダ、西欧、日本、オーストラリアおよびニュージーランド以外の世界各国

***  日本、カナダ、オーストラリアおよびニュージーランド

a  季節性インフルエンザおよび汎発性インフルエンザ
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• 動物用医薬品事業

　動物用医薬品事業は、2009年9月18日以降当社の完全子会社となったメリアル社が行っている。2010年3月、当社は、メリアル社

およびインターベット／シェリング・プラウ・アニマル・ヘルス事業を統合させ、2011年にメルク社および当社が50％ずつ所

有する合弁会社を設立するというオプションを行使した。その結果、メリアル社に係る利益は、IFRS第5号に基づき「交換目的

保有のメリアル社事業からの純利益」の科目において計上されており（要約中間連結財務書類注記B.7.を参照）、メリアル社

の純売上高は当社の連結対象外である。

　2010年度上半期、メリアル社の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると1.5％増（報告ベースでは4.2％増）の1,391

百万ドルであった。ペット向け事業の純売上高は、欧州においてフロントライン（Frontline
®
）のジェネリック医薬品による

競争プレッシャーがかかる中で、為替レート変動の影響を除外すると1.1％減の958百万ドルであり、順調な回復力を見せた。な

お、米国では競合製品の販売が開始されたものの、当該事業は安定した売上高を計上した。家畜動物向け事業は、良好な業績を

達成し、その純売上高は為替レート変動の影響を除外すると8.0％増の433百万ドルであった。これは、食用鳥部門の売上高およ

び獣医公衆衛生部門の売上高業績を反映していた。フロントラインその他のフィプロニル含有製品の売上高は、ほぼ増減なし

の597百万ドルであった（為替レート変動の影響を除外すると0.1％減）。

  （単位：百万ドル）

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

2009年6月30日

までの6ヶ月間

増減(為替レート

変動の影響を除

外)

フロントライン（Frontline
®
）その他のフィプロニル含有製品 597 586 -0.1%

ワクチン 401 360 7.8%

アベルメクチン 251 250 -3.6%

その他 142 139 0.8%

合計 1,391 1,335 1.5%
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1.2　地域別の純売上高

    (単位：百万ユーロ)

 
2010年6月30日
までの6ヶ月間

2009年6月30日
までの6ヶ月間

増減

(報告ベース)

増減

(組織構造の変更およ
び為替レート変動の影

響を除外）

増減

(為替レート変動の
影響を除外）

西欧
*

4,663 4,979 -6.3% -7.6% -6.9%

米国 4,360 4,733 -7.9% -9.8% -7.1%

新興市場
**

　このうち
4,560

 

3,470

 

31.4%

 

19.4%

 

25.9%

 

　　東欧およびトルコ 1,308 1,049 24.7% 5.0% 19.3%

　　アジア（太平洋地域
***
を除く） 969 813 19.2% 13.2% 15.1%

　　ラテンアメリカ 1,421 837 69.8% 54.1% 59.7%

　　アフリカ 416 378 10.1% 3.3% 5.8%

　　中東 388 312 24.4% 22.8% 24.0%

その他の国
****

  このうち
1,585

 

1,363

 

16.3%

 

7.3%

 

7.7%

 

　　日本 1,061 952 11.4% 9.6% 9.4%

合計 15,168 14,545 4.3% -0.3% 2.2%

*  フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、ギリシャ、キプロス、マルタ、ベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ス

イス、スウェーデン、アイルランド、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、デンマーク

**  米国、カナダ、西欧、日本、オーストラリアおよびニュージーランド以外の世界各国

***  日本、オーストラリアおよびニュージーランド

****  日本、カナダ、オーストラリアおよびニュージーランド

 

  西欧の純売上高は、クロピドグレル（プラビックスの活性成分）のジェネリック医薬品との競争の影響を受けて、またより

軽微な影響として第2四半期において欧州の一部の国々で導入された値下げによって、為替レート変動の影響を除外すると

6.9％減の4,663百万ユーロとなった。

　米国では、ランタス（Lantus
®
）の好調な業績結果（為替レート変動の影響を除外すると8.8％増）にもかかわらず、エロキサ

チン（Eloxatine
®
）のジェネリック医薬品との競争、および医療保険改革の初期段階における影響を反映して、為替レート変

動の影響を除外すると7.1％減の4,360百万ユーロであった。

　新興市場の純売上高は、4,560百万ユーロに達したが、これは2010年度上半期における堅調かつ本質的な成長（組織構造の変

更および為替レート変動の影響を除外すると19.4％増であり、為替レート変動の影響を除外すると25.9％増）により牽引され

た。ブラジルでは、純売上高が2倍以上の716百万ユーロに上り（為替レート変動の影響を除外すると123.1％増）、これは汎発

性インフルエンザ・ワクチンの売上増、ならびにジェネリック医薬品および消費者向け健康医療製品における堅調かつ本質的

な成長（それぞれ組織構造の変更および為替レート変動の影響を除外すると103.4％増および52.8％増）による。ロシアの純

売上高は、堅調かつ本質的な成長（組織構造の変更および為替レート変動の影響を除外すると28.7％増）によって330百万

ユーロに上った。主にプラビックスの売上増に牽引されている中国では、純売上高が305百万ユーロであった（為替レート変動

の影響を除外すると18.1％増）。

　「その他の国」の純売上高は、為替レート変動の影響を除外すると7.7％増加した。日本の純売上高は、為替レート変動の影響

を除外すると9.4％増の1,061百万ユーロであったが、これは、主に、プラビックスの販売成功およびワクチン事業の業績に起因

する。
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1.3　プラビックス（Plavix
®
）およびアプロヴェル（Aprovel

®
）の世界的な売上高

　当社の主力製品であるプラビックスおよびアプロヴェルの2製品は、サノフィ・アベンティスが発見し、提携契約に基づきブ

リストル・マイヤーズ・スクイブ（BMS）と共同開発された。当該2製品の販売は、日本を除く各国において当該提携契約の条

件に従って当社またはBMSによって行われている
(4)
。

　当該2製品の全世界の売上高は、世界市場におけるサノフィ・アベンティスの当該製品の地位を確認するために有用な指標で

ある。当社は、この売上高に関する情報が、当社の財務書類利用者による、当社の損益計算書、とりわけ当社の連結収益に関する

収益性全般についての理解・分析、また、当社の研究開発活動の有効性の理解・分析を手助けすると考えている。当該2製品に

関するBMSの売上高の開示は、当社の損益計算書上の各種項目の傾向をより明確に理解するために役立つ。具体的には、当該売

上高につき受領する当社のロイヤリティが計上される「その他の収益」、BMSとの提携にもとづきBMSの事業管理下にある関連

会社の損益結果のうち当社に帰属する持分が計上される「関連会社利益／損失持分」、およびBMSとの提携にもとづきサノ

フィ・アベンティスの事業管理下にある関連会社の損益結果のうちBMSに帰属する持分が計上される「非支配持分に帰属する

純利益」の各項目をいう。

 

(4) 2009年12月31日終了年度の連結財務書類注記C.1.を参照。
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2010年度上半期および2009年度上半期におけるプラビックスおよびアプロヴェルの世界的売上高の地域別内訳

      単位：百万ユーロ

 2010年6月30日までの6ヶ月間 2009年6月30日までの6ヶ月間
増減
(報告
ベース)

増減(為替
レート変動
の影響を除
外)

 

 
サノフィ・
アベンティス

(2)
BMS
(3) 合計

サノフィ・
アベンティス

(2)
BMS
(3) 合計    

プラビックス／イスコヴァ
(1)          

欧州 407 60 466 801 88 889 -47.6%-48.0% 
米国 ̶ 2,2622,262 ̶ 2,0372,037 11.0% 12.6% 
その他の国 551 136 687 434 122 556 23.6% 17.5% 
合計 9572,4583,415 1,2352,2473,482 -1.9% -2.1% 
 

      単位：百万ユーロ

 2010年6月30日までの6ヶ月間 2009年6月30日までの6ヶ月間
増減
(報告
ベース)

増減(為替
レート変動
の影響を除
外)

 

 
サノフィ・
アベンティス

(5)
BMS
(3) 合計

サノフィ・
アベンティス

(5)
BMS
(3) 合計    

アプロヴェル/アヴァプロ/カ

ルヴェア
(4)          

欧州 408 81 489 410 88 498 -1.8% -2.6% 
米国 ̶ 266 266 ̶ 267 267 -0.4% 0.9% 
その他の国 198 103 301 159 91 250 20.4% 13.4% 
合計 606 450 1,056 569 4461,015 4.0% 2.3% 

(1) プラビックスは、プラビックス(Plavix
®
)およびイスコヴァ(Iscover

®
）の商標で販売されている。

(2) BMSに対する売上高を控除後の（2010年6月30日終了上半期では154百万ユーロ、2009年6月30日終了上半期では159百万ユーロ）、サノフィ

・アベンティスのプラビックスの連結純売上高。

(3) 当社の2009年12月31日終了年度の連結財務書類注記B.2.に記載の方法で、当社によってユーロ建てに換算されている。

(4) アプロヴェルは、アプロヴェル（Aprovel
®
）、アヴァプロ(Avapro

®
)およびカルヴェア(Karvea

®
)の商標で販売されている。

(5) BMSに対する売上高を控除後の（2010年6月30日終了上半期では60百万ユーロ、2009年6月30日終了上半期では51百万ユーロ）、サノフィ・

アベンティスのアプロヴェルの連結純売上高。

 

　2010年度上半期、米国におけるプラビックス／イスコヴァの売上高（BMSに連結）は、為替レート変動の影響を除外すると

12.6％増と堅調に増加して2,262百万ユーロに上った。欧州におけるプラビックスの売上高は、ジェネリック医薬品（なお、

ジェネリック医薬品の大半は、別種のクロピドグレル塩を使用している。）との競争の煽りを受けて、為替レート変動の影響を

除外すると48％減の466百万ユーロであった。日本および中国では、プラビックスの売上高は引続き順調に伸び、それぞれ228百

万ユーロ（為替レート変動の影響を除外すると43.0％増）および102百万ユーロ（為替レート変動の影響を除外すると38.2％

増）に達した。

　依然として熾烈な競争が繰り広げられている環境下において、2010年度上半期のアプロヴェル／アヴァプロ／カルヴェアの

世界的な売上高は、為替レート変動の影響を除外すると2.3％増の1,056百万ユーロであった。欧州では、スペインにおけるジェ

ネリック医薬品との競争を受けて、その純売上高は為替レート変動の影響を除外すると2.6％下落した。

 

その他の収益

　2010年度上半期において、主に継続事業に関連して締結したライセンス契約に基づくロイヤリティ収益から構成されるその

他の収益は、2009年度上半期の703百万ユーロから13.5％増の798百万ユーロであった。

　かかる収益増は、主に、BMSとの間のプラビックスおよびアプロヴェルに関する世界的な事業提携に基づくライセンス収入に

よるものであり、2010年度上半期の当該収入合計額は、2009年度上半期の578百万ユーロに対して632百万ユーロであった。これ

は2010年度上半期における米国でのプラビックスの売上高が11％増加したことが一助となった。
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売上総利益

　2009年6月30日に終了した6ヶ月間の売上総利益は11,629百万ユーロ（純売上高の80.0％）であったのに対して、2010年6月30

日に終了した6ヶ月間における売上総利益は、11,861百万ユーロ（純売上高の78.2％）であり、前年度比で2％増加した。

　医薬品事業セグメントの粗利益率は、2.1％減となった。これは、ロイヤリティ収益増（0.6％増）および既に予測済であった

純売上高に対する売上原価率の悪化（2.7％減）を反映していた。これは、主に以下に起因する。

　・被買収会社の比較的低い売上総利益率（主にジェネリック医薬品）との製品の混合の影響

　・米国におけるエロキサチンおよびアレグラのジェネリック医薬品との競争による悪影響、ならびに欧州におけるプラビッ

クスのジェネリック医薬品との競争による悪影響

　・ヘパリン原料価格の高騰

　上記にかかわらず、2010年度上半期における医薬品事業セグメントの粗利益率は79.6％と引続き高い数値を維持していた。

　ワクチン事業セグメントの粗利益率は、4％増加して68.1％へと回復した。これは売上原価率が4.4％増となったことを反映し

ている。この売上原価率の増加は、汎発性インフルエンザ・ワクチンの生産時における費用の効率化に主に起因する。

　連結された売上総利益は、2010年度上半期において（主にチャテム社の）買収完了時に公正価値で再測定された棚卸資産の

払出し費用（22百万ユーロ、0.1％）によって減少した。

 

研究開発費

　2009年度上半期の研究開発費が2,260百万ユーロ（純売上高の15.5％）であったのに対して、2010年度上半期の研究開発費は

3.1％減（為替レート変動の影響を除外すると3.5％減）の2,190百万ユーロ（純売上高の14.4％）であった。

　医薬品事業では、2009年に開始し継続している一部の社内資産を第三者提携のために再配置する作業によって、為替レート変

動の影響を除外すると費用を5％削減することに成功した。かかる費用削減は、ポートフォリオ全体の客観的な見直しに伴う研

究開発プロジェクトの効率化も反映している。

　ワクチン事業セグメントの研究開発費は、11.8％増（為替レート変動の影響を除外すると9.8％増）の26百万ユーロであった

が、この大部分は汎発性インフルエンザ・ワクチンの分野に関するものである。

 

販売費および一般費

　2010年度上半期の販売費および一般費は、2009年度上半期の3,627百万ユーロに対して0.9％増の3,659百万ユーロであった。

ただし、為替レート変動の影響を除外した場合は、純売上高の増加および2010年度上半期の被買収会社（主にチャテム社）の

費用の算入にかかわらず、逆に1.3％減であった。純売上高に占める販売費および一般費の割合は、24.1％（2009年度上半期は

24.9％）であり、これは、主に、米国および欧州における販売費の節約ならびに一般費の削減によるものである。

　

その他の営業収益および費用

　2010年度上半期のその他の営業収益は、2009年度上半期の450百万ユーロに対して、236百万ユーロであった。2010年度上半期

のその他の営業費用は、2009年度上半期の170百万ユーロに対して140百万ユーロであった。

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間のその他の営業収益および費用の残高は、2009年度同期では純利益280百万ユーロであった

のに対して、純利益96百万ユーロであった。前年同期比184百万ユーロ減は、非常に不安定な為替市場による為替にかかる純営

業損失（2009年度上半期は57百万ユーロの純利益であったのに対して2010年度上半期は113百万ユーロの純損失であった。）、

およびテバ社（Teva）からのコパキソンの北米における売上げにかかるロイヤリティ収益の支払が2010年第2四半期以降中止

されたことが反映されていた。

 

無形資産償却費

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間の無形資産償却費は、2009年度同期の1,805百万ユーロに対して、ほぼ変動なしの1,802百万

ユーロであった。

　本項目は、主に、アベンティスの買収時に公正価値で再測定された無形資産に関連するもの（2009年度上半期は1,671百万

ユーロであったのに対して2010年度上半期は1,584百万ユーロ）およびゼンティバ社の買収時に公正価値で再測定された無形

資産に関連するもの（2009年3月にゼンティバ社が連結された後、2009年度上半期は26百万ユーロであったのに対して2010年

度上半期は64百万ユーロであった。）である。
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営業利益（再構築費用、有形固定資産および無形資産の減損、ならびに処分損益および訴訟計上前）

　2009年6月30日に終了した6ヶ月間の当該営業利益は、4,217百万ユーロであったのに対して、2010年6月30日に終了した6ヶ月

間は4,306百万ユーロであった。

 

再構築費用

　2009年度上半期の再構築費用は907百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期は190百万ユーロであった。

  2010年度上半期の再構築費用は、主に、フランスにおける化学品製造施設の改造ならびに西欧および北米での販売および研

究開発機能に関する対応措置に関連するものであった。

　2009年度上半期の再構築費用は主に、研究開発部門の変革による革新性の向上および本部支援機能を適合させることによる

当グループの組織構造の合理化を目指した措置に関係する。当該費用は主に、発表された希望退職制度に基づく早期退職手当

および退職手当に起因する人件費関連費用により構成された。また2009年度上半期の当該費用は、かかる人件費関連費用より

少額ではあるものの、現在継続中のフランス販売要員数の調整策および2008年に開始されて現在も継続中のフランスの製造施

設の改造も反映している。

 

有形固定資産および無形資産の減損

　本項目では、無形資産にかかる減損として2009年度上半期に28百万ユーロを計上したのに対して、2010年度上半期には108百

万ユーロ計上した。2010年度上半期に認識された損失は、主に、Shan5
®
に係る無形資産（5価ワクチン）の一部減損に関係する。

Shan5
®
の一部バッチについて凝集の問題が発覚した後、当該製品の事前資格の取得を新たに申請する必要があることを考慮し

て、Shan5
®
に関する予測値は訂正された。2009年度上半期に認識された損失は、2009年4月になされたトローバックス（TroVax

®
）の開発中止の決定および欧州医薬品審査庁（「EMA」）の決定後のDi-Antalvic

®
の販売中止を反映したものである。

 

処分損益および訴訟

　当社は、2010年度上半期および2009年度上半期において、大規模な処分は実施していない。

 

営業利益

　2009年度上半期の営業利益は3,282百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期の営業利益は4,008百万ユーロであった。

 

金融収益および費用

　2010年度上半期の金融費用（純額）は、2009年度上半期の114百万ユーロから26百万ユーロ増の140百万ユーロであった。

　2010年度上半期の純借入債務（短期借入債務、長期借入債務、関連金利および通貨デリバティブの合計から、現金および現金

同等物を差引いたもの）に直接帰属する金融費用は、当該上半期にわたる純債務の変動を受けて、前年度同期の87百万ユーロ

に対して165百万ユーロであった。

　主にノヴェキセル社（Novexel）に対する当社の持分の処分によって、51百万ユーロの処分益が発生した。

　2009年度上半期の外国為替差損（純額）は24百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期は9百万ユーロであった。

 

法人所得税および関連会社損益持分計上前利益

　2010年度上半期法人所得税および関連会社損益持分計上前利益は、2009年度上半期の3,168百万ユーロから22.1％増の3,868

百万ユーロであった。

 

法人所得税費用

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間法人所得税費用は、2009年6月30日に終了した6ヶ月間では795百万ユーロであったのに対し

て、974百万ユーロであった。

　2010年度上半期の実効税率
*
は、2009年度上半期の29％に対して28％であった。フランスで適用される標準的な法人所得税率

（34％）との差異は、主にフランスにおけるロイヤリティに対する所得税率の引下げによるものである。
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　本項目には、無形資産償却費の税効果（2009年度上半期は597百万ユーロの影響であったのに対して2010年度上半期は600百

万ユーロ）、および再構築費用の税効果（2009年度上半期は312百万ユーロの影響であったのに対して2010年度上半期は63百

万ユーロ）が含まれている。

  

*  実効税率は、(i) 関連会社損益持分、メリアル社からの純利益、非支配持分に帰属する純利益計上前、かつ(ii) 金融収益および費用控除後

のビジネス営業利益に基づき算定される。

 

関連会社利益／損失持分

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間の関連会社利益持分（純額）については、2009年度同期では394百万ユーロであったのに対

して、476百万ユーロであった。本項目は、主に、プラビックスおよびアヴァプロに関する提携に基づくBMSの管理地域における

税引後利益に対する当社の持分から構成され、2010年度上半期は、2009年度上半期の394百万ユーロから20.6％増の475百万

ユーロであった。かかる利益持分の増加の一因は、プラビックスの売上が米国で増加したこと（報告ベースで11％増）による。

 

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益

　当社がメリアル社に対する独占的支配権を取得した2009年9月18日以降、メリアル社の業績は、完全連結方式により計上され

た。メリアル社の業績結果は、IFRS第5号に基づき「交換目的保有のメリアル社事業からの純利益」という個別の項目で計上さ

れている（当社の要約中間連結財務書類注記B.7.を参照のこと。）。

　2010年度上半期における本項目の計上金額は、2009年度上半期については102百万ユーロであったのに対して198百万ユーロ

であった。かかる増加は主に、本項目上、2009年9月18日より前はメリアル社の純利益を50％計上していたのに対して、同日以降

はメリアル社の純利益の100％を計上したことが反映されている。このほか、本項目の計上金額には、2009年9月に公正価値で再

測定された棚卸資産の払出しの影響が含まれていた。

 

純利益

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間の純利益は、2009年6月30日に終了した6ヶ月間では2,869百万ユーロであったのに対して、

3,568百万ユーロであった。

 

非支配持分に帰属する純利益

　2010年度上半期の非支配持分に帰属する純利益は、2009年度上半期では232百万ユーロであったのに対して、合計147百万ユー

ロであった。本項目は、主に、サノフィ・アベンティスの管理地域からBMSに支払われた税引前持分利益によって構成されてい

る（2009年度上半期は219百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期は137百万ユーロ）。前年度同期比で減少したのは、

欧州におけるクロピドグレルのジェネリック医薬品との競争の激化に直接起因する。

 

当社株主に帰属する純利益

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間の当社株主に帰属する純利益は、2009年6月30日に終了した6ヶ月間では2,637百万ユーロで

あったのに対して、3,421百万ユーロであった。

　2010年度上半期の1株当たり利益は、2009年度上半期の2.02ユーロから29.7％増の2.62ユーロであった。これらは、2010年度上

半期および2009年度上半期のそれぞれについて1,305.8百万株および1,305.5百万株の平均社外流通株式数に基づいて算出さ

れている。

 

ビジネス純利益

　2010年6月30日に終了した6ヶ月間のビジネス純利益は、2009年6月30日に終了した6ヶ月間の4,516百万ユーロから8.6％増

（為替レート変動の影響を除外すると10％増）の4,905百万ユーロであった。

  2010年度上半期の1株当たりビジネス利益は、2009年度同期の3.46ユーロから8.7％増（為替レート変動の影響を除外すると

10.1％増）の3.76ユーロであった。これは、平均社外流通株式数に基づき算出されている。
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連結キャッシュ・フロー計算書

 

（要約）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万ユーロ）

 
2010年6月30日

までの6ヶ月間

2009年6月30日

までの6ヶ月間

営業活動から生じた／（に使用された）キャッシュ純額 4,220 4,378 

投資活動から生じた／（に使用された）キャッシュ純額 (2,094) (2,637)

財務活動から生じた／（に使用された）キャッシュ純額 (3,722) 228 

為替レート変動による現金および現金同等物への影響額 125 19 

現金および現金同等物の純変動額 (1,471) 1,988 

 

　2009年度上半期の営業活動から生じたキャッシュ純額は4,378百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期では4,220百

万ユーロであった。

　2010年度上半期における運転資本変動考慮前の営業キャッシュ・フローは、2009年度上半期の5,365百万ユーロに対して、

5,479百万ユーロであった。これは、当上半期における堅調な業績を反映したものである。

　2009年度上半期では運転資本ニーズが987百万ユーロ増となったのに対して、2010年度上半期では1,259百万ユーロ増となっ

た。かかる増加は、主に、2009年度では引当金として認識されていた再構築費用の495百万ユーロを支払ったことに起因する。

　2009年度上半期の投資活動に使用されたキャッシュ純額が2,637百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期では2,094

百万ユーロであった。

　2009年度上半期の有形固定資産および無形資産の取得額は824百万ユーロであったのに対して、2010年度上半期は742百万

ユーロであった。これらは主に、産業施設および研究所への投資（459百万ユーロ）ならびにライセンス契約に基づく無体財産

権の契約上の支払金（156百万ユーロ）によるものであった（「第3　6　研究開発活動」を参照）。

　2010年度上半期における投資としての買収（取得現金額控除後）は総額1,398百万ユーロに上った。これらの買収企業（当社

の引受けた負債および義務を含む。）の価値は、総額2,100百万ユーロとされ、その主な投資先は、チャテム社（1,640百万ユー

ロ）、バイオトン・ヴォストック社（Bioton Vostok）、フォヴィア社（Fovea）およびバイパー社（BiPar）に対する持分であ

る。2009年度上半期における投資としての買収は1,828百万ユーロに上り、その主なものはゼンティバ社、メドレー社、ケンド

リック社およびバイパー社に対する持分であった。

　処分益（税引後）は75百万ユーロに上り、これは主に、ノヴェキセル社に対する持分の売却（47百万ユーロ）によるものであ

る。2009年度上半期の処分益（税引後）は28百万ユーロで、主に無形資産および金融資産の処分により生じたものである。

　2009年度上半期の財務活動により流入したキャッシュ純額は228百万ユーロであったが、2010年度上半期においては、財務活

動により流出したキャッシュ純額として3,722百万ユーロが計上された。2010年度上半期に流出したキャッシュ純額には、当社

の配当支払額（2009年度上半期は2,872百万ユーロであったのに対して2010年度上半期は3,131百万ユーロ）、借入返済純額

（長期債務および短期債務の純変動額）の237百万ユーロが含まれており、2009年度上半期のキャッシュ純額には、新たな契約

による3,102百万ユーロの純借入額が含まれている。2010年度上半期に流出したキャッシュ純額には、当社の自社株6百万株の

買戻し金額321百万ユーロが含まれている。

　外国為替相場の影響を考慮すると、2010年度上半期における現金および現金同等物の純変動額は、2009年度上半期の1,988百

万ユーロ増に対して、1,471百万ユーロ減であった。

 

連結貸借対照表

　2010年6月30日現在における貸借対照表上の資産合計額（86,245百万ユーロ）は、2009年12月31日現在の資産合計額（80,049

百万ユーロ）から6,196百万ユーロ増加した。

　当社の借入債務（現金および現金同等物控除後）は、2009年12月31日現在では41億ユーロであったのに対して、2010年6月30

日現在では62億ユーロであった。当社において借入債務（現金および現金同等物控除後）とは、短期借入債務、長期借入債務、

関連金利および為替デリバティブの合計から現金および現金同等物を控除したものと定義する。
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　ギアリング・レシオ（株主持分合計に対する借入債務（現金および現金同等物控除後）の割合）は8.5％から11.7％へと上

昇した。2010年6月30日現在および2009年12月31日現在の当社の種類別、満期別、金利別および通貨別の借入債務に関する分析

内容は、要約中間連結財務書類注記B.9.を参照。

　2010年6月30日現在での親会社たるサノフィ・アベンティスによる資金調達は、財務比率に関する契約条項の対象となってお

らず、また当社の信用格付にクレジット・スプレッドまたは手数料を連動させる条項も含んでいない。

　その他の貸借対照表上の項目の主たる動向の概要は以下のとおりである。

　2010年6月30日現在の株主持分合計は、2009年12月31日の株主持分合計が48,446百万ユーロであったのに対して、52,573百万

ユーロであった。かかる純増は、以下の要因を反映していた。

・増加要因：2010年度上半期の純利益（3,568百万ユーロ）、他の通貨に対するユーロ安から生じた累積為替差

額の純変動額（4,671百万ユーロ。主に対米ドルのユーロ安）

・減少要因：株主に対する支払額（2009年の収益を用いた3,131百万ユーロに上る当社の配当支払額）

　2010年6月30日現在、サノフィ・アベンティスは、自己株式6.1百万株を所有しており（株式資本の0.5％に相当）、株主持分か

ら控除されるものとして計上された。

　のれんおよび無形資産は、2009年12月31日から4,073百万ユーロ増の合計47,553百万ユーロに上ったが、それは主に以下の要

因による。

・増加要因：企業買収（のれんは1,023百万ユーロ、無形資産は1,165百万ユーロ）

・減少要因：2010年度上半期に計上される償却費および減損費（1,933百万ユーロ）

・プラス要因：他の通貨建て資産のユーロ換算額（影響額は3,637百万ユーロ（純額）。対米ドルの3,054百万

ユーロを含む。）

　引当金およびその他の非流動負債は、983百万ユーロ増の9,294百万ユーロとなったが、これは主に、年金引当金その他の長期

給付金が667百万ユーロ純増したこと、再構築引当金が87百万ユーロ増加したこと、そしてそれほどではないものの2010年度上

半期に買収した企業（主にチャテム社）の連結を開始した影響によるものである。

　繰延税金負債（純額）は、ほぼ変動なしの1,987百万ユーロであった。これは、取得した無形資産の償却・減損に関する繰延税

金負債の戻入による633百万ユーロ減を反映しており、買収した企業（主にチャテム社）の連結開始による増額（286百万ユー

ロ）、およびユーロに対する他国通貨高（229百万ユーロ）によって一部相殺された。

　その他の流動負債は、主に再構築引当金の使用によって401百万ユーロ減の5,044百万ユーロとなった。

　売却または交換目的保有資産（関連する負債控除後）は、5,857百万ユーロであり、主に、IFRS第5号に従って別項目で計上し

ているメリアル社の純資産から構成される（要約中間連結財務書類注記B.7.を参照）。

 

2　【生産、受注および販売の状況】

 

　上記「第３　1　業績等の概要」参照。

 

3　【対処すべき課題】

 

当社製品の防御

　当社は、当社製品に対する権利侵害のおそれが生じた場合には、その権利保護のために積極的に防御し続ける。

 

　・2010年4月、当社は、（連邦取引委員会、米国司法省およびミシガン州司法長官の承認を条件として）テバ・ファーマスー

ティカルズ・ユーエスエー・インク社（Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）、フレセニウス・カビ社（Fresenius Kabi）(元

Dabur)、サンドス社（Sandoz）、マイン・ホスピラ（Mayne/Hospira）、MN/Parおよびアクタヴィス社（Actavis）との間で、米

国におけるエロキサチン（オキサリプラチン）のジェネリック医薬品の一部に関連する特許侵害訴訟の和解契約を締結した

ことを発表した。当該契約上、ジェネリック医薬品メーカーは、2010年6月30日から2012年8月9日までの間、オキサリプラチン系

の未認可のジェネリック医薬品の販売を停止する。それ以降、ジェネリック医薬品メーカーは、（関連する特許権の有効期限切

れの到来前に）ライセンス契約に基づきオキサリプラチン系のジェネリック医薬品を販売することが認められる。2010年4月

の裁判所の判断に基づき、サン・ファーマスーティカルズ社（Sun Pharmaceuticals）にも同様の義務が課される。

　・2010年6月、ニュージャージー州地区米国地方裁判所は、サノフィ・アベンティスUSおよびアルバニー・モレキュラー・リ

サーチ・インク社（Albany Molecular Research Inc）の訴えにより、アレグラD
®
24時間（Allegra-D

®
 24-Hour）（塩酸フェ

キソフェナジン）の未認可ジェネリック医薬品の商業販売について、本案判決までの間、仮の差止命令をドクター・レディー

ス・ラボラトリーズ社（Dr. Reddy's Laboratories）に対して下した。
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　・2010年7月23日、当社は、FDAがエノキサパリンのジェネリック医薬品の簡略化新薬申請（「ANDA」）を承認したことを知っ

た。かかるANDAの承認の結果、2010年度上半期におけるロベノックスの米国売上高（951百万ユーロ）は、今後の売上高の指標

とはみなされるべきでない。当社はFDAの当該承認の根拠について異議を唱え、FDAによる当該承認を覆すことを求めて、FDAを

相手方として提訴した。

 

4　【事業等のリスク】

 

　サノフィ・アベンティスが曝されているリスク要因は、2010年6月29日に関東財務局長宛に提出された2009年度の有価証券報

告書に記載されている。当該リスクは、2010年度下半期またはそれ以降において具現化する可能性がある。特定のリスクに関す

る最新情報については、「第3 事業の状況、3 対処すべき課題」、「第3 事業の状況、6 研究開発活動」、および、中間連結財務

書類に対する注記B.14.の各項目を参照のこと。

 

5　【経営上の重要な契約等】

 

　本書に記載されるものを除き、2010年度上半期において当社の経営上の重要な契約等は存在しない。
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6　【研究開発活動】

 

1.　医薬品事業

 

1.1　販売申請および新製品の発売

　2010年度上半期の主要な出来事として挙げられるのは、2010年6月17日に米国においてジェブタナ（Jevtana
®
）（カバジタキ

セル）の販売が承認されたことである。TROPICフェーズIII臨床試験の結果（下記「1.2　研究開発」の項を参照）に基づき、

FDAは、ドセタキセル含有化学療法を既に受けている転移性耐ホルモン性前立腺癌の患者向けに、プレドニゾンとの併用でジェ

ブタナの注射剤を承認した。

　2009年11月、FDAはジェブタナを優先審査対象とした。2010年3月にローリング・ベースの新薬申請の提出が完了し、2010年4月

には優先承認審査制度の適用が認められた。2010年7月19日にジェブタナ注射剤が米国で販売開始された。現在、欧州医薬品審

査庁（「EMA」）を含むその他の規制当局によってジェブタナの承認申請の審査が継続中である。

　当上半期におけるその他の重大な事由は、以下のとおり。

　・2010年3月24日、欧州委員会は、二重抗血小板複合錠剤（クロピドグレル75mgとアセチルサリチル酸100mgまたは75mg）の

DuoPlavin
®
およびDuoCover

®
の販売を承認した。かかる混合剤は、クロピドグレルおよびアセチルサリチル酸を既に服用して

いる成人患者のアテローム血栓症事象の予防薬として適応される。

　・2010年3月30日、英国およびウェールズの英国国立医療技術評価機構（National Institute for Health and Clinical

Excellence (NICE)）は、ムルタック（Multaq
®
）（ドロネダロン）に関する評価諮問文書（appraisal consultation

document）を新たに発表し、同書の中で、心房細動患者の症状の管理のために当該製品を推奨することを表明した。同日以降、

ムルタックの英国における販売が開始された。

　・2010年3月末、当社は、現時点では処方薬としてのみ認められている抗ヒスタミン剤のアレグラ（Allegra
®
）（フェキソ

フェナジン）を、米国においてOTC医薬品として再分類することをFDAに対して申請した。

　・2010年5月、リンパ節転移のない早期乳癌のアジュバント療法としてタキソテール（Taxotere
®
）の販売が欧州で承認され

た。2010年3月、米国においてタキソテールについて小児向け優遇措置が認められた。

 

1.2　研究開発

　2010年度上半期において、社内での開発ならびに複数の提携および買収によって当社の研究開発ポートフォリオはさらに進

化した。

　・次の7つのプロジェクトがフェーズIIの臨床試験段階へと進んだ：子宮内膜癌および乳癌治療用の経口型P13K阻害剤であ

るXL147、鬱病治療用のCRF1拮抗薬であるSSR 125543、間接リウマチ治療および強直性脊椎炎治療用の抗IL-6Rモノクローナル

抗体であるSAR 153191、網膜静脈閉塞症にに誘発された黄斑浮腫治療用として評価される血漿カリクレイン阻害剤である

FOV2302、糖尿病性黄斑浮腫治療用のブラジキニンB1拮抗薬であるFOV2304、2型糖尿病治療用の経口型GPR-119受容体作用薬で

あるMBX-2982、乳癌治療用の抗ErbB3モノクローナル抗体であるSAR256212(MM-121)。

　・5つの製品がフェーズIの臨床試験段階へと進んだ：変形性関節炎治療用のIKK-βキナーゼ阻害剤であるSAR 113945、血液

性の悪性腫瘍治療用の抗CD38モノクローナル抗体であるSAR 650984、伝染病の予防および治療用のモノクローナル抗体である

SAR 279356、急性虚血性脳卒中治療用のトロンビン活性化線溶阻害剤であるSAR 104772、慢性痛治療用のバニロイド受容体拮

抗薬であるGRC 15300/SAR 292833である。また、SAR 97276（マラリア治療薬）プロジェクトについては、治療指数をさらに評

価するためにフェーズIIからフェーズIへと戻された。

　・フェーズIIの臨床段階にあった次の3つのプロジェクトが中止された：多発性硬化症患者の歩行能力改善向けの

nerispirdine、大鬱病治療用のSSR 411298、および糖尿病治療用の超長時間作用型インスリンSAR 161271である。

　2つの大規模な試験が開始された。これは、重大な心血管事象を減少させるムルタック（ドロネダロン）の臨床効能を評価す

るために、10,000名以上の恒久性心房細動患者を治験者としたPALLASフェーズIIIb多国籍無作為二重盲検試験、および（2009

年に当社が買収した）バイパー・サイエンシス社が開発した肺癌治療用のPARP-1阻害剤であるBSI-201を評価するフェーズ

III試験である。

　今後の結果が期待される2つのフェーズIII試験について治験者登録が完了した。すなわち、転移性トリプルネガティブ乳癌治

療用のBSI-201を評価する臨床試験、および結腸直腸癌の第二選択薬としてafliberceptを評価するVELOUR試験である。
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　複数の臨床試験では、以下のとおり良好な結果が報告された。

　・2010年3月4日、無作為で実施されたTROPICフェーズIII試験（治験者数：755名）の結果が公表され、カバジタキセルとプレ

ドニゾン／プレドニゾロンの化合物は、ミトキサントロンおよびプレドニゾン／プレドニゾロンの化合物による化学療法と比

較した場合に、従前のドセタキセルをベースとした化学療法にもかかわらず症状が進行した転移性（進行性）ホルモン耐性前

立腺癌患者の全生存率および無進行生存率を大幅に改善させた。2010年5月27日にさらに更新された当該試験結果では、カバジ

タキセルおよびプレドニゾン／プレドニゾロンの化合物は死亡リスクを30％低減させ、また、全生存期間の中央値については、

カバジタキセル化合物治療群の場合15.1ヶ月であったのに対してミトキサントロン化合物治療群の場合は12.7ヶ月であり、臨

床上有意な改善を達成した。

　・2010年4月15日、当社は、GetGoalフェーズIII臨床試験プログラムにおける最初のプラセボ群試験において、1日1回注射型

GLP-1作用薬であるlixisenatide（AVE0010）が、プラセボと比してHbA1cを大いに減少させ、より多くの患者にHbA1cの目標値

を達成させ、2型糖尿病の成人患者の血糖管理を改善させたと発表した。12週間に及んだ臨床試験には、361名の2型糖尿病患者

が含まれていた。

　・2010年6月5日、当社は、再発性多発性硬化症（「RMS」）治療用の疾患変調因子の経口型新薬であるテリフルノミドに関す

るフェーズII試験結果（1年間分の新データ）を発表した。その結果では、RMSの標準療法であるβインターフェロン（IFN-

β）治療を受けている患者に経口プラセボを服用させた場合と、7mgまたは14mgのテリフルノミドを服用させた場合とを比較

した場合、テリフルノミドを服用した方が予後の改善が見られ、また、従前の単剤療法に関するフェーズII試験の結果データか

らの一貫した安全性が証明された。

 

1.3　提携

　・2010年2月、当社は、フランス・ライフサイエンスおよびヘルスケア連盟（「AVIESAN」）との間で、研究パートナーシップ

契約を締結した。かかる連盟は、フランス原子力庁（「CEA」）、国立科学研究センター（「CNRS」）、国立農業研究機関

（「INRA」）、コンピューター科学制御国立研究所（「INRIA」）、国立保健医療研究局（「Inserm」）、パスツール研究所、開

発研究所（「IRD」）、学長会議および地域病院長・大学病院長会議から構成される。当社は、CNRSおよびInsermが主導する

「ATIP AVENIR」プログラムの支援のための企業スポンサー契約を締結した。当該プログラムは、フランスで自らの研究所の設

立を目指す若い研究者達を支援するものである。当社は、かかるパートナーシップに対して今後5年間において最大50百万ユー

ロを拠出することに同意した。

　・2010年3月31日、当社は、アガマトリックス社（AgaMatrix）との間で、血糖値モニタリング装置に関する世界規模の開発・

販売・マーケティング契約を締結した。当該契約に基づき、提携から派生する製品は、当社およびアガマトリックス社が共同開

発し、当社が独占的に商品化を行う。

　・2010年4月5日、当社は、ワーナー・チルコット・インク社（Warner Chilcott）（「ワーナー・チルコット社」）との間で

締結していた、米国およびプエルトリコにおけるアクトネル（Actonel
®
）（リセドロン酸ナトリウム）錠剤に関するグローバ

ル提携契約を修正した。修正された契約に基づいて、ワーナー・チルコット社は、米国およびプエルトリコにおけるアクトネル

の商品化および管理（販売、マーケティング、流通および現地の研究開発に関する決定を含む。）に関する責任を単独で負うこ

とになる。グローバル提携契約のその他の条項は一切変更されていない。当該修正の結果、当社は、グローバル提携契約の期間

満了日である2014年12月31日まで、米国およびプエルトリコの当該製品の純売上高に対する一定割合に基づき、ワーナー・チ

ルコット社からロイヤリティを受領する。

　・2010年4月8日、当社は、キュアDM・グループ・ホールディングス・エルエルシー社（CureDM Group Holdings, LLC）

（「キュアDM社」）との間で、1型糖尿病および2型糖尿病患者のインスリンその他の膵臓ホルモン分泌能力を回復させる新し

いヒト用ペプチドであるPancreate
TM
に関するグローバル・ライセンス契約を締結した。当該契約上、当社は、Pancreate

TM
およ

び関連化合物を世界各地で開発、製造、販売する独占的ライセンスを取得した。キュアDM社は、前払金を受領しており、また開発

上、規制上および商品化上の目標達成報奨金も受領する。かかる支払合計額は335百万ドルに達する可能性がある。キュアDM社

は、全世界の製品売上高に対する段階的なロイヤリティを受領する権利も有する。
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　・2010年5月3日、当社は、グレンマーク・ファーマスーティカルズ・リミテッド・インディア（Glenmark Pharmaceuticals

Limited India）（「GPL」）の完全子会社であるグレンマーク・ファーマスーティカルズ・エスエー社（Glenmark

Pharmaceuticals S.A.）（「グレンマーク社」）との間で、慢性痛治療用の新薬の開発・商品化を企図するライセンス契約を

締結した。当該契約上、グレンマーク社は、前払金を受領しており、また開発上、規制上、商品化上の目標達成報奨金も受領する。

当該支払金合計額は325百万ドルに達する可能性がある。グレンマーク社は、ライセンスに基づき販売された製品について段階

的なロイヤリティを受領する権利も有する。グレンマーク社が米国および東欧の5ヶ国において共同で販促を行う権利を有す

ることを条件に、当社は、北米、EUおよび日本における独占的商品化権を有する。当社は、ブラジル、ロシア、中国を含むその他

10ヶ国で当該製品を共同で独占的に商品化する権利を有している。グレンマーク社は、インドおよび残りの世界各国での独占

的な商品化権を有している。

　・2010年5月26日、当社は、マサチューセッツ工科大学（「MIT」）のバイオメディカル・イノベーション・センターとの間で

戦略的提携契約を締結し、これはサノフィ・アベンティス・バイオメディカル・イノベーション・プログラム（「SABIP」）

と称される。かかる新しい提携に基づき、SABIPは、資金の授与を通じて多くの生物医学上の革新活動を支援する。

　・2010年5月31日、当社は、革新的新薬および治療法の研究開発を目的としてCharité Universitätsmedizin Berlinメディカ

ルスクールとの間で提携契約を締結した。

　・2010年6月初旬、当社は、米国の生物医薬品メーカーであるアセンタ・セラピューティックス社（Ascenta Therapeutics）

（「アセンタ社」）との間で、腫瘍細胞のアポトーシス（細胞死）を復元する可能性のある複数の化合物に関する独占的な全

世界的な提携およびライセンスに関する契約を締結した。当該契約に基づき、当社は、当該プログラムから派生するすべての化

合物を全世界で開発、製造、商品化する独占的ライセンスを取得した。アセンタ社は、当該契約に基づく前払金を受領しており、

また開発上、規制上および商品化上の目標達成報奨金を受領する。当該支払合計額は398百万ドルに達する可能性がある。アセ

ンタ社は、世界各地における製品の売上高に対する段階的ロイヤリティを受領する権利も有する。

　・2010年6月22日、当社は、米国企業のアルナイラム・ファーマスーティカルズ社（Alnylam Pharmaceuticals）およびアイシ

ス・ファーマスーティカルズ社（Isis Pharmaceuticals）の合弁会社であるレグラス・セラピューティックス・インク社

（Regulus Therapeutics, Inc.）（「レグラス社」）との間で、当初は線維症の分野において、新しいミクロRNA（リボ核酸）

療法の発見、開発および商品化に関する戦略的提携を行うことに合意した。当該提携上、当社およびレグラス社は、4つの異なる

ミクロRNAターゲットを特定し、その中から新化合物を発見して臨床開発段階の手前まで開発する予定である。また、当社は、当

初特定した4つのミクロRNA以外のミクロRNAターゲットから化合物を開発および商品化するために、当該技術を駆使できるオ

プションを有する。レグラス社は、25百万ドルに上る前払金を受領した。また当社は、企業価値評価について相互に合意するこ

とを条件に、レグラス社に対して10百万ドルの株式投資を行うことも約定した。当該提携に基づく支払合計額は、前払金、株式

投資、研究費用ならびに前臨床段階および臨床段階の開発や商品化に関連して発生しうる全ての目標達成報奨金を考慮した場

合、750百万ドルを超過する可能性がある。

　・2010年6月25日、当社は、メタボレックス社（Metabolex）との間で、2型糖尿病治療用の経口型GPR-119受容体作用薬である

MBX-2982に関する独占的グローバル・ライセンス契約を締結した。当該契約に基づき、当社は、MBX-2982（現在フェーズIIa段

階）および関連する化合物を全世界で開発、製造および商品化する独占的なライセンスを取得する。メタボレックス社は、前払

金を受領するものとし、また開発上、規制上および特定の商品化上の目標達成報奨金を受領する。かかる支払合計額は375百万

ドルに達する可能性がある。メタボレックス社は、世界各地における製品の売上高に対するロイヤリティを受領する権利も有

する。

 

2．　ヒト用ワクチン

 

2.1　販売承認申請および新ワクチンの発売

　・2010年2月、A型（H1N1）インフルエンザ用のアジュバント一価インフルエンザ・ワクチンであるヒュメンザ（Humenza
®
）

について、EMAの科学専門委員会である医薬品委員会（CHMP: Committee for Medical Products for Human Use）

（「CHMP」）から肯定的な見解が発せられた。CHMPは、2009年のA型（H1N1）インフルエンザの発症予防のために生後6ヶ月以

上の人を対象とした能動免疫化のために、EU諸国においてヒュメンザの販売承認をすることを勧告した。

　・2010年4月および2010年6月にそれぞれ、皮内投与インフルエンザ・ワクチンのフルゾーンID（Fluzone
®
 ID）および乳児・

幼児向けメナクトラ（Menactra
®
 Infant Toddler）の販売承認申請が米国で提出された。

　またFDAは、現在フェーズII臨床試験段階にあるデング熱ワクチンを優先承認審査品目に指定した。
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2.2　提携

　・2010年1月11日、サノフィ・パスツールは、米国を拠点とする非公開バイオテクノロジー会社であるカロバイオス・ファー

マスーティカルズ・インク社（KaloBios Pharmaceuticals, Inc.）（「カロバイオス社」）との間で、緑膿菌（「Pa」）治療

および感染予防用のHumaneered
TM
抗体フラグメントの開発に関する契約を締結した。当該契約上、サノフィ・パスツールは、Pa

感染に関係する全ての疾患適応に対するカロバイオス社の技術について、世界中の権利を取得した。ただし、嚢胞性線維症およ

び気管支拡張症に関する権利は除外されるものとし、これらについては、サノフィ・パスツールは後日取得できるオプション

を有している。

　・2010年4月12日、サノフィ・パスツールは、米国海軍医学研究センターとの間で、発展途上国において毎年400,000名近くの

子供達の命を奪っており、また渡航者および海外に派遣された軍事関係者の伝染性の胃腸炎発症の主な原因であるエンテロト

キシン産生大腸菌（「ETEC」）に対する新細菌ワクチンの開発に関する戦略的パートナーシップ契約を締結した。

　・2010年6月8日、サノフィ・パスツールは、ヴィヴァリス社（Vivalis）との間で、数種類の伝染病治療用の完全ヒト用モノク

ローナル抗体の発見および開発に関する商業ライセンスおよび提携に関する契約を締結した。当該契約上、サノフィ・パス

ツールおよびその子会社は、臨床学的に重大な伝染病をターゲットとする完全ヒト用モノクローナル抗体の発見のためにヴィ

ヴァリス社のプラットフォームを独占的に使用する権利を取得するだけでなく、発見された抗体に対して全世界で独占的に開

発および商品化する権利を取得する。ヴィヴァリス社は、3百万ユーロの前払金を受領しており、また今後、各伝染病適応の開発

の間、開発上の目標達成報奨金を受領できるが、その総額は35百万ユーロに達する可能性がある。サノフィ・パスツールは、さ

らに製品の売上高に係るロイヤリティを受領する権利も有する。この他、サノフィ・パスツールは、伝染病プログラムに関係す

る共同研究活動に対して資金を提供する。

 

 

7　【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

　「第2　1　主要な経営指標等の推移」を参照。

 

　・2010年4月、当社は、固定金利で満期を2014年10月10日とする既存の社債に関し、500万ユーロの追加的な発行を行い、この社

債について発行総額を12億ユーロとした。
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第４ 【設備の状況】
 

1　【主要な設備の状況】

 

　2010年度上半期において、当社の主要な設備の状況に関する重要な変更はなかった。

 

2　【設備の新設、除却等の計画】

 

　2010年3月31日、当社は、フランス所在の化学およびバイオテクノロジー産業施設への投資および改造を実施する計画を公表

した。当社は、2014年までに、当社のフランス国内の産業施設を主にバイオテクノロジーおよびワクチン生産用へと移行させる

ことを目指している。当社は、フランスの産業施設に150百万ユーロを投じることを発表したが、これにはサン・トーバン・レ

・エルブフおよびヴェルトレイユに位置する当社の敷地に革新的な生合成工程を設置するための90百万ユーロが含まれてい

る。

 

　2010年度上半期において、上記以外の重要な計画の決定は行われなかった。
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第５ 【提出会社の状況】
 

1　【株式等の状況】

　(1)　【株式の総数等】

　　①　【株式の総数】

(2010年6月30日現在)

 授 権 株 式 数 発行済株式総数 未発行株式数

普通株式 注 記 参 照 1,310,823,566株 注 記 参 照

 

注記：フランス法上、日本で用いられているような意味での授権株式の概念は存在しないものの、株主総会は取締役に対

して新株ないし持分証券を発行する権限を一定の金額と期間の範囲内で与えることができる。当社の場合、2010年

6月30日現在で未発行の授権株式数は、739百万株に上る。

注記：当社のストックオプションの行使によって発行される予定の株式については、要約中間連結財務書類注記B.8.5.を

参照。

 

　　②　【発行済株式】

(2010年6月30日現在)

記名・無記名の別
および額面・無額面の別

種類 発行数
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取

引業協会名
内容

記名式／無記名式
額面2.00ユーロ

普通株式 1,310,823,566株
パリ証券取引所
ニューヨーク証券取引
所(預託株式)

普通株式
（完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限定
のない標準となる株式

である。）

 

　(2)　【発行済株式総数及び資本金の状況】＊

 

日　　付 発行済株式総数残高(株)
資本金残高
(百万ユーロ)

摘　　　要

2009年12月31日現在 1,318,479,052
2,637

（281,921,670,000円）
---

当半期中における増減 （7,655,486）
（15）

(1,603,650,000円)
自己株式の消却による減資

2010年6月30日現在 1,310,823,566
2,622

（280,318,020,000円）
---

 

＊　登録資本金に基づいている。

 

注記：2010年6月30日現在の当社のストックオプションの残高等については、中間連結財務書類注記B.8.5.を参照。
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 (3)　【大株主の状況】

　下表は、2010年6月30日現在における、当社の株式の保有割合を表したものである。

　当社が最善知る限り、かつ以下で開示するような通知の受領に基づけば、以下で開示するもの以外に当社の株式資本または議決

権の保有割合が5.0%超である株主は存在しない。

(2010年6月30日現在)

会社名 株式数
株式数に
対する割合

実際の

議決権数
(2)

実際の議決権
数に対する
割合

公表された

議決権数
(3)

公表された
議決権数に
対する割合

トータル 74,817,8775.71%146,824,8909.66%146,824,8909.62%

ロレアル 118,227,3079.02%236,454,61415.56%236,454,61415.50%

その他のパブリック 1,093,407,69883.41%1,101,672,80072.49%1,101,672,80072.20%

当社または子会社 6,065,6840.46% - - 6,065,6840.40%

(うち当社の保有) 6,065,6840.46% - - - -

従業員
(1) 18,305,0001.40%34,727,5002.29%34,727,5002.28%

合計 1,310,823,566100.0%1,519,679,804100.0%1,525,745,488100.0%

 

(1)　当社の従業員貯蓄制度を通じて保有する株式。

(2)　2010年6月30日現在の議決権総数に基づいている。

(3)  金融市場庁による一般規則(Règlement general de l’ Autorité des marches financiers)第223-16条に従って（即ち、

自己株式数を考慮して）公表された2010年6月30日現在の議決権総数に基づいている。

 

2　【株価の推移】

 

以下の表は、パリ証券取引所における当社の株式の最高価格および最低価格を示している。

(単位：ユーロ)

2010年度中
最近6箇月間の

月別最高・最低株価

月　別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最　高
58.9

(6,297円)
54.88
(5,867円)

57.45
(6,142円)

55.85
(5,971円)

52.34
(5,596円)

51.69
(5,526円)

最　低
52.18
(5,579円)

51.68
(5,525円)

54.02
(5,775円)

50.75
(5,426円)

45.21
(4,833円)

47.44
(5,072円)

 

3　【役員の状況】

 

　異動

氏名 前役職名 新役職名 異動年月日

ジャン・フランソワ・ドュエッ
ク(Jean-François Dehecq) 取締役会会長

サノフィ・アベンティス名誉
会長兼サノフィ・エスポワー
ル・コーポレート・ファン

デーション社長

2010年5月17日

 

　退任

氏名 役職名 退任年月日

パトリック・ドゥ・ラ・シェヴァディレ

(Patrick de la Chevardière)
取締役 2010年7月28日

ジャン・マルク・ブリュエル

(Jean-Marc Bruel)
取締役 2010年5月17日
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第６ 【経理の状況】

ａ．本書記載のサノフィ・アベンティスおよび子会社（以下「当グループ」という。）の邦文の中間財務書類(以下

「邦文の中間財務書類」という。)は、国際会計基準審議会（IASB）が公表し、2010年６月30日現在において欧州連

合が採択したIFRS（国際財務報告基準）に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書

類」という。)の翻訳に、以下に掲げる(ⅰ)および(ⅱ)の事項を反映したものである。原文の中間財務書類は、アメ

リカ合衆国証券取引委員会に対して2010年７月30日付で提出された様式６-Ｋに要約中間連結財務書類として掲

載された財務書類と同じものである。当グループの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号（最終改正：平成21年内閣府令第73号）。

以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第２項の規定が適用されている。

(ⅰ) 原文の中間財務書類には、2009年６月30日現在の要約連結貸借対照表は含まれていない。日本における半期

報告書の様式に準拠するため、邦文の中間財務書類にはこの原文の財務書類の翻訳が含まれている。

(ⅱ) 邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中のユーロ表示の金額のうち

主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2010年８月31日の株式会社三菱東京UFJ

銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１ユーロ＝106.91円の為替レートが使用されている。

なお、中間財務諸表等規則に基づき、IFRSと日本との会計処理の原則および手続ならびに表示方法の主要な相違

については、第６の「３ IFRSと日本の会計原則との相違」に記載されている。

円換算額および第６の「２ その他」および「３ IFRSと日本の会計原則との相違」の事項は原文の中間財務書

類には記載されていない。

 

ｂ. 原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号（最終改正：平成19年法律第

99号）)第１条の３第７項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第

25号（最終改正：平成22年法律第32号）)第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認め

られる証明を受けていない。
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１ 【中間財務書類】

要約中間連結財務書類

(1) 連結貸借対照表（無監査）

 

  2010年６月30日現在2009年６月30日現在2009年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

資産        

有形固定資産 B.2 8,234 8,803 7,559 8,081 7,830 8,371

のれん B.3 33,05035,33429,47131,50729,73331,788

無形資産 B.3-B.414,50315,50515,13016,17513,74714,697

関連会社に対する投資 B.5 950 1,016 2,142 2,290 955 1,021

非流動金融資産 B.6 1,256 1,343 884 945 998 1,067

繰延税金資産 B.12 3,262 3,487 3,047 3,258 2,912 3,113

非流動資産  61,25565,48858,23362,25756,17560,057

棚卸資産  5,118 5,472 4,271 4,566 4,444 4,751

売掛金  6,986 7,469 5,869 6,275 6,015 6,431

その他の流動資産  1,983 2,120 1,949 2,084 2,104 2,249

流動金融資産  181 194 189 202 277 296

現金および現金同等物 B.9 3,221 3,444 6,214 6,643 4,692 5,016

流動資産  17,48918,69718,49219,77017,53218,743

売却または交換目的保有資産 B.7 7,501 8,019 33 35 6,342 6,780

資産合計  86,24592,20576,75882,06280,04985,580

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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  2010年６月30日現在2009年６月30日現在2009年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

負債および資本        

サノフィ・アベンティス

株主持分
 52,41756,03944,62147,70448,18851,518

非支配持分  156 167 163 174 258 276

資本合計 B.8 52,57356,20644,78447,87948,44651,794

長期借入債務 B.9 7,060 7,5486,983 7,466 5,961 6,373

引当金およびその他の非流動

負債
B.11 9,294 9,9368,658 9,256 8,311 8,885

繰延税金負債 B.12 5,249 5,6125,546 5,929 4,933 5,274

非流動負債  21,60323,09621,18722,65119,20520,532

買掛金  2,874 3,0732,733 2,922 2,654 2,837

その他の流動負債  5,044 5,3935,112 5,465 5,445 5,821

短期借入債務 B.9 2,507 2,6802,936 3,139 2,866 3,064

流動負債  10,42511,14510,78111,52610,96511,723

売却または交換目的保有資産
に関連する負債

B.7 1,644 1,758 6 6 1,433 1,532

負債および資本合計  86,24592,20576,75882,06280,04985,580

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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(2) 連結損益計算書（無監査）

 

  
2010年６月30日までの

６ヶ月間
2009年６月30日までの

６ヶ月間
2009年12月31日終了年度

 注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

純売上高  15,16816,216 14,54515,550 29,30631,331 

その他の収益  798 853 703 752 1,4431,543 

売上原価  (4,105)(4,389)(3,619)(3,869)(7,880)(8,425)

売上総利益  11,86112,681 11,62912,433 22,86924,449 

研究開発費  (2,190)(2,341)(2,260)(2,416)(4,583)(4,900)

販売費および一般管理費  (3,659)(3,912)(3,627)(3,878)(7,325)(7,831)

その他の営業収益  236 252 450 481 866 926 

その他の営業費用  (140) (150) (170) (182) (481) (514)

無形資産償却費  (1,802)(1,927)(1,805)(1,930)(3,528)(3,772)

営業利益（再構築費用、有形固
定資産および無形資産の減損、
ならびに処分損益および訴訟
計上前）

 4,3064,604 4,2174,508 7,8188,358 

再構築費用 B.15 (190) (203) (907) (970)(1,080)(1,155)

有形固定資産および無形資産の
減損

B.4 (108) (115) (28) (30) (372) (398)

処分損益および訴訟  ― ― ― ― ― ―

営業利益  4,0084,285 3,2823,509 6,3666,806 

金融費用 B.16 (214) (229) (151) (161) (324) (346)

金融収益 B.16 74 79 37 40 24 26 

法人所得税および関連会社損益
持分計上前中間／当期利益

 3,8684,135 3,1683,387 6,0666,485 

法人所得税費用 B.17 (974)(1,041)(795) (850)(1,364)(1,458)

関連会社利益／損失持分  476 509 394 421 814 870 

中間／当期純利益（交換目的保

有のメリアル社事業
(1)
を除

く）

 3,3703,603 2,7672,958 5,5165,897 

交換目的保有のメリアル社事業

からの純利益
(1) B.7 198 212 102 109 175 187 

中間／当期純利益  3,5683,815 2,8693,067 5,6916,084 

非支配持分に帰属する純利益  147 157 232 248 426 455 

サノフィ・アベンティス株主に
帰属する純利益

 3,4213,657 2,6372,819 5,2655,629 

     

平均社外流通株式数（百万株） B.8.6 1,305.8 1,305.5 1,305.9

希薄化後平均社外流通株式数
（百万株）

B.8.6 1,309.3 1,306.5 1,307.4

        

－基本的１株当たり中間／当期
利益

 2.62ユーロ280.10円2.02ユーロ215.96円4.03ユーロ430.85円

－希薄化後１株当たり中間／当
期利益

 2.61ユーロ279.04円2.02ユーロ215.96円4.03ユーロ430.85円
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(1)IFRS第５号（売却目的で保有する非流動資産および非継続事業）に従って、区分して報告されている。IFRS第５号に基づいて

要求されるその他の開示については、注記B.7を参照のこと。

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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(3) 連結包括利益計算書（無監査）

  
2010年６月30日までの

６ヶ月間
2009年６月30日までの

６ヶ月間
2009年12月31日終了年度

  百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

中間／当期純利益 3,5683,815 2,8693,067 5,6916,084 

資本に直接計上された

収益／（費用）：
      

・売却可能金融資産 23 25 16 17 110 118 

・キャッシュ・フロー・ヘッジ (56) (60) (140) (150) (175) (187)

・以前から保有していた株式持分の

再測定：
      

－メリアル社（50％） (5) (5) ― ― 1,2151,299 

　 －Zentiva（24.9％） ― ― 130 139 108 115 

・数理計算上の利益／（損失） (628) (671) (69) (74) (169) (181)

・為替換算調整勘定の増減 4,6714,994 (167) (179) (301) (322)

・資本に直接計上された収益および費

用に係る税効果
(1) 208 222 50 53 (241) (258)

資本に直接計上された収益／

（費用）合計
4,2134,504 (180) (192) 547 585 

中間／当期認識収益／（費用）合計 7,7818,319 2,6892,875 6,2386,669 

サノフィ・アベンティス

株主に帰属
7,6188,144 2,4572,627 5,8116,213 

非支配持分に帰属 163 174 232 248 427 457 

(1)注記B.8.7の分析参照。

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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(4) 連結所有者持分変動計算書（無監査）

 

 

 

 (単位：百万ユーロ)

 
 
 

資本金

資本
剰余金
および

利益剰余金

 
 
 

自己株式

ストック・
オプション
およびその
他の株式
報酬

資本に直接
計上された
その他の
項目(1)

 
サノフィ・
アベン
ティス
株主持分

 
 

非支配持分

 
 

資本合計

2009年１月１日現在の残高 2,631 44,819 (552) 1,581 (3,613)44,866 205 45,071

資本に直接計上された収益／

（費用）
― 63 ― ― (243) (180) ― (180)

期間純利益 ― 2,637 ― ― ― 2,637 232 2,869

期間認識収益／（費用）合計 ― 2,700 ― ― (243) 2,457 232 2,689

2008年度の利益からの配当金

（１株当たり2.20ユーロ）の

支払

― (2,872) ― ― ― (2,872) ― (2,872)

非支配持分に対する配当金お

よびその同等物の支払
― ― ― ― ― ― (313) (313)

株式報酬制度：         

・ストック・オプションの行

使
― 1 ― ― ― 1 ― 1

・ストック・オプションの行

使に関連した自己株式の売

却による収入
― ― 1 ― ― 1 ― 1

・従業員の提供サービスの

価値
― ― ― 66 ― 66 ― 66

・ストック・オプションの

行使による税効果
   ―     

取得により発生した非支配

持分
― ― ― ― ― ― 35 35

支配の喪失を伴わない、非支配

持分の変動
― ― ― ― ― ― 4 4

段階取得
(2) ― 102 ― ― ― 102 ― 102

2009年６月30日現在の残高 2,631 44,750 (551) 1,647 (3,856)44,621 163 44,784

資本に直接計上された収益／

（費用）
― 806 ― ― (80) 726 1 727

期間純利益 ― 2,628 ― ― ― 2,628 194 2,822

期間認識収益／（費用）合計 ― 3,434 ― ― (80) 3,354 195 3,549

非支配持分に対する配当金お

よびその同等物の支払
― ― ― ― ― ― (105) (105)

株式報酬制度：         

・ストック・オプションの行

使
6 133 ― ― ― 139 ― 139

・ストック・オプションの行

使に関連した自己株式の売

却による収入
― ― 25 ― ― 25 ― 25

・従業員の提供サービスの

価値
― ― ― 48 ― 48 ― 48

・ストック・オプションの

行使による税効果
― ― ― 1 ― 1 ― 1

取得により発生した非支配

持分
― ― ― ― ― ― 14 14

支配の喪失を伴わない、非支配

持分の変動
― ― ― ― ― ― (9) (9)

2009年12月31日現在の残高 2,637 48,317 (526) 1,696 (3,936)48,188 258 48,446
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 (単位：百万ユーロ)

 
 
 

資本金

資本
剰余金
および
利益剰余金

 

 
 
 

自己株式

ストック・オプ
ションおよびその
他の株式報酬

資本に直
接計上さ
れたその
他の
項目(1)

 
サノフィ
・アベン
ティス
株主持分

 
 

非支配持分

 
 

資本合計

資本に直接計上された収益／

（費用）
― (441) ― ― 4,638 4,197 16 4,213

期間純利益 ― 3,421 ― ― ― 3,421 147 3,568

期間認識収益／（費用）合計 ― 2,980 ― ― 4,638 7,618 163 7,781

2009年度の利益からの配当

金（１株当たり2.40ユー

ロ）の支払

― (3,131) ― ― ― (3,131) ― (3,131)

非支配持分に対する配当金

およびその同等物の支払
― ―  ― ― ― ― (239)(239)

株式買戻しプログラム
(3) ― ―  (321) ― ― (321) ― (321)

減資
(3) (16) (404) 420 ― ― ― ― ―

株式報酬制度：          

・ストック・オプションの

行使
1 10  ― ― ― 11 ― 11

・ストック・オプションの

行使に関連した自己株式

の売却による収入
― ―

 

56 ― ― 56 ― 56

・従業員の提供サービスの

価値
― ―  ― 58 ― 58 ― 58

・ストック・オプションの

行使による税効果
― ―  ― (1) ― (1) ― (1)

取得により発生した非支配

持分
― ―  ― ― ― ― ― ―

支配の喪失を伴わない、非支

配持分の変動
― (61)

(4)
― ― ― (61) (26) (87)

2010年６月30日現在の残高 2,62247,711 (371) 1,753 702 52,417 156 52,573
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 (単位：億円)

 
 
 

資本金

資本
剰余金
および

利益剰余金

 
 
 

自己株式

ストック・
オプション
およびその
他の株式
報酬

資本に直接
計上された
その他の
項目(1)

 
サノフィ・
アベン
ティス
株主持分

 
 

非支配持分

 
 

資本合計

2009年１月１日現在の残高 2,813 47,916 (590)1,690 (3,863)47,966 219 48,185 

資本に直接計上された収益／

（費用）
― 67 ― ― (260) (192) ― (192)

期間純利益 ― 2,819 ― ― ― 2,819 248 3,067 

期間認識収益／（費用）合計 ― 2,887 ― ― (260)2,627 248 2,875 

2008年度の利益からの配当金

（１株当たり2.20ユーロ）の

支払

― (3,070) ― ― ― (3,070) ― (3,070)

非支配持分に対する配当金お

よびその同等物の支払
― ― ― ― ― ― (335) (335)

株式報酬制度：         

・ストック・オプションの行

使
― 1 ― ― ― 1 ― 1 

・ストック・オプションの行

使に関連した自己株式の売

却による収入

― ― 1 ― ― 1 ― 1 

・従業員の提供サービスの

価値
― ― ― 71 ― 71 ― 71 

・ストック・オプションの

行使による税効果
― ― ― ― ― ― ― ―

取得により発生した非支配

持分
― ― ― ― ― ― 37 37 

支配の喪失を伴わない、非支配

持分の変動
― ― ― ― ― ― 4 4 

段階取得
(2) ― 109 ― ― ― 109 ― 109 

2009年６月30日現在の残高 2,813 47,842 (589)1,761 (4,122)47,704 174 47,879 

資本に直接計上された収益／

（費用）
― 862 ― ― (86) 776 1 777 

期間純利益 ― 2,810 ― ― ― 2,810 207 3,017 

期間認識収益／（費用）合計 ― 3,671 ― ― (86) 3,586 208 3,794 

非支配持分に対する配当金お

よびその同等物の支払
― ― ― ― ― ― (112) (112)

株式報酬制度：         

・ストック・オプションの行

使
6 142 ― ― ― 149 ― 149 

・ストック・オプションの行

使に関連した自己株式の売

却による収入

― ― 27 ― ― 27 ― 27 

・従業員の提供サービスの

価値
― ― ― 51 ― 51 ― 51 

・ストック・オプションの

行使による税効果
― ― ― 1 ― 1 ― 1 

取得により発生した非支配

持分
― ― ― ― ― ― 15 15 

支配の喪失を伴わない、非支配

持分の変動
― ― ― ― ― ― (10) (10)

2009年12月31日現在の残高 2,819 51,656 (562)1,813 (4,208)51,518 276 51,794 
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 (単位：億円)

 
 
 

資本金

資本
剰余金
および
利益剰余金

 

 
 
 

自己株式

ストック・オプ
ションおよびその
他の株式報酬

資本に直
接計上さ
れたその
他の
項目(1)

 
サノフィ
・アベン
ティス
株主持分

 
 

非支配持分

 
 

資本合計

資本に直接計上された収益／

（費用）
― (471) ― ― 4,958 4,487 17 4,504 

期間純利益 ― 3,657  ― ― ― 3,657 157 3,815 

期間認識収益／（費用）合計 ― 3,186  ― ― 4,958 8,144 174 8,319 

2009年度の利益からの配当

金（１株当たり2.40ユー

ロ）の支払

― (3,347) ― ― ― (3,347) ― (3,347)

非支配持分に対する配当金

およびその同等物の支払
― ―  ― ― ― ― (256)(256)

株式買戻しプログラム
(3) ― ―  (343) ― ― (343) ― (343)

減資
(3) (17) (432) 449 ― ― ― ― ―

株式報酬制度：          

・ストック・オプションの

行使
1 11  ― ― ― 12 ― 12 

・ストック・オプションの

行使に関連した自己株式

の売却による収入

― ―  60 ― ― 60 ― 60 

・従業員の提供サービスの

価値
― ―  ― 62 ― 62 ― 62 

・ストック・オプションの

行使による税効果
― ―  ― (1) ― (1) ― (1)

取得により発生した非支配

持分
― ―  ― ― ― ― ― ―

支配の喪失を伴わない、非支

配持分の変動
― (65) ― ― ― (65) (28) (93)

2010年６月30日現在の残高 2,803 51,008  (397) 1,874 751 56,039 167 56,206 

(1) 注記B.8.7参照。

(2) Zentivaを取得する前の利益剰余金の調整（特に、株式持分の帳簿価額に対して2007年度に認識した減損損失）。

(3) 注記B.8.2およびB.8.3参照。

(4) 主に、Aventis Pharma Limited（インド）およびZentivaに対する非支配持分の買取。

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書（無監査）

  
2010年６月30日までの

６ヶ月間
2009年６月30日までの

６ヶ月間
2009年12月31日終了年度

 注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

サノフィ・アベンティス株主に
帰属する純利益

 3,4213,657 2,637 2,819 5,2655,629 

交換目的保有のメリアル社事業
からの純利益

 (198) (212)(102) (109) (175) (187)

メリアル社から受領した配当金  73 78 63 67 179 191 

非支配持分(BMS
(1)
を除く)  10 11 13 14 21 22 

関連会社の未分配利益に対する
持分

 54 58 58 62 34 36 

有形固定資産および無形資産の
減価償却費、償却費および減損

 2,4132,580 2,271 2,428 5,0115,357 

非流動資産処分損益、税引後
(2) (81) (87) (13) (14) (25) (27)

繰延税金の純変動額  (281) (300)(587) (628)(1,169)(1,250)

引当金の純変動額  (222) (237) 574 614 161 172 

従業員給付費用（ストック・オ
プションおよびその他の株式報
酬）

 58 62 66 71 114 122 

公正価値で再測定された取得棚
卸資産の払出による影響

 22 24 19 20 27 29 

損益に認識された未実現（利
益）／損失

 210 225 366
(5) 391 (81) (87)

運転資本変動考慮前の営業
キャッシュ・フロー

 5,4795,858 5,365 5,736 9,36210,009 

棚卸資産の（増加）／減少  (416) (445)(441) (471) (489) (523)

売掛金の（増加）／減少  (298) (319)(357) (382) (429) (459)

買掛金の増加／(減少)  2 2 (237) (253) (336) (359)

その他の流動資産、流動金融資
産およびその他の流動負債の純
変動額

 (547) (585) 48 51 407 435 

営業活動から生じた／（に使

用された）キャッシュ純額
(3)  4,2204,512 4,378 4,681 8,5159,103 

有形固定資産および無形資産の
取得

B.2-B.3(742) (793)(824) (881)(1,785)(1,908)

連結会社に対する投資の取得、
取得現金控除後

B.1 (1,357)(1,451)(1,825)(1,951)(5,563)(5,947)

売却可能金融資産の取得 B.6 (41) (44) (3) (3) (5) (5)

有形固定資産、無形資産および
その他の非流動資産の売却によ

る収入、税引後
(4)

 75 80 28 30 85 91 

貸付金およびその他の非流動金
融資産の純変動額

 (29) (31) (13) (14) (19) (20)

投資活動から生じた／（に使
用された）キャッシュ純額

 (2,094) (2,239)(2,637)(2,819)(7,287) (7,791)
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2010年６月30日までの
６ヶ月間

2009年６月30日までの
６ヶ月間

2009年12月31日終了年度

 注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円

サノフィ・アベンティス株式の
発行

B.8 11 12 2 2 142 152

以下に対する配当金の支払：        

・サノフィ・アベンティスの
株主

 (3,131)(3,347)(2,872)(3,070)(2,872)(3,070)

・非支配持分(BMS
(1)
を除く)  (5) (5) (5) (5) (6) (6)

配当以外の非支配持分との取引  (96) (103) ― ― ― ―

長期借入金の増加 B.9.1 527 563 3,202 3,423 4,697 5,022

長期借入債務の返済 B.9.1 (438) (468) (34) (36)(1,989)(2,126)

短期借入債務の純変動額  (326) (349) (66) (71) (785) (839)

自己株式の取得 B.8.2 (321) (343) ― ― ― ―

自己株式の消却、税引後  57 61 1 1 26 28

財務活動から生じた／（に使
用された）キャッシュ純額

 (3,722)(3,979)228 244 (787) (841)

為替レート変動による現金お
よび現金同等物への影響額

 125 134 19 20 25 27

現金および現金同等物の
純変動額

 (1,471)(1,573)1,988 2,125 466 498

現金および現金同等物期首
残高

 4,692 5,016 4,226 4,518 4,226 4,518

現金および現金同等物期末
残高

B.9 3,221 3,444 6,214 6,643 4,692 5,016

(1) 2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記C.1(i)参照。

(2) 売却可能金融資産を含む。

(3) 以下を含む。

－法人所得税支払額 (1,672)(1,788)(1,374)(1,469)(2,981)(3,187)

－利息支払額 (204) (218) (109) (117) (269) (288)

－利息受取額 28 30 58 62 88 94 

－非連結会社からの配当受取額 3 3 3 3 5 5 

 

(4) 有形固定資産、無形資産、連結会社に対する投資およびその他の非流動金融資産。

(5) 主に米国子会社からサノフィ・アベンティスの親会社に振り替えられた米ドル建て余剰現金の換算により発生。

 

添付の８ページから36ページまで（訳者注：原文のページ）の注記は要約中間連結財務書類の不可欠な一部である。
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要約中間連結財務書類に対する注記（無監査）

 2010年６月30日に終了した６ヶ月間

 

序文

サノフィ・アベンティスは、世界的なヘルスケア・グループであり、ヘルスケア製品、医薬品およびワクチ

ンの研究、開発、製造および販売に従事している。サノフィ・アベンティスの医薬品のポートフォリオには、代

表的主力製品に加え、広範な処方薬、ジェネリック薬および消費者向けヘルスケア製品が含まれる。

親会社であるサノフィ・アベンティスは、フランス法に準拠して設立されたsociété anonyme (有限責任

会社の形式)である。登記上の所在地は174, avenue de France, 75013 Paris, Franceである。

サノフィ・アベンティスは、パリ（ユーロネクスト：SAN）およびニューヨーク（ニューヨーク証券取引

所：SNY）において上場している。

2010年６月30日に終了した６ヶ月間の連結財務書類は、2010年７月28日開催の取締役会において、サノフィ

・アベンティスの取締役会によってレビューされた。

 

Ａ.  中間連結財務書類の作成の基礎および会計方針

　　A.1.  中間連結財務書類の作成の基礎および会計方針

当中間連結財務書類は、IAS第34号（中間財務報告）に従って要約された形式で作成および表示されてい

る。このため、添付の注記は当該期間の重要な項目に関連しており、2009年12月31日終了年度の連結財務書類

と併せて読むことが想定されている。

2010年６月30日現在の連結財務書類は、欧州連合が採択した基準および解釈指針ならびにIASBが公表した

基準および解釈指針に準拠して作成されている。以下に記載されている事項を除いて、2010年６月30日現在適

用された会計方針は、2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記に記載されている会計方針と整

合している。

・2010年１月１日以降完了した企業結合は、改正版IFRS第３号（企業結合）に従って会計処理されている。

2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記B.3に記載されているように、当該改正基準では特に

以下について、「パーチェス法」（現在は、改正版IFRS第３号において「取得法」と呼称されている）の適

用方法を変更している。

 

－現行では、取得関連費用を取得日現在で費用として認識する。

－段階取得の場合においては、被取得企業に対して以前から保有していた株式持分を取得日現在で公正価

値により再測定し、この公正価値と帳簿価額との差額を、以前から保有していた株式持分に関連して当初

資本（その他の包括利益）に直接計上していたが損益に組替が可能な損益とともに、損益に認識する。

－のれんの計算を（ⅰ）被取得企業の公正価値全体、または（ⅱ）被取得企業の公正価値のうち取得した

持分割合相当のいずれかに基づいて行うことができる。この選択肢はそれぞれの取得ごとに選択可能で

ある。
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－支払が生ずる可能性にかかわらず条件付購入対価を取得日現在で公正価値により認識し、かかる支払義

務を負債または資本として認識する。この義務が当初、負債として認識された場合、その後の調整は、損益

で認識される。2010年１月１日より前に完了した企業結合に関する条件付購入対価のその後の調整は、引

き続き、改正前のIFRS第３号に従って（すなわち、のれんを通じて）会計処理される。

 

当期間中に完了した企業結合の説明については、注記B.1を参照のこと。

 

・IAS第27号（連結および個別財務書類）の改訂は、2010年１月１日から適用されており、以下の変更を導入

している。

 

－現行では、支配の変更が生じない場合には、非支配持分との間の取引による影響額を資本に計上する。

－部分的な処分により支配を喪失する場合には、留保する株式持分を支配の喪失日現在の公正価値で再測

定する。処分に伴って認識する損益には、この再測定の影響額、および当初資本に計上されていたが損益

へ組替られる項目を含め、株式の売却に係る損益が含まれる。

 

・2009年度以前に公表され2010年１月１日から強制適用されたその他の基準、改訂および解釈指針は、2009年

12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記B.28に記載されており、2010年６月30日に終了した６ヶ月

間の中間連結財務書類に重要な影響を及ぼさなかった。

 

2010年６月30日現在欧州連合によって採択されているIFRSは、以下のウェブ・リンクの「IAS/IFRS

Standards and Interpretations」の項目よりアクセス可能である。

 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm

 
2010年12月31日終了年度の財務書類およびそこに表示される比較情報は、同日現在適用される基準および

解釈指針に従って作成される。このため、当中間報告書に含まれている2009年12月31日および2010年６月30日

終了期間に関連する情報は、IASBが新たなまたは改訂された基準および解釈指針を公表し欧州連合がそれを

採択すると、変更される可能性がある。

 

　　A.2.  見積りの使用

財務書類の作成には、財務書類作成日現在で入手可能な情報に基づいた経営者による合理的な見積りおよ

び仮定が必要であり、それは財務書類上の資産、負債、収益および費用の報告金額、ならびに偶発資産および偶

発債務の開示内容に影響を与え得る。見積りおよび仮定には、例えば、以下が含まれる。

 

・予想される返品、チャージバック奨励金、割戻しおよび値引に関して売上高から控除される金額

・製品クレームに係る引当金額

・有形固定資産、無形資産および関連会社に対する投資の減損

・のれんの評価、ならびに取得無形資産の評価およびその耐用年数
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・雇用後給付債務の金額

・再構築、訴訟、税務上のリスクおよび環境上のリスクに係る引当金の金額

 

中間財務情報の目的上、IAS第34号に基づいて認められているように、サノフィ・アベンティスは通年ベー

スの見積実効税率に基づいて法人所得税費用を算定している。この税率が、法人所得税および関連会社損益

持分計上前中間純利益に対して適用される。見積実効税率は、サノフィ・アベンティスが営業活動を行なう

様々な税務管轄区域において発生が見込まれる見積税引前損益に適用される税率に基づいている。

実際の金額はこれらの見積りとは異なることがある。

 

　　A.3.  季節的傾向

サノフィ・アベンティスの営業活動は、重要な季節的変動による影響を受けない。
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Ｂ. 2010年度上半期における重要事象

B.1.　連結範囲の変更による影響

2010年１月１日以降完了した企業結合は、改正版IFRS第３号に従って、取得法により会計処理されている。

IFRS第３号の改正により導入された主な変更については、注記A.1を参照のこと。

2010年度上半期における重要な連結範囲の変更は、以下の通りである。

 

・Chattem, Inc.（Chattem）

2010年２月９日、サノフィ・アベンティスは、現金公開買付を成功裏に完了することによりChattem,

Incを取得した。Chattemは、チャタヌーガ（米国）を拠点とする米国の消費者向けヘルスケア製品の大手

企業であり、様々な市場セグメントにわたり、消費者向けヘルスケア製品（26ブランド）、トイレタリー製

品および栄養補助食品の製造および販売を行っている。Chattemは、Allegra
®
ブランドの管理を行うとと

もに、米国においてサノフィ・アベンティスのOTC薬および消費者向けヘルスケア製品の基盤としての役

割を果たすことになる。2010年６月30日現在、サノフィ・アベンティスはChattemの社外流通株式の100％

を保有していた。

Chattemの暫定的な取得原価の配分は、以下の通りである。

 

 (単位：百万ドル)  

 

取得原価

公正価値の

修正

 

公正価値

無形資産  576 967 1,543

有形固定資産  38 3 41

棚卸資産  48 29 77

繰延税金  (18) (376) (394)

長期および短期借入債務  (377) (114) (491)

その他の資産／（負債）、純額  (44) (15) (59)

2010年２月９日現在のChattemの純資産  223 494 717

のれん    1,059

購入価格    1,776

 

取得関連費用は合計15百万ドルであり、損益計算書に費用として認識された。

取得日以降、Chattemは、149百万ユーロの純売上高および55百万ユーロのビジネス純利益（注記B.18の

定義を参照のこと）を創出しており、また、純利益に対する同社の寄与額はマイナス３百万ユーロ（取得

日現在での同社資産の公正価値の再測定に関連して当期間中に認識した費用を含む）であった。

 

2010年度上半期中に完了したその他の取引には、以下が含まれていた。

 

・2010年４月に、ロシアのインスリン・メーカーであるBioton Vostokの資本に対する支配持分を取得。

・2010年５月に、日本のジェネリック市場のリーディング・カンパニーである日医工株式会社（日医工）

とともに、日本におけるジェネリック事業の拡大を目的としたジョイント・ベンチャーを設立。当該

ジョイント・ベンチャーの設立に加え、サノフィ・アベンティスは、日医工の資本に対する4.66％持分

を取得した（注記B.6参照）。
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・2010年６月に、カナダ企業であるCanderm Pharma, Inc.の化粧品およびスキンケア製品の販売事業を取

得。当該事業の2009年度の純売上高は24百万カナダ・ドルであった。

 

B.2．有形固定資産

2010年度上半期における有形固定資産の取得は合計477百万ユーロであった。このうち281百万ユーロは医

薬品セグメントにおける投資に関連しており、主に工業用施設（174百万ユーロ）および研究用地における工

場・設備（69百万ユーロ）であった。残りの196百万ユーロはワクチン・セグメントにおける取得に関連して

いた。

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

50/95



B.3.　無形資産およびのれん

2010年度上半期における無形資産の変動は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)

取得したアベ

ンティスの

研究開発費

その他の

取得した

研究開発費

アベンティス

の販売製品に

係る権利

製品、商標権

およびその他

の権利

ソフトウェ

ア

無形資産

合計

2010年１月１日現在総額 2,321 1,492 29,955 3,284 655 37,707

連結範囲の変更 ― 16 ― 1,149 ― 1,165

取得およびその他の増加 ― 97 ― 66 20 183

処分およびその他の減少 ― (4) ― ― (8) (12)

為替換算調整 210 156 3,099 427 43 3,935

振替 (172) (86) 172 89 1 4

2010年６月30日現在総額 2,359 1,671 33,226 5,015 711 42,982

2010年１月１日現在の償却
および減損累計額

(1,456) (72)(20,610)(1,283)(539)(23,960)

償却費 (5) (23) (1,569)(204) (24)(1,825)

減損損失（戻入額相殺後） ― ― (15) (93) ― (108)

処分およびその他の減少 ― 2 ― ― 8 10

為替換算調整 (136) (10) (2,255)(154) (37)(2,592)

振替 ― ― ― ― (4) (4)

2010年６月30日現在の償却
および減損累計額

(1,597)(103)(24,449)(1,734)(596)(28,479)

帳簿価額：2010年１月１日現在 865 1,420 9,345 2,001 116 13,747

帳簿価額：2010年６月30日現在 762 1,568 8,777 3,281 115 14,503

 

Chattemの暫定的な取得原価の配分により、1,121百万ユーロの無形資産（主にChattemの販売製品およびブ

ランドの価値に相当）が認識された。当該取得に係るのれんは合計770百万ユーロであった。

2010年度上半期中の無形資産（ソフトウェアを除く）の取得は合計163百万ユーロであった。

取得した研究開発の一部が当期間中に商品化され、それは販売許可の取得日から償却されている。これは主

に、米国におけるオンコロジー製品Jevtana
®
（cabazitaxel）に関連している。

当期間中ののれんの変動は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ) 総額
償却および減損
累計額 帳簿価額

2010年１月１日現在残高 29,758 (25) 29,733

連結範囲の変更 1,023 ― 1,023
処分およびその他の減少 ― ― ―
為替換算調整 2,294 ― 2,294

2010年６月30日現在残高 33,075 (25) 33,050
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「連結範囲の変更」には、Fovea（2009年度に取得）に係る条件付購入対価（2010年６月30日現在、金融負

債として認識されている）から生じた、のれんの修正157百万ユーロも含まれている。

 

B.4.　有形固定資産および無形資産の減損

IAS第36号(資産の減損)に従って実施した減損テストの結果、2010年６月30日現在で108百万ユーロの損失

が認識された。これは主にShan5
®
（５種混合ワクチン）無形資産に係る部分的な減損損失に関連していた。

 

B.5.　関連会社に対する投資

関連会社は、サノフィ・アベンティスが重要な影響を及ぼす会社およびジョイント・ベンチャーから構成

されている。サノフィ・アベンティスは、IAS第31号（ジョイント・ベンチャーに対する持分）の認める代替

処理に従って、ジョイント・ベンチャーを持分法で（つまり関連会社として）会計処理している。

関連会社に対する投資の内訳は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ) 持分(％)

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

Sanofi Pasteur MSD 50.0 357 407

Bristol-Myers Squibbの管理下にある事業体および会社
(1) 49.9 269 234

Financière des Laboratoires de Cosmétologie Yves

Rocher
39.1 128 123

InfraServ Höchst 31.2 86 95

関連会社に対するその他の投資 ― 110 96

合計  950 955

(1) Bristol-Myers Squibb（BMS）との契約条件（2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記C.1参照）に基づいて、

BMSが支配する事業体および会社の純資産に対する当グループの持分は、関連会社に対する投資に計上されている。

 

当財務書類には、当グループと一部の関連会社との商取引が含まれている。こうした種類の主な取引は、以

下に要約する通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日まで
の６ヶ月間

 2009年６月30日まで
の６ヶ月間

 2009年12月31日
終了年度

販売 273 225 517

ロイヤルティ
(1) 640 588 1,179

売掛金
(1) 507 416 419

購入 114 116 247

買掛金 15 20 32

その他の負債
(1) 371 264 297

 (1) これらの項目は、BMSの管理下にある会社および事業体との取引に主に関連している。

前へ　　　次へ
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B.6.　非流動金融資産

貸借対照表に報告されている主な非流動金融資産は、以下の通りである。

 

 

(単位：百万ユーロ)
 

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

売却可能金融資産
(1)  663 588

事前積立された年金債務  4 3

長期貸付金  303 256

公正価値オプションに基づいて認識された資産  111 100

デリバティブ金融商品  175 51

合計  1,256 998

(1) Regeneron Pharmaceuticals株式 14.8百万株を含んでおり、2010年６月30日現在の株式市場価格に基づくその価額は269百

万ユーロ（2009年12月31日現在では248百万ユーロ）であった。さらに、日医工株式1.5百万株（2010年６月16日現在で、同社

の4.66％持分に相当）の取得を含んでおり、2010年６月30日現在の株式市場価格に基づくその価額は46百万ユーロであっ

た。

 

B.7. 売却または交換目的保有資産、および関連する負債

売却または交換目的保有資産、および関連する負債の内訳は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)  

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

メリアル社  7,497 6,338

その他  4 4

売却または交換目的保有資産合計  7,501 6,342

メリアル社  1,644 1,433

売却または交換目的保有資産に関連する負債合計  1,644 1,433

 

2009年12月31日から2010年６月30日までの間のメリアル社残高の変動は、当該期間中の米ドルの為替レー

トの変動から生じた為替換算調整に主に起因している。

2010年３月、サノフィ・アベンティスは、メリアル社とIntervet/Schering-Plough事業を統合し、Merckとサ

ノフィ・アベンティスが同等に所有する新たなジョイント・ベンチャーを設立する契約上の権利を行使し

た。当該新ジョイント・ベンチャーの設立には、最終契約の締結、米国、ヨーロッパおよびその他の諸国におけ

る独占禁止審査、ならびにその他の通例のクロージング条件の充足が条件となっている。当該取引のクロージ

ングは、2011年度第１四半期になる見込みである。

2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.8.1に記載されている通り、メリアル社の資産全体

が売却または交換目的保有資産科目に報告されており、メリアル社の負債全体が売却または交換目的保有資

産に関連する負債科目に報告されている。メリアル社に係る純利益は、交換目的保有のメリアル社事業からの

純利益科目に報告されている。

以下の表は、2009年12月31日および2010年６月30日現在売却または交換目的保有資産および売却または交

換目的保有資産に関連する負債に分類されている、メリアル社の資産および負債を示しており、メリアル社と

他のグループ会社との会社間残高は消去されている。
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(単位：百万ユーロ)  

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

資産    

有形固定資産および金融資産  779 684

のれん  1,478 1,258

無形資産  3,909 3,347

繰延税金資産  73 60

棚卸資産  339 425

売掛金  583 373

その他の流動資産  70 64

現金および現金同等物  266 127

売却または交換目的保有資産合計  7,497 6,338

負債    

長期借入債務  4 6

長期引当金  80 85

繰延税金負債  1,137 966

短期借入債務  33 22

買掛金  134 124

その他の流動負債  256 230

売却または交換目的保有資産に関連する負債合計  1,644 1,433

 

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益の構成要素は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

純売上高 1,037 ― 479
(2)

営業利益 295 ― 69
(2)

金融収益／（費用）純額 ― ― 2
(2)

法人所得税費用 (97) ― (35)
(2)

関連会社利益／（損失）持分 ― 102 139
(1)

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益 198 102 175

（1）2009年９月17日まで。

（2）2009年９月18日から。

 

以下の表は、IFRS第５号の要求に従って、中間／当期純利益、基本的１株当たり利益および希薄化後１株当

たり利益につき、メリアル社以外の事業と交換目的保有のメリアル社事業とに区分して開示している。

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

54/95



 

(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

中間／当期純利益（交換目的保有のメリアル社事業

を除く）
3,370 2,767 5,516

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益 198 102 175

中間／当期純利益 3,568 2,869 5,691

非支配持分に帰属する純利益：    

純利益（交換目的保有のメリアル社事業を除く） 148 232 426

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益 (1) ― ―

非支配持分に帰属する純利益 147 232 426

サノフィ・アベンティス株主に帰属する純利益：    

純利益（交換目的保有のメリアル社事業を除く） 3,222 2,535 5,090

交換目的保有のメリアル社事業からの純利益 199 102 175

サノフィ・アベンティス株主に帰属する純利益 3,421 2,637 5,265

基本的１株当たり利益：    

交換目的保有のメリアル社事業を除いたもの

（ユーロ）
2.47 1.94 3.90

交換目的保有のメリアル社事業（ユーロ） 0.15 0.08 0.13

基本的１株当たり利益（ユーロ） 2.62 2.02 4.03

希薄化後１株当たり利益：    

交換目的保有のメリアル社事業を除いたもの

（ユーロ）
2.46 1.94 3.90

交換目的保有のメリアル社事業（ユーロ） 0.15 0.08 0.13

希薄化後１株当たり利益（ユーロ） 2.61 2.02 4.03

 

以下の表は、メリアル社の主要製品に係る純売上高を百万米ドルで表示している。

 

(単位：百万ドル)
2010年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

Frontline
®
およびその他のフィプロニル製品 597 586 996

ワクチン 401 360 794

アベルメクチン 251 250 475

その他 142 139 289

合計 1,391 1,335 2,554

 

B.8. 資本

B.8.1. 資本金

資本金2,621,647,132ユーロは、額面価額２ユーロの株式1,310,823,566株からなる。

自己株式は資本から控除されている。自己株式の処分に係る損益は資本に直接計上され、期間純利益には認

識されない。

サノフィ・アベンティスが保有する自己株式は、以下の通りである。
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  株式数（百万株） ％

2010年６月30日現在   6.1 0.46％

2009年12月31日現在   9.4 0.71％

2009年６月30日現在  10.0 0.76％

2009年１月１日現在  10.0 0.76％

 

サノフィ・アベンティス株式引受オプション制度に基づくオプションの行使の結果、2010年度上半期にお

いて合計255,814株が発行された。

 

B.8.2. サノフィ・アベンティス株式の買戻し

2009年４月17日開催の定時株主総会において承認された株式プログラムに基づき、サノフィ・アベンティ

スは2010年度上半期中に5,871,026株の自己株式を合計321百万ユーロで買戻した。

2010年５月17日開催の定時株主総会において、期間18ヶ月間のサノフィ・アベンティス株式買戻しプログ

ラムが承認された。2010年５月17日以降、当グループはこのプログラムに基づく自己株式の買戻しを行ってい

ない。

 

B.8.3. 減資 

2010年４月28日、サノフィ・アベンティス取締役会は自己株式7,911,300株の消却を決議した。これは同日

現在の資本金の0.60％に相当していた。

この消却は、資本に影響を及ぼさなかった。

 

B.8.4. 制限株式制度

2010年３月１日の会合において、取締役会は制限株式制度の付与を決議した。当該制度は1,231,249株から

なり、そのうち699,524株については４年の勤務期間後に権利確定し、531,725株については２年の勤務期間後

に権利確定するが、更に２年のロックアップ期間中は譲渡できない。

サノフィ・アベンティスは、IFRS第２号（株式報酬）に従って、付与された持分金融商品の公正価値（期間

中に提供されたサービスの公正価値を表す）を参照して、この制度の公正価値を測定した。

当該制度は、付与日現在で測定された。付与された株式１株当たりの公正価値は、付与日現在の株式の市場

価格（54.82ユーロ）（権利確定期間中に見込まれる配当を調整後）に等しい。

これに基づくと、当該制度の公正価値は50百万ユーロである。

この金額は権利確定期間にわたって費用として認識されており、見合いは資本に直接計上されている。

この制度に関連して2010年度上半期中に認識した費用は６百万ユーロであった。

制限株式制度から発生した費用は、2010年度上半期において合計13百万ユーロ、2009年度上半期において合

計４百万ユーロであった。

2010年６月30日現在、合計2,393,192株の制限株式（このうち1,224,082株は2010年制度に、1,169,110株は

2009年制度に基づく）は、権利確定過程にあった。
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B.8.5. ストック・オプション制度

2010年３月１日、取締役会は8,121,355個のオプションからなる株式引受オプション制度を、行使価格54.12

ユーロで付与した。権利確定期間は４年であり、当該制度は2020年２月28日に期限切れとなる。

この制度の公正価値の算定には、以下の仮定が使用された。

 

・配当利回り：4.66％

・制度期間：６年

・過去の数値に基づいて算出された、サノフィ・アベンティス株式のボラティリティ：27.08％

・リスクフリー利子率：2.56％

 

これに基づくと、１オプション当たりの公正価値は9.09ユーロである。

2010年に付与されたストック・オプション制度の公正価値は66百万ユーロである。

この金額は権利確定期間にわたって費用として認識されており、見合いは資本に直接計上されている。

この制度に関連して2010年度上半期中に認識した費用は６百万ユーロであった。

ストック・オプション制度に関連して認識した費用は、2010年度上半期において合計45百万ユーロ、2009年

度上半期において合計62百万ユーロであった。
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以下の表は、2010年６月30日現在未行使および行使可能であるオプションに関する情報を示している。

 

 未行使 行使可能

 

１株当たり行使価格の範囲

オプション

の個数

平均

残存期間

(年)

１株当たり

加重平均

行使価格

(ユーロ)

オプション

の個数

１株当たり

加重平均

行使価格

(ユーロ)

１株当たり1.00ユーロ－10.00ユーロ 43,870 4.69 7.19 43,870 7.19

１株当たり10.00ユーロ－20.00ユーロ64,444 6.47 14.95 64,444 14.95

１株当たり20.00ユーロ－30.00ユーロ11,520 7.99 28.38 11,520 28.38

１株当たり30.00ユーロ－40.00ユーロ321,125 8.75 38.08321,12538.08

１株当たり40.00ユーロ－50.00ユーロ13,007,3036.47 43.155,464,75840.48

１株当たり50.00ユーロ－60.00ユーロ17,161,6376.03 53.629,128,94753.19

１株当たり60.00ユーロ－70.00ユーロ39,799,9404.26 66.0517,470,43067.92

１株当たり70.00ユーロ－80.00ユーロ23,044,2593.44 70.8023,044,25970.80

合計 93,454,098   55,549,353  

うち株式購入オプション 5,877,248     

うち株式引受オプション 87,576,850     

 

B.8.6.　希薄化後１株当たり利益の計算に使用された株式数

希薄化後１株当たり利益の計算に使用された株式数は、平均社外流通株式数に、潜在的に希薄化効果のある

ストック・オプションおよび制限株式を加味して計算されている。

 

（単位：百万株）

2010年

６月30日現在

2009年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

平均社外流通株式数 1,305.8 1,305.51,305.9

潜在的に希薄化効果のあるストック・オプションの調整 2.5 0.7 1.1

潜在的に希薄化効果のある制限株式の調整 1.0 0.3 0.4

希薄化後１株当たり利益の計算に使用された株式数 1,309.3 1,306.51,307.4

 

2010年６月30日現在、合計74.8百万個（2009年12月31日現在：80.3百万個、2009年６月30日現在：83.4百万

個）のストック・オプションについては、潜在的な希薄化効果を有していなかったため、希薄化後１株当たり

利益の計算から除外された。
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B.8.7.　 資本に直接計上された収益および費用

資本に直接計上された収益および費用の変動は、以下の通りであった。

 

 

(単位：百万ユーロ)

2010年６月30日まで

の６ヶ月間

2009年６月30日まで

の６ヶ月間

2009年12月31日

終了年度

期首残高 (3,889) (4,436) (4,436)

売却可能金融資産：    

・公正価値の変動
(1) 23 16 110

・税効果 (3) (7) (23)

キャッシュ・フロー・ヘッジ：    

・公正価値の変動
(2) (56) (140) (175)

・税効果 19 49 61

Zentivaの公正価値の再測定
(3)
：    

・公正価値の変動 ― 130 108

・税効果 ― (24) (28)

メリアル社の公正価値の再測定
(3)
：    

・公正価値の変動 (5) ― 1,215

・税効果 2 ― (293)

数理計算上の利益および損失    

・資産計上額の上限の影響額 ― ― 2

・関連会社およびジョイント・ベンチャーを除く数

理計算上の利益／（損失）（注記B.11.1参照）
(627) (70) (169)

・関連会社およびジョイント・ベンチャーの数理計

算上の利益／（損失）
(1) 1 (2)

・税効果 190 26 36

為替換算調整勘定の変動：    

・在外子会社に係る為替換算差額
(4) 4,671 (149) (283)

・在外営業活動体への純投資のヘッジ ― (18) (18)

・税効果 ― 6 6

期末残高 324 (4,616) (3,889)

サノフィ・アベンティス株主に帰属 324 (4,599) (3,873)

非支配持分に帰属 ― (17) (16)

(1) 損益への組替（2010年６月30日に終了した６ヶ月間は(0.4)百万ユーロ、2009年６月30日に終了した６ヶ月間は(1)百万

ユーロ、2009年12月31日終了年度は(1)百万ユーロ）が含まれている。

(2) 損益への組替（営業利益への組替：2010年６月30日に終了した６ヶ月間は７百万ユーロ、2009年６月30日に終了した６ヶ

月間は(123)百万ユーロ、2009年12月31日終了年度は(123)百万ユーロ。金融費用純額への組替：2010年６月30日に終了した

６ヶ月間は２百万ユーロ、2009年６月30日に終了した６ヶ月間は(4)百万ユーロ、2009年12月31日終了年度は(35)百万ユー

ロ）が含まれている。

(3) 以前から保有していた株式持分（Zentiva：24.9％、メリアル社：50％）の、支配取得日現在における公正価値の再測定
（2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.1参照）。

(4) メリアル社に関連して発生した為替換算差額（2010年６月30日に終了した６ヶ月間は332百万ユーロ、取得日から2009年12
月31日までは７百万ユーロ）が含まれている。
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B.9.　借入債務、現金および現金同等物

以下の表は、当グループの財政状態の変動を示している。

 

（単位：百万ユーロ）  
2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

長期借入債務  7,060 5,961

短期借入債務  2,507 2,866

借入債務のヘッジに使用された金利および通貨デリバティブ  (175) (7)

借入債務合計  9,392 8,820

現金および現金同等物  (3,221) (4,692)

借入債務、現金および現金同等物を控除後  6,171 4,128

 

以下は、ギアリング比率の趨勢を示している。

 

(単位：百万ユーロ)  

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

借入債務、現金および現金同等物を控除後  6,171 4,128

資本合計  52,620 48,446

ギアリング比率  11.7％ 8.5％

 

B.9.1.　借入債務、償還価額

以下は、2010年６月30日現在の借入債務の帳簿価額から償還価額への調整を示している。

 

 
（単位：百万ユーロ）

2010年

６月30日現在

の帳簿価額 償却費

公正価値での

測定による借

入債務の調整

2010年

６月30日現在

の償還価額

2009年

12月31日

現在の

償還価額

長期借入債務 7,060 5 (51) 7,014 5,943

短期借入債務 2,507 ― (4) 2,503 2,853

借入債務のヘッジに使用された金利および

通貨デリバティブ
(175) ― 24 (151) 8

借入債務合計 9,392 5 (31) 9,366 8,804

現金および現金同等物 (3,221) ― ― (3,221)(4,692)

借入債務、現金および現金同等物を控除後 6,171 5 (31) 6,145 4,112
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種類別の「借入債務、現金および現金同等物を控除後」の償還価額の詳細は、以下の通りである。

 

 2010年６月30日現在 2009年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 非流動 流動 合計 非流動 流動 合計

発行債券 5,835 1,628 7,463 5,236 1,982 7,218

その他の銀行借入 871 394 1,265 678 529 1,207

ファイナンス・リース債務 20 9 29 15 9 24

その他の借入 288 52 340 14 16 30

当座借越 ― 420 420 ― 317 317

借入債務のヘッジに使用された金利

および通貨デリバティブ (151) ― (151) (53) 61 8

借入債務合計 6,863 2,503 9,366 5,890 2,914 8,804

現金および現金同等物 ― (3,221)(3,221) ― (4,692)(4,692)

借入債務、現金および現金同等物を

控除後 6,863 (718) 6,145 5,890 (1,778)4,112

 

「その他の借入」には特に、企業結合に係る条件付購入対価および非支配持分に付与されたプット・オプ

ションの価値が含まれている。

フランスおよび米国のコマーシャル・ペーパー・プログラムのバックアップとして使用されていない、確

約済未引出し与信枠は、2010年６月30日現在127億ユーロ、2009年12月31日現在123億ユーロであった。

 

期中の主要な資金調達取引および借入債務削減取引

2010年度上半期中に、以下の資金調達取引が行われた。

・既存の2014年10月10日期限の固定金利発行債券（年利：3.125％）の追加トランシェ500百万ユーロの発

行。

 

以下の２本の発行債券は、期限に償還した。

・2007年１月発行の200百万ポンド（227百万ユーロ）。2010年１月18日に期限が到来した。

・2007年12月発行の200百万スイス・フラン（136百万ユーロ）。2010年１月21日に期限が到来した。

 

2010年７月６日、サノフィ・アベンティスは、70億ユーロの新たなシンジケート与信枠契約を16行の銀行団

との間に締結した。当該与信枠は、ユーロまたは米ドルで引出し可能であり、2015年７月６日に期限切れとな

る。
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同じく2010年７月６日に、サノフィ・アベンティスは、（ⅰ）2011年１月12日期限切れ予定の40億ユーロの

シンジケート与信枠、および（ⅱ）２本の二者間与信枠（合計850百万ドル）を契約上の期限前に解約すると

ともに、既存の80億ユーロの与信枠（このうち３億ユーロは2011年３月31日に、77億ユーロは2012年３月31日

に期限切れ予定であった）を60億ユーロに減額した。

サノフィ・アベンティスは現在、流動性ニーズを管理する目的で、以下の取り決めを設定している。

・60億ユーロのシンジケート与信枠（このうち２億ユーロは2011年３月31日に、58億ユーロは2012年３月

31日に期限切れとなる）。ユーロまたは米ドルで引出し可能である。

・70億ユーロのシンジケート与信枠。2015年７月６日に期限切れとなる。当該与信枠も、ユーロまたは米ド

ルで引出し可能である。

 

2010年６月30日現在サノフィ・アベンティスの親会社（同社が当グループの資金調達ニーズの大部分を中

央管理している）レベルで設定されていた資金調達の取り決めも、その後に締結された契約も、財務比率に関

する条項の対象となっておらず、また、クレジット・スプレッドまたは手数料をサノフィ・アベンティスの信

用格付に連動させる条項を含んでいない。

 

B.9.2. 借入債務の市場価額

2010年６月30日現在、「借入債務、現金および現金同等物を控除後」の市場価額は6,530百万ユーロ（2009

年12月31日現在では4,349百万ユーロ）であり、その償還価額は6,145百万ユーロ（2009年12月31日現在では

4,112百万ユーロ）であった。

 

前へ　　　次へ
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B.10.　デリバティブ金融商品　

B.10.1.　営業上のリスク・エクスポージャーを管理するために使用される通貨デリバティブ

以下の表は、2010年６月30日現在設定されていた営業上の通貨ヘッジ商品を示しており、その想定元本は関

連する為替レートの終値でユーロに換算されている。

 

 

2010年６月30日現在   

このうちキャッシュ・フロー・

ヘッジとして指定された

デリバティブ

このうちヘッジ会計に

適格でない

デリバティブ

 

 

 

(単位：百万ユーロ)

 

 

 

想定元本

 

 

 

公正価値

 

 

 

想定元本

 

 

 

公正価値

 

このうち

資本に計上

された部分

 

 

 

想定元本

 

 

 

公正価値

為替予約－売建 2,779 (63) 1,043 (57) (57) 1,736 (6)

　このうち        

　・米ドル 1,800 (48) 879 (47) (47) 921 (1)

　・日本円 183 (12) 101 (10) (10) 82 (2)

　・ロシア・ルーブル 178 (3) ― ― ― 178 (3)

　・英ポンド 108 (1) ― ― ― 108 (1)

為替予約－買建 190 (2) ― ― ― 190 (2)

　このうち        

　・ハンガリー・フォリント 54 (2) ― ― ― 54 (2)

プット・オプション－買建 1,208 9 ― ― ― 1,208 9

　このうち        

　・米ドル・ノックアウト・

オプション 1,019 8 ― ― ― 1,019 8

　・日本円ノックアウト・

オプション 152 1 ― ― ― 152 1

コール・オプション－売建 1,282 (75) ― ― ― 1,282 (75)

　このうち        

　・米ドル・ノックアウト・

オプション 1,019 (50) ― ― ― 1,019 (50)

　・日本円ノックアウト・

オプション 207 (23) ― ― ― 207 (23)

プット・オプション－売建 13 ― ― ― ― 13 ―

コール・オプション－買建 73 8 ― ― ― 73 8

合計 5,545 (123)1,043 (57) (57) 4,502 (66)
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2010年６月30日現在、これらの商品で2011年２月より後に期限の到来するものはなかった。

これらのポジションは、以下をヘッジしている。

・2010年６月30日までの６ヶ月間に実施され、同日現在の連結貸借対照表に認識されていた取引に関連し

て、貸借対照表日後に発生する重要な外貨建キャッシュ・フロー。これらのヘッジ商品（為替予約およ

びオプション）に係る損益は、ヘッジ対象項目に係る損益の認識と同時に計算および認識されており、

今後も引続きこのように処理される。

・2010年度下半期に実施予定の商取引に関連する予測外貨建キャッシュ・フロー。米ドルについては、この

ポートフォリオ（為替予約およびオプション）は、ノックアウト水準（１ユーロ1.39ドルから1.44ドル

の範囲）に達するか否かによって、2010年度下半期における同通貨建ての予測正味キャッシュ・フロー

の約35％から60％をカバーする。

 

B.10.2.　財務上のリスク・エクスポージャーを管理するために使用される通貨および金利デリバティブ

ユーロ圏外の在外子会社のキャッシュ・プーリング契約、および当グループによる財務活動の一部は、一定

の事業体（特にサノフィ・アベンティスの親会社）を、財務上の為替リスクに晒している。これは、借り手ま

たは貸し手の機能通貨以外の通貨建の借入金および貸付金の価値の変動リスクである。

各通貨および事業体の為替エクスポージャー（純額）は、確定金融商品（通常は通貨スワップ）によって

ヘッジされている。以下の表は、2010年６月30日現在保有していた、このタイプの商品を示している。

 

2010年６月30日現在       

(単位：百万ユーロ)    想定元本 公正価値     期日

為替予約－買建     2,664 131  

　このうち       

　・米ドル
(1)     1,433 111 2010年

　・英ポンド     516 10 2010年

　・スイス・フラン     232 10 2010年

　・日本円     139 2 2010年

為替予約－売建     2,921 (190)  

　このうち       

　・日本円    1,112 (99)2010年

　・米ドル    865 (88)2012年

　・チェコ・コルナ    412 (5) 2010年

・スイス・フラン    152 (1) 2010年

合計    5,585 (59)  

(1) サノフィ・アベンティスの親会社に預けられた米ドル建グループ内預金のヘッジに使用された1,145百万ユーロを含む。
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リスクを限定し、かつ、短期および中期借入債務のコストを最適化する目的で、サノフィ・アベンティスは、

借入債務の構造を変えるデリバティブ商品を使用している。以下の表は、2010年６月30日現在設定されてい

た、このタイプの商品を示している。

 

 

期日別の想定元本、

2010年６月30日現在

 

このうち

公正価値

ヘッジとして

指定された

デリバティブ

 

このうちキャッシュ・

フロー・ヘッジとして

指定された

デリバティブ

 

 

(単位：百万ユーロ)

 

 

2012年

 

 

2013年

 

 

2015年

 

 

2016年

 

 

合計

 

公正

価値

 

想定

元本

 

公正

価値

 

想定

元本

 

公正

価値

このうち

資本に計上

された部分

金利スワップ、

変動金利支払
(1)
/

2.73％受取

― ― ― 500 500 18 50018 ― ― ―

クロス・カレンシー・

スワップ
           

　－変動金利支払(€)
(2)
/変動金利受取

(JPY)
 (3)

― 92 ― ― 92 46 ― ― ― ― ―

　－4.89％支払(€)/
3.26％受取(CHF)

180 ― ― ― 180 25 ― ― 180 25 (1)

　－4.87％支払(€)/
3.38％受取(CHF)

― ― 244 ― 244 56 ― ― 244 56 ―

　－変動金利支払(€)
(2)
/ 3.26％受取

(CHF)

167 ― ― ― 167 30 16730 ― ― ―

合計 347 92 244 5001,183175 66748 424 81 (1)

(1) 変動：基準レート１ヶ月物Euribor。  

(2) 変動：基準レート３ヶ月物Euribor。 

(3) 変動：基準レート３ヶ月物日本円Libor。
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B.11.　引当金およびその他の非流動負債

 

(単位：百万ユーロ)

年金および

その他の長期

給付引当金

再構築

引当金

その他の

引当金

その他の

非流動負債 合計

2010年１月１日現在残高 4,342 257 3,533 179 8,311

連結範囲の変更 20 ― 14 5 39

引当金およびその他の負債の増加 188 112
(3) 291 18 609

引当金の充当 (343) (7) (230) ― (580)

未利用引当金の戻入 (35) ― (183)
(4) ― (218)

振替
(1) 6 (38) 81 (80) (31)

割引の調整 ― 11 17 2 30

未実現（利益）／損失 ― ― ― 94 94

為替換算調整 204 9 186 14 413

確定給付制度に係る数理計算上の

（利益）／損失
(2) 627 ― ― ― 627

2010年６月30日現在残高 5,009 344 3,709 232 9,294

(1) 主に、流動および非流動間の振替が含まれている。

(2) 注記B.11.1参照。

(3) 注記B.15参照。

(4) これらの戻入は、争議が当初の予想よりも好ましい結果で解決したことに関連している。
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B.11.1.　年金およびその他の長期給付引当金

サノフィ・アベンティスは、IAS第19号の改訂によって容認されている選択肢を適用している。この選択肢

の下では、確定給付制度に基づくすべての数理計算上の損益は貸借対照表に認識され、その見合いは資本の一

構成要素として計上される。この方法に基づいて、サノフィ・アベンティスは、各貸借対照表日において関連

する仮定（特に割引率および制度資産の公正価値）の見直しを行っている。

年金およびその他の長期従業員給付債務の感応度ならびに2009年12月31日現在使用されていた仮定に関す

る開示については、2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.18.1を参照のこと。

ユーロ圏、米国および英国に関して使用される主要な仮定は、上半期中の変動を考慮して2010年６月30日現

在で見直された。

資本を見合いとして認識された、年金およびその他の雇用後給付に係る数理計算上の損益（税引前の金

額）の内訳は、以下の通りである。

 

 

(単位：百万ユーロ)

2010年６月30日まで

の６ヶ月間

2009年６月30日まで

の６ヶ月間

2009年12月31日

終了年度

年金資産に係る数理計算上の利益／（損失） (126) 67 553

給付債務に係る数理計算上の利益／（損失） (501) (137) (722)

引当金の減少／（増加） (627) (70) (169)

 

B.12.　正味繰延税金ポジション

正味繰延税金ポジションの内訳は、以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)  

2010年

６月30日現在

2009年

12月31日現在

次のものに係る繰延税金:    

・棚卸資産に係る連結会社間利益を消去するための連結調整  910 858

・年金およびその他の従業員給付引当金  1,345 1,097

・取得無形資産の再測定
(1)  (4,301) (4,144)

・取得有形固定資産の公正価値での認識  (87) (99)

・剰余金からの分配に係る税金費用  (740) (643)

・繰越欠損金  164 70

・ストック・オプション  12 21

・その他損金不算入の引当金およびその他の項目  710 819

正味繰延税金負債  (1,987) (2,021)

(1) アベンティスの無形資産の再測定に関連する繰延税金負債が2010年６月30日現在3,237百万ユーロ含まれている。
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B.13. コミットメント

共同契約

この項目は主に、共同契約に基づく第三者に対するコミットメントに関連している。サノフィ・アベンティ

スは、その戦略の追求において、技術および製品に対する権利を取得している。当該取得は、株式の取得、ロー

ン、ライセンス契約、共同開発および共同マーケティングといった様々な契約上の形式でなされうる。これら

の契約は通常、契約締結に伴う前払金、および開発目標達成報奨金の支払を伴う。これらの複雑な契約の中に

は、今後の研究プログラムへのファイナンスの引受け、ならびに開発目標の達成、承認もしくはライセンスの

許諾、または製品発売後の売上目標の達成を条件とする支払を含むことがある。

2010年度上半期に医薬品セグメントが締結した主な共同契約は、以下の通りである。

・2010年４月８日、サノフィ・アベンティスとCureDM Group Holdings, LLC（CureDM）は、１型および２型

双方の糖尿病患者におけるインスリンおよびその他の膵臓ホルモンの分泌機能を回復させる可能性のあ

る新規ヒトペプチドであるPancreate
TM
に関して、世界的ライセンス契約を締結した。当該契約に基づい

て、サノフィ・アベンティスは、Pancreate
TM
および関連化合物の開発、製造および商業化に関する世界的

独占ライセンスを供与された。CureDMは前払金を受け取っており、さらに開発、規制および商業化に係る目

標達成報奨金を受け取ることになる。これらの支払の合計金額は、335百万ドルに達する可能性がある。

CureDMはまた、世界での製品の売上高に応じた段階的ロイヤルティを受け取る権利も有することになる。

・2010年５月３日、サノフィ・アベンティスは、Glenmark Pharmaceuticals Limited India（GPL）の完全所

有子会社であるGlenmark Pharmaceuticals S.A.（GPSA）との間で、慢性疼痛治療用の新規薬剤の開発お

よび商業化に関するライセンス契約を締結した。当該契約の条件に基づいて、Glenmarkは前払金を既に受

け取っており、さらに開発、規制および商業化に係る目標達成報奨金を受け取ることになる。これらの支払

の合計金額は、325百万ドルに達する可能性がある。Glenmarkはまた、当該ライセンスに基づき販売された

製品に関して段階的ロイヤルティを受け取る権利も有する。

・2010年６月４日、サノフィ・アベンティスと米国のバイオ医薬品企業であるAscenta Therapeutics

（Ascenta）は、がん細胞のアポトーシス（細胞死）を回復させる可能性のある複数の化合物に関して、世

界的な独占共同およびライセンス契約を締結した。当該契約の条件に基づいて、サノフィ・アベンティス

は、当該プログラムからもたらされる全ての化合物の開発、製造および商業化に関する世界的な独占ライ

センスを取得した。当該契約に基づいてAscentaは前払金を既に受け取っており、さらに開発、規制および

商業化に係る目標達成報奨金を受け取ることになる。これらの支払の合計金額は、398百万ドルに達する可

能性がある。Ascentaはまた、世界での製品の売上高に応じた段階的ロイヤルティを受け取る権利も有する

ことになる。
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・2010年６月22日、サノフィ・アベンティスとRegulus Therapeutics Inc.（Regulus）は、新規のmicroRNA

治療の発見、開発および商業化に関する戦略的アライアンスを締結した。研究は当初、線維症に重点を置く

予定である。Regulusは25百万ドルの前払金を受け取っており、サノフィ・アベンティスはさらに、Regulus

の評価に関する双方の合意を条件に同社に対して10百万ドルの持分投資を行うことを確約している。当該

共同契約に基づいて支払われる合計金額は、前払金、持分投資、研究費、ならびに前臨床・臨床開発および

製品の商業化に関する可能性のある全ての目標達成報奨金を考慮後で、750百万ドルを超える可能性があ

る。

・2010年６月25日、サノフィ・アベンティスとMetabolexは、２型糖尿病治療のための経口薬であるMBX-2982

に関して、世界的なライセンス契約を締結した。当該契約の条件に基づいて、サノフィ・アベンティスは、

MBX-2982（現在フェーズⅡa段階にある）および関連化合物の開発、製造および商業化に関する世界的な

独占ライセンスを取得した。Metabolexは前払金を受け取る予定であり、さらに、開発、規制および特定の商

業化に係る目標達成報奨金を受け取る権利を有することになる。これらの支払の合計金額は、375百万ドル

に達する可能性がある。Metabolexはさらに、世界での製品の売上高に応じたロイヤルティも受け取る。

 

企業結合に関連したコミットメント

2010年度上半期に締結された、企業結合に関連したコミットメントは、以下の通りである。

 

・Minsheng

2010年１月29日、サノフィ・アベンティスは、民生薬業社（Minsheng Pharmaceutical Co., Ltd.）との間

で、中国に消費者向けヘルスケアの新たなジョイント・ベンチャーを設立するための契約を締結した。通

例の規制当局の承認を含む諸条件の充足を条件として、サノフィ・アベンティスは当該新ジョイント・ベ

ンチャーの過半数持分を取得する予定である。

 

・メリアル社

2010年３月８日、サノフィ・アベンティスは、メリアル社とIntervet/Schering-Plough（Merckの動物用医

薬品事業）を統合し、Merckとサノフィ・アベンティスが同等に所有する新たなジョイント・ベンチャー

を設立する契約上の権利を行使した。当該新ジョイント・ベンチャーの設立には、最終契約の締結、米国、

ヨーロッパおよびその他の諸国における独占禁止審査、ならびにその他の通例のクロージング条件の充足

が条件となっている。メリアル社およびIntervet/Schering-Ploughは、当該取引のクロージング（2011年

３月より前になる見込み）までは独立した運営を継続する。サノフィ・アベンティスは、2009年７月29日

付の契約に規定する750百万ドルの支払に加え、当該ジョイント・ベンチャーに対する同等持分を確立す

るためにMerckに250百万ドルの調整額を支払うよう要求される見込みである。借入債務およびその他の負

債の調整額を含む全ての支払は、当該取引のクロージング時に行われる予定である。
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・Nepentes

2010年５月19日、Sanofi-Aventis sp.z o.o.（サノフィ・アベンティスのポーランド子会社）、Nepentes

S.A.（Nepentes）およびNepentesの過半数の株主により契約が締結され、当該契約に基づき、

Sanofi-Aventis sp.z o.o.はNepentesの社外流通株式の100％について公開買付を開始する。Nepentesは

ポーランドの医薬品およびデルモコスメ・メーカーであり、ワルシャワ証券取引所に上場している。当該

公開買付の発表前に、Sanofi-Aventis sp.z o.o.、NepentesおよびNepentesの過半数の株主（当該株主の

間で同社の社外流通株式の約63％を保有）は投資契約を締結した。当該契約の下、過半数の株主は、保有す

る全株式をSanofi-Aventis sp.z o.oに売却し、いかなる競合買付にも応募しないとする拘束力のあるコ

ミットメント（一定の限定的な例外がある）を行った。当該公開買付は、Nepentesの社外流通株式の少な

くとも90％の応募があること、およびポーランドの独占禁止規制当局による承認を成立の条件としてい

る。当該公開買付は2010年８月10日に終了の予定であり、Nepentesの価額を420百万ポーランド・ズロチ

（105百万ユーロ相当）としている。

 

・TargeGen Inc

2010年６月30日、サノフィ・アベンティスはTargeGen Incを取得するための契約を締結した。同社は、米国

の非上場のバイオ医薬品企業であり、一定種類の白血病、リンパ腫およびその他の血液悪性腫瘍および血

液疾患治療用の小分子キナーゼ阻害剤の開発を行っている。当該取引は2010年７月に完了し、前払金75百

万ドルが支払われた。TargeGenの主要な製品候補であるTG101348の開発の様々な段階において今後、目標

達成報奨金が支払われる予定である。支払の合計金額（前払金を含む）は、560百万ドルに達する可能性が

ある。
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B.14.　法的手続および仲裁手続

 

サノフィ・アベンティスおよびその関連会社は、訴訟、仲裁その他の法的手続きに関与している。通常、当該法的

手続は、製造物責任に関する請求、知的財産権（特に、当社製品の特許権保護に制限を課すことを要求するジェネ

リック医薬品メーカーからの請求）、競争法および取引慣行、商事関連訴訟、雇用および不当解雇に関する訴訟、課

税に関する請求、廃棄物投棄および環境汚染に関する損害賠償請求ならびに事業売却に関連する保証または補償

に関する取決めに基づく請求に関係する。

下記は、2009年12月31日に終了した年度における当社の財務書類上で法的手続きに関する開示事項を公表して

以降に発生した最も重要な進展状況について述べたものである。

 

a) 製　品

・Sanofi Pasteur Inc.のチメロサールに関する訴訟

2010年3月12日、米国連邦請求裁判所は、2つの因果関係の仮説のうち2番目に関して、2008年に完了した審理の対

象であった3つのテストケースすべてについて判決を下した。各判決では、申立人の主張する被害の原因がチメロ

サール含有ワクチンのみに起因することを立証できていないとし、ワクチン障害補償プログラム（「VICP」）に

基づく補償は申立人に対して一切支払われなかった。申立人らは、これらのケースに関する再審理を請求せずに、

メーカーを相手方とした民事訴訟を提起することを選択した。

また、2010年5月13日、米国連邦巡回控訴裁判所は、2つの因果関係の仮説の1番目について、3つ目のテストケース

における判決を支持し、申立人の主張する被害とチメロサール含有ワクチンおよびMMRワクチンとの間の必要な因

果関係を立証できていないと判断した。

 

b) 特　許

・Plavix®に関する特許訴訟

米国：2010年3月、USPTOは、Apotexによる当該特許の再審理の請求を受けて、もともとのクレームはすべて特許

性を有していると結論付けた。同年4月、米国地方裁判所は、損害賠償訴訟の停止を求めたApotexの申立を退けた。

同年6月、USPTOは再審理証明書を発行した。

 

・Allegra®に関する特許訴訟

米国：ニュージャージー州地区米国地方裁判所は、sanofi-aventis USおよびそのライセンサーであるAlbany

Molecular Research, Inc.がDr. Reddy's Laboratoriesを相手方として提起した、Allegra-D®24-Hour（24時間

作用）（塩酸フェクソフェナジン）錠剤のライセンス未取得のジェネリック医薬品の販売を禁止する仮の差止命

令を求める申立を認めた。現時点では、2010年第4四半期にDr. Reddy'sのAllegra-D®24-Hourのジェネリック医薬

品に関する審理が開始される予定である。

 

・Taxotere®に関する特許訴訟

欧州：ドイツでは、2010年6月に製剤特許の一つが無効とされた。
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・Eloxatin®（オキサリプラチン）に関する特許訴訟

米国：2010年4月、サノフィ・アベンティスおよび対象特許権のライセンサーであるDebiopharmは、1社を除くす

べてのジェネリック医薬品メーカーとの間で和解契約を締結した。その結果、ニュージャージー州地区米国地方裁

判所およびコロンビア地区米国地方裁判所におけるEloxatin®（オキサリプラチン）の特定の製剤特許に係る訴

訟が解決するに至った。

和解契約の規定に基づき、ジェネリック医薬品メーカーは、2010年6月30日から2012年8月9日までの間、未認可の

オキサリプラチンのジェネリック医薬品を米国で販売することを中止する。2012年8月9日から当該特許の有効期

限が切れるまで、ジェネリック医薬品メーカーは、ライセンスに基づいてオキサリプラチンのジェネリック医薬品

の販売が認められる。和解契約の残りの条項の内容は機密扱いとなっている。さらに、上記の日付を含む和解契約

のすべての条項は、偶発的事象に従う。和解契約は、連邦取引委員会、米国司法省およびミシガン州司法長官の調査

を受ける。また、裁判所は、上記における未認可のオキサリプラチンのジェネリック医薬品の販売中止義務は、Sun

Pharmaceuticalsにも適用されると判断し、同社はこの判断について上訴した。

 

・Xatral®に関する特許訴訟

2010年5月、2010年3月に当初予定されていた審理の後、米国地方裁判所は、Mylanによる侵害行為を認めたうえ、

その後米国特許第4,661,491号（「491特許」）の発明が自明のものではないと判断し、サノフィ・アベンティス

に有利な判決を下した。Mylanは、当該判決について控訴することができる。

 

c) 政府による捜査、競争法および規制上の請求

・政府による捜査－価格設定および販売活動

Lovenox
®
のマーケティング：2010年6月、虚偽訴訟に関する連邦法（Federal False Claims Act）に基づく訴訟

の当事者間で和解が成立したため、当該訴訟は取下げられた。

 

・Plavix
®
に関する独占禁止法違反に関する訴訟：2010年3月26日、地方裁判所は、直接購買者の併合された請求

について、棄却を求める被告の申立を認めた。間接購買者の併合された請求の棄却を求める申立に対する判決は未

だ下されていない。直接購買者は、地方裁判所による当該判決について控訴できる。

 

d) その他の訴訟および仲裁手続

・Zimulti
®
／Acomplia

®
（リモナバント）に関する集団訴訟

2010年7月27日、ニューヨーク州南部地区地方裁判所は、2009年9月に当社を相手方とした株主による集団訴訟を

却下した当該裁判所の判決の再審理を求める原告の申立を認め、原告に対して修正した訴状の提出を認めた。
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e) 特定の事業売却により生じた偶発事由

・Rhodia

2010年2月10日、Rhodiaは、2007年7月に当社を相手方としてパリ商業裁判所に提出した訴状に関連して準備書面

を提出した。Rhodiaは、パリ商業裁判所に対して、当該準備書面の中で、当社が年金支払義務および環境賠償責任を

果たすための十分な資金をRhodiaに提供することを怠ったことを認めるよう求め、年金約定額については13億

ユーロ、環境賠償責任については約311百万ユーロの賠償金をそれぞれ請求した。当社は、近日中に答弁書を提出す

る予定である。当該訴訟の判決は2011年に下される予定である。
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B.15.　再構築費用

IAS第37号（引当金、偶発債務および偶発資産）に基づいて、再構築引当金は、貸借対照表日現在において当

グループが詳細な正式再構築計画を有し、当該計画を実行する意思をその影響を受ける者に対し公表してい

る場合に認識される。

2010年度上半期に認識した再構築費用は、サノフィ・アベンティスが2010年３月に公表した措置に主に関

連しており、これは、フランスにおける当グループの化学工業事業をバイオテクノロジーおよびワクチン製造

へと移行すること、ならびに複数の主要な医薬品が特許切れとなることに伴う生産量の減少に備えることを

目的としていた。これらの費用は主に、雇用保護制度に関連した従業員関連費用、工業用地の修復費用、および

有形固定資産の加速減価償却から構成されている。これらの費用にはまた、当グループの販売力ならびに西

ヨーロッパおよび北米の研究開発チームの調整に向けた現在進行中の措置に係る費用も含まれている。

 

B.16.　金融収益および費用

金融収益および費用の内訳は、以下の通りである。

 

 (単位：百万ユーロ)
2010年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年６月30日まで
の６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

借入債務に係る費用
(1) (193) (145) (310)

利息収益 28 58 88

借入債務に係る費用、現金および現金同等物を控除
後

(165) (87) (222)

為替差益／（損）（非営業項目） (9) (24) (67)

引当金に係る割引の調整
(2) (31) (20) (42)

金融資産処分益／（損）純額 51 ― 1

金融資産に係る減損損失、戻入額相殺後 (4) ― (2)

その他の項目 18 17 32

金融収益／（費用）純額 (140) (114) (300)

内訳：金融費用 (214) (151) (324)

　　　金融収益 74 37 24

(1) 借入債務をヘッジするために使用された金利および通貨デリバティブに係る利益/（損失）（2010年度上半期は４百万ユー

ロ、2009年度上半期は(１)百万ユーロ、および2009年12月31日終了年度は25百万ユーロ）を含む。

(2) 主に環境リスクに対する引当金。
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B.17.　法人所得税費用

実効税率とフランスにおいて適用される標準法人所得税率との差異は以下のように説明される。

 

(単位：％)
2010年６月30日まで

の６ヶ月間
(1)

2009年６月30日まで

の６ヶ月間
(1)

2009年12月31日
終了年度

フランスの適用標準税率 34 34 34

フランスのロイヤルティに係る軽減税率の影響 (8) (8) (9)

税率改定に起因する繰延税金負債純額の変動の
影響

― ― 1

米仏条約の批准による、剰余金からの分配に係る税
金費用に関連した繰延税金負債純額への影響

― ― (2)

サノフィ・アベンティスが管理する地域について
BMSが負担する税金の影響

(2) (3) (3)

その他
(2) 1 2 1

実効税率 25 25 22

(1) 通年ベースの見積実効税率に基づいて計算した税率（注記A.2参照）。
(2) 2010年は「CVAE」（付加価値に基づくフランスの事業税の要素）の影響を含む。

 

B.18.　セグメント情報

サノフィ・アベンティスは、２つの事業セグメント、すなわち医薬品セグメントおよびヒト用ワクチン（ワ

クチン）・セグメントを有している。その他の活動はすべて、別セグメントである「その他」に集約されてい

る。

医薬品セグメントは、医薬品の研究、開発、製造および販売をカバーしている。サノフィ・アベンティスの医

薬品のポートフォリオは、代表的主力製品に加え、広範な処方薬、ジェネリック薬および消費者向けヘルスケ

ア製品から構成されている。このセグメントにはまた、医薬品関連の活動を行うすべての関連会社（特にBMS

が過半数所有する事業体）が含まれている。

ワクチン・セグメントは、ワクチンに特化しており、ワクチンの研究、開発、製造および販売が含まれてい

る。このセグメントには、Sanofi Pasteur MSDジョイント・ベンチャーが含まれている。

「その他」セグメントには、IFRS第８号（事業セグメント）の意味における報告セグメントに該当しない

全てのセグメントが含まれている。このセグメントには、Yves Rocherグループに対する当グループの持分、動

物用医薬品事業（メリアル社）、および売却した事業活動に関する留保コミットメントの影響が含まれてい

る。

セグメント間の取引は、重要ではない。
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セグメント業績

サノフィ・アベンティスは、「ビジネス営業利益」に基づいてセグメント業績を報告している。この指標

は、IFRS第８号への準拠を目的として導入されたものであるが、営業業績の評価および資源の配分のために内

部的に使用されている。

「ビジネス営業利益」は、2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記B.20に定義されている営

業利益（再構築費用、有形固定資産および無形資産の減損、ならびに処分損益および訴訟計上前）に、以下の

調整を加えたものに等しい。

・無形資産償却費の除外。

・関連会社利益／損失持分の加算、および非支配持分に帰属する純利益持分の控除。

・取得に関連したその他の影響（主に、取得日の公正価値で再測定された取得棚卸資産の払出し、および取

得による関連会社に対する投資への影響）の除外。

 

セグメント業績は、以下の表に示す通りである。

 

 2010年６月30日に終了した６ヶ月間

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 13,476 1,692 ― 15,168

その他の収益 786 12 ― 798

売上原価 (3,531) (552) ― (4,083)

研究開発費 (1,943) (247) ― (2,190)

販売費および一般管理費 (3,373) (284) (2) (3,659)

その他の営業収益および費用 168 (2) (70) 96

関連会社利益／損失持分
(1) 491 (8) 8 491

交換目的保有のメリアル社事業からの
純利益

― ― 250 250

非支配持分に帰属する純利益 (150) 1 1 (148)

ビジネス営業利益 5,924 612 187 6,723

金融収益および費用    (140)

法人所得税費用    (1,678)

ビジネス中間純利益    4,905

(1) 税引後。
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 2009年６月30日に終了した６ヶ月間

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 13,206 1,339 ― 14,545

その他の収益 688 15 ― 703

売上原価 (3,104) (496) ― (3,600)

研究開発費 (2,039) (221) ― (2,260)

販売費および一般管理費 (3,351) (275) (1) (3,627)

その他の営業収益および費用 183 (2) 99 280

関連会社利益／損失持分
(1) 389 14 6 409

交換目的保有のメリアル社事業からの
純利益

― ― 130 130

非支配持分に帰属する純利益 (232) ― ― (232)

ビジネス営業利益 5,740 374 234 6,348

金融収益および費用    (114)

法人所得税費用    (1,718)

ビジネス中間純利益    4,516

(1) 税引後。
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 2009年12月31日終了年度

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

純売上高 25,823 3,483 ― 29,306

その他の収益 1,412 31 ― 1,443

売上原価 (6,527) (1,326) ― (7,853)

研究開発費 (4,091) (491) (1) (4,583)

販売費および一般管理費 (6,762) (561) (2) (7,325)

その他の営業収益および費用 387 (3) 1 385

関連会社利益／損失持分
(1) 792 41 8 841

交換目的保有のメリアル社事業からの
純利益

― ― 241 241

非支配持分に帰属する純利益 (426) (1) ― (427)

ビジネス営業利益 10,608 1,173 247 12,028

金融収益および費用    (300)

法人所得税費用    (3,099)

ビジネス当期純利益    8,629

(1) 税引後。

 

「ビジネス中間／当期純利益」は、「ビジネス営業利益」に、金融収益を加算し、金融費用を控除し、関連す

る法人所得税効果を含めることにより算定される。

「ビジネス中間／当期純利益」は、サノフィ・アベンティス株主に帰属する純利益から、（ⅰ）無形資産償

却費、（ⅱ）無形資産の減損、（ⅲ）取得に関連したその他の影響（取得による関連会社への影響を含む）、

（ⅳ）再構築費用、非流動資産の処分損益、および訴訟に関連した費用または引当金、（ⅴ）（ⅰ）から

（ⅳ）の項目に関連した税効果、（ⅵ）重要な税務上の争議による影響、および（ⅶ）（ⅰ）から（ⅵ）の項

目の非支配持分を除外したものと定義されている。（ⅳ）に挙げられている項目は、2009年12月31日終了年度

の連結財務書類に対する注記B.20に定義されている再構築費用および処分損益および訴訟の各科目に報告さ

れているものと一致する。

「ビジネス中間／当期純利益」からサノフィ・アベンティス株主に帰属する純利益への調整は、以下の通

りである。
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(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日
までの６ヶ月間

2009年６月30日
までの６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

ビジネス中間／当期純利益 4,905 4,516 8,629

(ⅰ)      無形資産償却費 (1,802) (1,805) (3,528)

(ⅱ)      無形資産の減損 (108) (28) (372)

(ⅲ)      取得による棚卸資産への影響により発生

した費用
(1) (22) (19) (27)

(ⅳ)      再構築費用 (190) (907) (1,080)

(ⅲ)/(ⅳ) その他の項目 ― ― ―

(ⅴ)      上述の項目に係る税効果 704 923 1,629

内訳：    

－無形資産償却費 600 597 1,126

－無形資産の減損 33 10 136

－取得による棚卸資産への影響により
発生した費用

8 4 7

－再構築費用 63 312 360

(ⅲ)/(ⅵ)  その他の税金項目 ― ― 106
(2)

(ⅶ)       上述の項目の非支配持分 1 ― 1

(ⅲ)       メリアル社の取得の影響により発生した

費用
(3) (52) (28) (66)

(ⅲ)       取得による関連会社への影響により発生

した費用
(4) (15) (15) (27)

サノフィ・アベンティス株主に帰属する純利益 3,421 2,637 5,265

(1)取得による棚卸資産への影響により発生した費用：取得日の公正価値で再測定された棚卸資産の払出し。 

(2)米仏条約の批准を受けての、繰延税金の戻入（2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.30参照）。

(3)この科目の内訳： 2009年９月17日までについては、メリアル社の無形資産の償却費および減損。2009年９月18日以降につい

ては、（ⅰ）IFRS第５号に従って、メリアル社の有形固定資産の減価償却を中止したことによる影響（2009年12月31日終了年

度の連結財務書類に対する注記B.7参照）、および（ⅱ）取得日の公正価値で再測定された棚卸資産の払出しにより発生した

費用。

(4)取得による関連会社への影響により発生した費用：取得棚卸資産の払出し、無形資産の償却費および減損、ならびにのれんの

減損。

 

その他のセグメント情報

以下の表は、（ⅰ）持分法で会計処理されている関連会社およびジョイント・ベンチャーに対する投資の

帳簿価額、（ⅱ）有形固定資産の取得、および（ⅲ）無形資産の取得に関する情報を、事業セグメント別に示

している。
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持分法で会計処理されている主な関連会社およびジョイント・ベンチャーは、医薬品セグメントについて

はBMSが管理する事業体（2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記C.1参照）、Handokおよび

Infraserv Höchst、ワクチン・セグメントについてはSanofi Pasteur MSD、「その他」セグメントについて

はメリアル社（2009年度上半期）およびYves Rocherである。

無形資産および有形固定資産の取得は、当該期間中に支払いの行われた取得に相当する。

 

 2010年６月30日現在

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

持分法で会計処理されている関連会社
およびジョイント・ベンチャーに対す
る投資

459 363 128 950

有形固定資産の取得 358 208 ― 566

無形資産の取得 149 27 ― 176

 

 2009年６月30日現在

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他
(1) 合計

持分法で会計処理されている関連会社
およびジョイント・ベンチャーに対す
る投資

397 396 1,349 2,142

有形固定資産の取得 478 221 ― 699

無形資産の取得 119 6 ― 125

(1) メリアル社を含む。 

 

 2009年12月31日現在

(単位：百万ユーロ) 医薬品 ワクチン その他 合計

持分法で会計処理されている関連会社
およびジョイント・ベンチャーに対す
る投資

420 412 123 955

有形固定資産の取得 940 465 ― 1,405

無形資産の取得 364 16 ― 380

 

地域別情報

以下の純売上高に関する地域別情報は、顧客の地理的所在地に基づいている。

IFRS第８号に従って、以下の非流動資産は、金融商品、繰延税金資産および事前積立された年金債務を除外

している。
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  2010年６月30日現在

(単位：百万ユーロ) 合計 ヨーロッパ
このうち、
フランス 北米

このうち、
米国 その他の諸国

純売上高 15,168 5,971 1,489 4,597 4,360 4,600

非流動資産：       

－有形固定資産 8,234 5,763 3,502 1,630 1,208 841

－無形資産 14,503 4,183  7,304  3,016

－のれん 33,050 13,673  14,388  4,989

 

  2009年６月30日現在

(単位：百万ユーロ) 合計 ヨーロッパ
このうち、
フランス 北米

このうち、
米国 その他の諸国

純売上高 14,545 6,027 1,655 4,945 4,733 3,573

非流動資産：       

－有形固定資産 7,559 5,660 3,328 1,353 1,051 546

－無形資産 15,130 4,925  7,107  3,098

－のれん 29,471 13,386  11,619  4,466

 

  2009年12月31日現在

(単位：百万ユーロ) 合計 ヨーロッパ
このうち、
フランス 北米

このうち、
米国 その他の諸国

純売上高 29,306 12,059 3,206 9,870 9,426 7,377

非流動資産：       

－有形固定資産 7,830 5,734 3,436 1,375 1,018 721

－無形資産 13,747 4,636  5,930  3,181

－のれん 29,733 13,528  11,419  4,786

 

2009年12月31日終了年度の連結財務書類に対する注記D.5に記載されているように、フランスは資金生成単

位ではない。このため、のれんに関する情報は、ヨーロッパに関するものが提供されている。

 

純売上高

サノフィ・アベンティスの純売上高は、医薬品セグメントによる純売上高とワクチン・セグメントによる

純売上高から構成されている。以下の表は、医薬品セグメントの代表的主力製品およびその他の主要製品の純

売上高を示している。
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(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日
までの６ヶ月間

2009月６月30日
までの６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

Lantus
® 1,716 1,539 3,080

Apidra
® 83 66 137

Amaryl
® 234 207 416

Insuman
® 67 66 131

小計－糖尿病 2,100 1,878 3,764

Lovenox
® 1,635 1,542 3,043

Taxotere
® 1,129 1,118 2,177

Plavix
® 1,073 1,389 2,623

Aprovel
® 665 620 1,236

Eloxatine
® 160 697 957

Multaq
® 63 ― 25

Stilnox
®
/Ambien

®
/Ambien CR

®

/Myslee
® 441 447 873

Allegra
® 319 437 731

Copaxone
® 262 231 467

Tritace
® 211 221 429

Depakine
® 184 165 329

Xatral
® 153 153 296

Actonel
® 124 137 264

Nasacort
® 104 120 220

その他の製品 3,060 3,014 5,947

消費者向けヘルスケア 1,069 660 1,430

ジェネリック 724 377 1,012

医薬品合計 13,476 13,206 25,823
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ワクチン・セグメントにより販売された主要なワクチン・タイプの純売上高は以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2010年６月30日
までの６ヶ月間

2009月６月30日
までの６ヶ月間

2009年12月31日
終了年度

インフルエンザ・ワクチン 532 120 1,062

季節性インフルエンザ 113 95 597

パンデミック・インフルエンザ 419 25 465

小児向けおよびポリオ・ワクチン 483 495 968

髄膜炎／肺炎ワクチン 224 259 538

成人用追加ワクチン 186 202 406

渡航用およびその他の風土病ワクチン 193 165 313

その他のワクチン 74 98 196

ワクチン合計 1,692 1,339 3,483

 

純売上高の分散

2010年度上半期において、当グループの３大顧客は、それぞれ総売上高の約8.4％、7.9％および6.9％を占め

ていた。

 

Ｃ.  貸借対照表日（2010年６月30日）後の事象

2010年７月23日、サノフィ・アベンティスは、エノキサパリンのジェネリック薬に関する簡略新薬申請

（ANDA）が米国食品医薬品局（FDA）により承認されたことを知った。このANDAの承認の結果、米国における

Lovenox
®
の2010年度上半期の売上高（951百万ユーロ）は、今後の売上高を示唆するものと考えるべきではな

い。

 

前へ
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２ 【その他】

(1) 後発事象

2010年８月29日、当社は、米国の会社であるジェンザイム社（Genzyme）を約185億ドルで全額現金により買収す

る拘束力のない提案を行ったことを発表した。ただし、現段階では、両社が何らかの合意に達する保証はない。

「第３事業の状況、３ 対処すべき課題」および要約中間連結財務書類に対する注記Ｃ参照。

 

(2) 訴訟および仲裁

要約中間連結財務書類に対する注記B.14参照。

 

３ 【IFRSと日本の会計原則との相違】

本書記載の連結財務書類は、国際会計基準審議会（IASB）が公表し、2010年６月30日現在において欧州連合が採

択したIFRSに準拠して作成されている。「IFRS」という用語は、2010年６月30日現在IASBが公表した国際会計基準

（IAS）、国際財務報告基準（IFRS）、解釈指針委員会（SIC）の解釈指針および国際財務報告解釈指針委員会

（IFRIC）の解釈指針を総括的に示している。

中間連結財務書類は、IAS第34号（中間財務報告）に従って要約された形式で作成および表示されている。この

ため、添付の注記は当期間の重要な項目のみに関連している。

これらの会計原則は日本において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「日本の会計原則」という。）

とは、いくつかの点で異なる。本財務書類に関する主な相違点は以下の通りである。

 

(1) 会計方針の統一

IFRSでは、連結財務書類は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、統一的な会計方針を用いて作

成される。在外子会社の財務書類は、それぞれの国で認められている会計原則を使用して作成されている場合で

も、連結に先立ち、当グループが使用する会計原則に一致させるよう必要なすべての修正および組替が行われる。

関連会社についても、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、その投資会社と異なる会計方針を用い

ている場合、その関連会社の財務書類が投資会社により持分法を適用して利用される際に、関連会社の会計方針を

投資会社の会計方針に一致させるような修正が行われる。

日本の会計原則では、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会

社および子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応

報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、2008年４月１日

以後開始する事業年度から、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準（US GAAP）に準拠して作成されて

いる場合は、一定の項目の修正（のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費

の支出時費用処理など）を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。

関連会社についても、原則的に、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会社を

含む）および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一することが

望ましいとされている。2008年３月10日に、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」および実務対応報告

第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が公表された。企業会計基準第16号では、同一環

境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理

の原則および手続は、原則として統一することと規定された。ただし、実務対応報告第24号により、在外関連会社に

ついては、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができ

る。企業会計基準第16号および実務対応報告第24号は、2010年４月１日以後開始する事業年度から適用されてい

る。
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(2) 企業結合

IFRSでは、2008年１月に改訂されたIFRS第３号「企業結合」に基づき、従来のパーチェス法が取得法という呼称

に変更され、2009年７月１日以後開始事業年度よりすべての企業結合に取得法が適用されている。取得法の下では

企業結合の対価は、偶発対価も含めて取得日の公正価値で測定され、認識される。企業結合に直接関連する費用は

発生した期に費用計上される。それ以前は改訂前のIFRS第３号「企業結合」に基づき、企業結合はパーチェス法で

会計処理することが要求され、取得企業は、取得資産および引受または発生負債を、取得日（企業結合日）の公正

価値で認識していた。また、企業結合に直接関連する費用は取得原価に含められていた。

市場価格のある持分金融商品が取得対価として発行される場合、当該持分金融商品は取得日現在の公正価値で

測定される。

取得が段階的に行われる場合、過去に取得した持分も支配獲得日における公正価値で再評価し、企業結合前に所

有していた持分を再評価したことによる差額は損益として処理される。

日本の会計原則では、IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に公表され、従前の企業結合の会

計基準を改正した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」では、2010年４月１日以後実施される企業

結合から、パーチェス法のみ認められる。パーチェス法による会計処理では、企業結合の対価は時価で測定される。

それ以前に実施された企業結合については、原則としてパーチェス法により会計処理され、一定の厳格な条件の下

で持分の結合と識別される限られた場合のみ、持分プーリング法により会計処理されていた。

企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬

・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。

同様に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、2010年４月１日以後実施される企業結合

から、市場価格のある取得企業等の株式が取得の対価として交付される場合の取得原価の算定方法および段階取

得における取得原価の算定方法についてIFRSと同じ処理が行われるようになる。それ以前に実施された企業結合

については、市場価格のある取得企業等の株式が取得の対価として交付される場合、発行株式の時価は、原則とし

て、合意公表前の合理的な期間（つまり合意公表前の直前数日間）における株価を基礎にして算定されていた。た

だし、株式交付日の株価が前述の方法で求められた株価と大きく異ならない場合には、発行株式の価値は株式交付

日の株価を基礎に算定することができた。また、取得が段階的に行われる場合については、原則として、過去に取得

した持分は再評価されず、個々の取引ごとに時価を測定した累積額となっていた。

 

(3) のれん

IFRSでは、2008年１月に改訂されたIFRS第３号に基づき、2009年７月１日以後開始事業年度より、のれんは、以下

のa)とb)の差額として認識されている。なお、のれんは従前通り、償却されず、少なくとも年１回、減損テストが実

施される。

a)　企業結合の取得対価に、被取得企業の非支配持分および段階的な取得による企業結合の場合には取得企業の

被取得企業に対する過去に取得した持分投資の取得日の公正価値を加えた額。
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b)　識別可能取得資産の純額。

前述のb)がa)を上回る場合（つまり、負ののれん）、取得企業はすべての取得資産と引受負債が正しく識別され

たかを評価する必要があり、以下の項目について測定に使用した手続をレビューする。

・　識別可能取得資産および引受負債

・　非支配持分

・　段階取得の場合の取得企業の被取得企業の持分

・　譲渡対価

上記の検討の結果、まだ利益がある場合は、取得日に取得企業の利益として認識する。

それ以前は、改訂前のIFRS第３号に基づき、企業結合の際に取得したのれんは、企業結合の取得対価が取得日に

認識された識別可能資産、負債および偶発負債の正味の公正価値に対する取得企業の持分相当額の超過部分とさ

れていた。

認識した識別可能資産、負債および偶発負債の正味の公正価値に対する取得企業の持分相当額が、企業結合の取

得対価を上回っていた場合（つまり負ののれん）、取得企業は以下の手続きを行っていた。

a)　被取得企業の識別可能な資産および負債ならびに偶発負債を識別、測定し、企業結合の原価の測定を再度見直

す。

b)　再度の見直しを行った後に残った超過額は、損益として直ちに認識する。

在外営業活動体の取得により生じるのれんは、国際会計基準（以下「IAS」という。）第21号「外国為替レート

変動の影響」に基づき、決算日の為替レートで換算される。

日本の会計原則では、のれんは、被取得企業または取得した事業の取得原価が、取得した資産および引受けた負

債に配分された純額を超過する額で認識される。企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」適用（2010

年４月１日以後実施される企業結合から適用）後もすべてののれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり定

額法その他の合理的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損処理の対象となる。

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、負ののれんが生じると見込まれる場合には、取得

企業は、すべての識別可能資産および負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行

われているか見直す。その見直し後もなお負ののれんが生じる場合には、その負ののれんが生じた事業年度の利益

として処理されることになる。それ以前は、負ののれんは負債に計上され、20年以内の取得の実態に基づいた適切

な期間に規則的に償却されていた。ただし、負ののれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該負ののれんが生じ

た事業年度の利益として処理することができた。

国外事業の取得により生じるのれんは、2008年12月26日に改正された企業会計基準適用指針第10号「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に従い、決算日の為替レートで換算されることになる。それ

以前は、国外事業の取得により生じるのれんは当初取得時の為替レートで換算されていた。

 

EDINET提出書類

サノフィ・アベンティス(E05809)

半期報告書

86/95



(4) リース取引

IFRSでは、IAS第17号「リース」に基づき、資産の所有に伴うすべてのリスクと便益が借手に実質的に移転する

リースは、ファイナンス・リースとして計上される。すなわち、借手の連結貸借対照表上、リース資産は非流動資産

に計上され、対応するリース債務が負債計上される。

日本の会計原則では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをい

い、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものである

が、解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75％以上または解約不能のリース期間中のリース

料総額の現在価値が、リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％以上

のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、借手の財務諸表に資産計上し、対応するリース

債務を負債に計上する。ただし、少額（リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファ

イナンス・リース）または短期（１年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じて会計処理を行うことができる。2007年３月30日に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」

の公表により従前のリース会計基準が改正され、2008年４月１日以後開始する事業年度から適用されている。この

改正後基準の下では、それまで賃貸借取引に準じた会計処理が認められていた所有権移転外ファイナンス・リー

スについても、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件およびこれに係る債務をリース資産およびリース

債務として財務諸表に計上することとなった。ただし、リース取引開始日が企業会計基準第13号適用初年度開始前

のリース取引で、所有権移転外ファイナンス・リースの場合、引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理を適用

できる。この場合は、借手の財務諸表に、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している

旨および資産計上されたと仮定した場合の一定の注記開示が必要とされる。

 

(5) 棚卸資産

IFRSでは、棚卸資産は取得原価または正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定される。取得原価は、棚卸資

産の性質に応じて、加重平均原価法または先入先出法で計算される。

日本の会計原則では、2006年７月５日に公表され、2008年４月１日以後開始する事業年度から適用されている企

業会計基準第９号「棚卸資産の評価に関する会計基準」に従って、棚卸資産の収益性が低下した場合には、棚卸資

産の帳簿価額は正味売却価額まで切り下げることが要求される。また、2008年９月26日に企業会計基準第９号が改

正され、当該改正基準のもとでは、後入先出法が認められなくなった。同改正基準は2010年４月１日以後開始する

事業年度から適用されている。

 

(6) ヘッジ会計

IFRSでは、ヘッジ手段は公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジとして分類される。ヘッジ手段の損

益は、公正価値ヘッジについては当期損益に認識され、キャッシュ・フロー・ヘッジについては資本に計上され

る。
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日本の会計原則では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合に

は、原則として、「繰延ヘッジ会計」（時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象

に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法）を適用し、ヘッジ対象である資産または負債

に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、「時価ヘッジ会計」（ヘッジ対

象である資産または負債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法）

を適用できる。

資産または負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが金利変換の

対象となる資産または負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件および契約

期間が当該資産または負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を

当該資産または負債に係る利息に加減する「特例処理」が認められている。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約等については、当分の間、為替予約等により確定する決済時における円貨額により外貨建取引および金銭債権

債務等を換算し直物為替相場との差額を期間配分する方法（「振当処理」）によることができる。

複数の資産または負債から構成されているヘッジ対象をヘッジしている場合には、ヘッジ手段に係る損益また

は評価差額は、損益が認識された個々の資産または負債に合理的な方法により配分する。

 

(7) 金融資産の認識の中止

金融資産の認識の中止は、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効するかまたは

他の当事者に移転した場合に行われる。認識の中止においては、形式よりも実質が優先される。当グループは、当該

金融資産の所有に係る実質的にすべてのリスクと経済価値を留保しているか否か、および最終的には当該資産の

最終的な支配権を留保しているか否かを評価しなければならない。

IFRSでは、金融資産の認識の中止は、主にリスク経済価値アプローチおよび財務構成要素アプローチ（法的な分

離は必ずしも要求されない。）に基づいて行われる。

日本の会計原則では、金融資産の認識の中止は、財務構成要素アプローチ（法的な分離が常に要求される。）に

基づいて行われる。

 

(8) 従業員給付

IFRSでは、数理計算上の損益の認識につき、事業体が以下の３つの選択肢から選択することを認めている。

・それらを「コリドー・アプローチ」を通じて償却する。

・コリドー・アプローチより早期に認識する結果となる規則的な方法を採用する。

・それらを発生時に負債として認識し、その他の包括利益を見合いとして計上する（繰延税金控除後）。

サノフィ・アベンティスは、退職後制度に係るすべての数理計算上の損益を発生年度に認識することを選択し

た。
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日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、過去勤務債務、数理計算上の差異および会計基準変更

時差異の遅延認識が認められているため、退職給付債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を

加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。なお、当該未認識項目について

一括して損益処理することも選択可能である。退職給付に係る費用は、数理計算上の差異の費用処理額も含め、特

定の場合を除いて、営業費用として損益計算書に計上される。

 

(9) 従業員に付与されるストック・オプション

IFRSでは、当グループが従業員に対して付与するストック・オプションの費用は、当該オプションの公正価値に

基づいて測定される。当該費用は、資本を相手勘定として、規定の勤務期間（権利確定期間）にわたって認識され

る。

日本の会計原則では、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、会社法施行

日（2006年５月１日）以後付与されたストック・オプションについては、ストック・オプションの付与日から権

利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正価値に基づいて報酬費用が認識され、対

応する金額は純資産の部に新株予約権として計上される。2006年５月１日より前に付与されたストック・オプ

ションについては特に規定がなかった。

 

(10) 減損の会計処理

IFRSでは、資産の帳簿価額がその回収可能額（資産または資金生成単位の売却費用控除後の公正価値と使用価

値のいずれか高い方として決定される。）を上回る場合に減損損失が認識される。IFRSに基づく資産または資金生

成単位の使用価値は、資産または資金生成単位から生じることが期待される将来キャッシュ・フローをその正味

現在価値に割引いて計算される。減損損失の戻入は認められているが、のれんに係る減損損失は戻入れできない。

日本の会計原則では、資産の帳簿価額が当該資産の継続的使用およびその最終的な処分から生じると見込まれ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額を超過する場合には、当該資産の帳簿価額と回収可能額（正味売却価額

または割引後将来キャッシュ・フローのいずれか高い方）との差額が当該資産に係る減損損失として認識され

る。減損損失の戻入は認められない。

 

(11) 割戻しおよび割引

IFRSでは、割戻しおよび割引は売上高から控除される。

日本の会計原則では、割戻しは売上高の減額として表示され、割引は費用として計上されなければならない。

 

(12) 研究開発費

IFRSでは、内部発生研究費用は発生時に費用計上される。無形資産の認識基準を満たす内部発生の開発に係る支

出は資産計上され、耐用年数にわたって定額法で償却される。しかし、医薬品事業においては、内部発生開発費用は

通常こうした基準を満たさないため、当該費用は発生時に費用計上される。
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IFRS第３号「企業結合」に基づき、取得した仕掛中の研究開発については、識別可能性の要件を満たす限り、そ

の企業結合日における時価に基づいて資産計上される。

日本の会計原則では、研究開発費はすべてその発生時に費用計上することとされている。

IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に公表された企業会計基準第21号「企業結合に関する

会計基準」および企業会計基準第23号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」に基づき、2010年４月１

日以後実施される企業結合から、企業結合の取得対価の一部を研究開発費等に配分して費用処理する会計処理が

廃止され、取得した仕掛中の研究開発についても、企業結合日時点において識別可能なものは、その企業結合日に

おける時価に基づいて資産計上される。それ以前は、取得企業が取得対価の一部を研究開発費に配分した時は、当

該金額を配分時に費用処理していた。

 

(13) 過年度の財務諸表の遡及修正

IFRSでは、会計処理方法の変更および誤謬の訂正は、原則として過年度の財務書類を修正することにより遡及的

に反映しなければならない。

　日本の会計原則では、過年度の財務諸表の遡及修正に関する会計基準はない。会計方針の変更や誤謬の訂正によ

る影響額は、それが生じた期間に反映しなければならない。2009年12月４日、企業会計基準第24号「会計上の変更

および誤謬の訂正に関する会計基準」が公表された。当該基準の下で会計方針の変更または誤謬の訂正による影

響は、遡及的に反映することとなった。当該新基準は、2011年４月１日以後開始する事業年度の期首以後に行われ

る会計上の変更および過去の誤謬の訂正から適用される。

 

(14) 包括利益計算書

IFRSでは、2009年１月１日付で適用されたIAS第１号の改訂に従い、資本の変動は全て「所有者持分変動計算

書」において表示され、為替換算、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび売却可能金融商品等の株主以外の持分の変

動については「包括利益計算書」で表示される。

日本の会計原則では、包括利益計算書に関する会計基準はなく、純資産の部に直接計上される項目は株主資本等

変動計算書において表示される。

2010年６月に企業会計基準委員会は、IFRSとのコンバージェンスの取組みの一環として、企業会計基準第25号

「包括利益の表示に関する会計基準」を公表した。この基準は2011年３月31日以後終了する事業年度の連結財務

諸表より適用される。

 

(15) セグメント情報

IFRSでは通常、セグメント別の業績を評価し、資源の各セグメントへの配分を決定するために企業内部で使用さ

れている財務情報の開示が要求される。また、経営者による経営上の意思決定のために企業内部で使用されている

か否かを問わず、企業の製品・サービス（または同種の製品・サービスのグループ別）の収益に関する情報、企業

が収益を計上し、資産を保有する国別の情報、および主要顧客に関する情報の開示が要求されている。
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日本の会計原則では、セグメント情報の作成に用いる会計処理方法は外部向け報告用の会計方針と同一であり、

事業の種類別(すなわち、同種の製品・サービスのグループ別)セグメント情報、国または地域別により区分した所

在地別情報、および海外売上高が開示された。2008年3月21日付で公表され、2010年６月30日付で改正された企業会

計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」は、IFRSと同様のマネジメント・アプローチを導入

したものであり、2010年４月１日以後開始する事業年度から適用されている。

 

(16) 補助金および拠出金

IFRSでは、非流動資産に関して受取った補助金および拠出金は、繰延収益として計上され、当該資産の経済的耐

用年数にわたり規則的かつ合理的に収益認識されるか、または、帳簿価額を算定する際に控除され、当該補助金は

減価償却費の減少として償却資産の耐用年数にわたり収益認識される。

日本の会計原則では、固定資産に関して受け取った補助金および交付金は、受入時に利益として認識される。た

だし、対応する資産の取得原価から当該補助金および交付金を直接控除するか、または剰余金処分により積立金に

計上し処理することも認められている。

 

(17) 借入費用の資産計上

IFRSでは、2007年３月に改訂された、IAS第23号「借入費用」により、適格資産の取得、建設または製造に直接帰

属する借入費用を費用として認識する選択肢が削除され、2009年１月１日以後に資産計上される適格資産に関連

する借入費用から、資産の取得原価の一部として資産計上することが要求されている。適格資産とは、使用または

販売に供されるまでに相当な期間を要する資産をいう。それ以前は、改訂前のIAS第23号に基づき、借入費用は、そ

の発生した期間に費用計上されるが、適格資産の取得、建設または製造に直接帰属する借入費用は、資産計上する

ことが認められていた。

日本の会計原則では、支払利息の取得原価算入は限定的な場合のみ認められるが、要求はされていない。原則と

して支払利息は発生した期の費用として処理される。

 

(18) 金融商品の公正価値の開示

IFRSでは、IFRS第7号「金融商品：開示」に基づき、企業はすべての金融資産および金融負債について主に以下

について開示することが要求されている。

a) 重要な金融商品についての情報

b) 金融商品から生じるリスクの性質および程度についての情報。

同基準書は、IASBが「金融商品に関する開示の改善（IFRS第７号「金融商品：開示」の改訂）」の改訂を公表

した2009年３月に改訂された。2009年１月１日付で適用され、当該改訂は公正価値ヒエラルキー（つまり、すべて

の金融商品を関連する定義に基づいたレベル１、２、および３への分類）を含む公正価値測定および流動性リスク

に関する開示の改善を要求している。
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日本の会計原則では、デリバティブ取引に係るリスクの内容およびリスク管理体制等の取引の状況、ならびに有

価証券およびデリバティブ取引の時価等の開示が要求されている。2008年３月10日付で、企業会計基準第10号「金

融商品に関する会計基準」が改正され、上記の開示に関する要件を金融商品全般に広げている。すなわち、金融商

品の状況に関する事項および金融商品の時価等に関する事項を開示しなければならない。この改正基準は2010年

３月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されている。

 

(19) 金融商品の評価

IFRSでは、IAS第39号「金融商品：認識と測定」が金融資産および金融負債を以下のように測定することを企業

に要求している。

・　損益を通じて公正価値により測定する金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。

・　売却可能金融資産は貸借対照表上に公正価値で測定される。売却可能金融資産にかかる公正価値の変動は資本

に直接計上される。

・　貸付金および債権は償却原価で測定される。

・　満期保有投資は償却原価で測定される。

・　金融負債（公正価値オプションおよび負債であるデリバティブ取引を除く）は実効金利法による償却原価で

測定される。

また、IAS第39号では、一定の要件を満たす場合、企業は、金融資産を当初損益を通じて公正価値により測定する

金融資産に分類することで、公正価値で測定し、公正価値の変動額を損益認識することができる（公正価値オプ

ション）。

日本の会計原則では、企業会計基準第10号「金融商品会計に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債

は以下のように測定される。

・　売買目的有価証券は、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。

・　満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。

・　個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。

・　売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券（「その他有価証

券」）は、公正価値で測定し、公正価値の変動額は、a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計

算書へ計上される、もしくはb) 個々の証券について、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回

る場合には損益計算書に計上する。

・　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。(a) 社債その

他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。(b) 社債その他の債券以外の有価証券は取得

原価をもって貸借対照表価額とする。

・　貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。

・　金融負債は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなけれ

ばならない。

IFRSで認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。
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(20) 少数株主持分（または非支配持分）の評価

IFRSでは、2008年１月に改訂されたIFRS第３号により、従来の少数株主持分が非支配持分という呼称に変更さ

れ、2009年７月１日以後開始事業年度より以下のいずれかにより測定される。

　　(a) 取得日における非支配持分の公正価値。

　　(b) 取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する非支配持分比率相当額。

それ以前は、改訂前のIFRS第３号に基づき、少数株主持分については、被買収企業の純資産の結合日時点の時価に、

少数株主持分割合を乗じて算出されていた（全面時価評価）。

IAS第27号「連結および個別財務書類」に基づき、少数株主持分は連結貸借対照表上、資本に親会社持分とは別

に表示される。連結損益計算書上で表示される「純利益」には「少数株主に帰属する純利益」および「親会社株

主に帰属する純利益」が含まれる。「純利益」の後に「少数株主に帰属する純利益」および「親会社株主に帰属

する純利益」が区分して開示される。

日本の会計原則では、IFRSとのコンバージェンスの観点から、2008年12月26日に公表された企業会計基準第22号

「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、2010年４月１日以後実施される企業結合から、少数株主持分は、連

結貸借対照表の作成にあたっては、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法

（全面時価評価法）により評価することが要求されている。それ以前は、全面時価評価法によるほか、子会社の個

別貸借対照表上の簿価純資産に少数株主持分割合を乗じて算出する方法も認められていた（部分時価評価法）。

企業会計基準第５号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に基づき、少数株主持分は純資産の

部に計上される。連結損益計算書上では、少数株主損益は純利益前の個別項目として表示され、純利益には親会社

の株主に帰属する利益のみが含まれる。
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第７ 【外国為替相場の推移】
 

ユーロと日本円間の為替相場は日本で発行されている2紙以上の時事に関する日刊紙に当該半期中において掲載されていたた

め、本項の掲載を省略する。

 

 

第８ 【提出会社の参考情報】
 

当上半期の開始日から本書提出日までの間に当社は関東財務局長に下記の書類を提出した。

 

(1) 2010年度ストックオプションに関する有価証券届出書およびその添付書類（2010年3月30日提出）

(2) 2010年度ストックオプションに係る企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づく臨時報告書およびその

添付書類（2010年3月30日提出）

(3) 2009年1月1日から同年12月31日までの事業年度に関する有価証券報告書およびその添付書類（2010年6月29日提出）
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第二部　【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項なし
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